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第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版（案）の策定について 

１．かわさきノーマライゼーションプランについて 
本市においては、障害者計画と障害福祉計画をノーマライゼーションプランとして一体的に策定することにより、障害

保健福祉分野のみならず、障害者関連の施策全体の推進を図り、サービスの提供体制や基盤の整備に取組んでいる。

また、平成28年度の児童福祉法改正に伴い、平成30年度から新たに「障害児福祉計画」の策定が義務付けられた。

本市では、すでに障害児の施策及び障害福祉サービスごとに必要な見込量を「障害福祉計画」で見込んでいるため、

障害児を対象とした部分については、「障害児福祉計画」へと位置付け直す。 

２．第４次かわさきノーマライゼーションプランの進捗状況 
 平成２７年度から２９年度における、重点的な取組に基づく進捗状況について整理。 

３．本市の障害児・者数の推移 

４．計画改定の背景 

５．障害のある方の生活ニーズ調査結果、関係団体からの意見

６．障害福祉計画・障害児福祉計画の主なポイント

計画 根拠法 内容 計画期間 

障害者計画 障害者基本法 障害者施策の方向性についての基本的な計画 規定なし 

障害福祉計画 障害者総合支援法 障害福祉サービス等に係る数値目標・サービス見込量

を定めた計画 

３年間 

障害児福祉計画 児童福祉法 障害児通所支援等に係る数値目標・サービス見込量を

定めた計画 

３年間 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域みまもり支援センターの設置 障害者相談支援センターの取組の検証 

中部リハビリテーションセンター及び障害者更生相談所南部地域支援室の開設 

<計画期間> 

●第４次障害者計画（平成 27 年度

～平成 32年度）の中間見直し 

●第５期障害福祉計画・第 1期障害

児福祉計画（平成30年度～平成32

年度）の策定

１．あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 

多機能拠点整備型の施設を２か所設置（宮前区、川崎区） 日常生活用具の拡充、移動支援の従事者要件の拡充等 

２．地域生活支援の充実 

新設の地域生活支援拠点で短期入所事業を実施   

障害者差別解消支援地域協議会の設置 かわさきパラムーブメント推進ビジョンの職員、市民に向けた普及啓発の実施 

中央支援学校大戸分教室・稲田分教室の児童が日常的な交流及び共同学習が実施できるような交流籍の設置 

３．多様なニーズに対応する短期入所の充実 

生活介護事業所の新設（計４か所） 小規模生活介護事業所整備費補助金創設 

４．日中活動の場の確保 

・相談支援事業所の数・体制が十分でない。発達障害のペアレントトレーニングの提供の拡充が必要。 

・夕方支援に資するサービスを拡充してほしい。 

・生活介護事業所、短期入所事業所が不足していて、利用先が見つからない。 

・グループホームが不足しており、すぐには入れない。 

・医療的ケア児は少数だが、しっかりと対応してほしい。 

・ヘルパーや支援員が不足している。 

・障害のある方やその家族が地域で暮らしていくためには、障害に対する周囲の理解が不可欠。 

国の指針及び本市の実情を踏まえて、重点的に取組む目標及び障害福祉サービス等の見込量を設定。 

＜平成 32年度までに重点的に取組む目標＞ 

第４期実績（H28末） 第５期目標

1 福祉施設から地域生活への移行 入所施設からの地域移行者数 26人 45人

３か月 56%(62.8%） 69%以上

６か月 － 84％以上

１年 86.4%（91.2%)　　※１ 90％以上

1年以上の長期入院患者（65歳以上、65歳未満） 707人（636人） （調整中）

保健・医療・福祉関係者の協議の場の実施回数 － ６回／年

3 地域生活支援拠点の整備 地域生活を支援する機能の集約等を行う拠点の整備 ２か所 ３か所

福祉施設から一般就労への移行者 181人 260人

就労移行支援事業の利用者数 453人 797人　　　　※２

就労移行支援事業所ごとの就労移行率 30.80% ３割

就労定着支援事業による支援開始から1年後の職場定着率 － ８割

児童発達支援センターの設置・保育所等訪問支援利用体制の構築 ー ４か所

ー （児発）　６か所

ー （放デイ）８か所

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 ー １か所

※１（）は認知症専門300床を除いた数　※２　第５期から対象者を市内事業所を利用する全ての障害者に訂正

目標 項目

2

5

4

障害児支援の提供体制の整備等
（新規項目） 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の確保

入院後退院率　精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築（項目変更）

福祉施設から一般就労への移行
等

平成18年（人） 平成29年（人） 増加率（％）
人口 1,332,035 1,496,035 12.30%

障害児・者数　計 37,480 57,395 53.10%

身体障害 27,667 36,761 32.90%
知的障害 5,483 9,499 73.20%
精神障害 4,330 11,135 157.20%

第４次ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

第４次障害者計画 

第４期障害福祉計画 
第５期障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 

計画的な定員増によるグループホームの拡充と多様なニーズへの対応の検討 

平成３２年度末の開設に向けた入所施設（川崎区）の整備 

公有地に整備した特別養護老人ホームにて高齢障害者の受入体制の整備を開始 

（１）国の主な法改正・制度改正 

①障害者総合支援法・児童福祉法の改正により、障害者の望む地域生活を支援するためのサービスの創設や障害児支援のニ

ーズの多様化へ対応するため、医療的ケアを要する障害児に対する支援等が規定された。 

②障害者差別解消法の施行や、「ユニバーサルデザイン行動計画 2020」の閣議決定など、国においても障害に対する理解を深

めるための基盤づくりが進められている。 

③発達障害者支援法の改正により、発達障害者支援地域協議会の設置等、より一層の支援の充実を規定。 

④障害者雇用促進法の改正により、平成 30年 4月から精神障害者が法定雇用率の対象となり、それに伴い雇用率が引き上げ

られる。 

（２）本市における障害福祉を取り巻く状況 

①地域包括ケアシステム推進ビジョンに基づく取組を引き続き推進していく必要がある。 

②かわさきパラムーブメント推進ビジョンに対応した取組の推進が求められる。 

５．多様な住まい方と場の確保 

職場実習事業の実施 川崎就労定着プログラム（Ｋ－ＳＴＥＰ）の開発・実施 

個別の定着支援及びパターン・ランゲージを活用した企業向けセミナーの実施 

６．自立に向けた就労支援 

７．障害者の権利を守る取組 
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第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版（案）の策定について 

７．障害者計画の構成   ※網掛けは主な改定箇所 

・相談支援体制の充実 ・地域生活の継続に必要なサービスの拡充 

・多様なニーズに対応したグループホームの整備の支援 

・法改正に対応した就労支援のさらなる推進 

・医療的ケア児の実態把握と施策の展開  ・人材の確保 

・障害に対する理解の促進など、心のバリアフリーの地域づくりに向けた取

組

・相互理解を深め、地域の多様な主体による支え合いの仕組づくり

・暮らしやすい生活環境の整備

・近年の大規模災害を踏まえた二次避難所のあり方の検討

・差別や権利侵害の防止   ・社会参加の機会の拡大 

・地域の多様な主体による支え合いの仕組みづくり 

・生活環境面でのバリアフリーのまちづくりの促進 

・災害時要援護者への支援体制の強化 

・あらゆる世代に対応した支援体制の構築 

・保健・医療・福祉等の関係機関の連携強化 

施策の 

方向性 

方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす
 一人            障害特性 応  総合的 支援体制 構築 目指    

方針Ⅱ 地域でふれあい、支え合い 
 障害   人   人 支 合   心       都市川崎 
 目指    

方針Ⅲ やさしいまちづくり
 誰  安心 安全 生活          目
指    

施策１ 相談支援体制の充実と地域リハビリテーションの枠組みの構築 

 ・障害者相談支援センターの検証を踏まえた取組の推進 

 ・指定特定相談支援事業所の拡充に向けた取組の推進 

 ・ペアレントメンターやかかりつけ医等への研修など発達障害者 

支援の充実 

・市内南部地域に（仮称）総合リハビリテーションセンターを整 

備 

施策２ こどもの育ちに寄り添う支援体制の充実

・区役所と児童相談所・教育委員会・地域療育センター等の連携 

強化

施策３ 地域生活支援の充実 

・夕方支援に資するサービスとして一定の要件を備えた生活介護 

 事業所における営業時間後の日中一時支援事業の実施 

・短期入所、短期入所緊急枠の増床 

・生活介護事業所の整備 

施策８ 権利を守る取組の推進 

 ・障害者虐待防止法、障害者差別解消法への着実な対応 

施策９ 心のバリアフリー 

 ・第２期かわさきパラムーブメント推進ビジョンに基づく取

組の推進 

・共生・協働の精神を育む小中学校９年間の系統的・計画的

な教育の推進 

施策 10 社会参加の促進 

・各区スポーツセンター等で障害者が日常的にスポーツを楽

しめるようにするための取組の推進 

・文化芸術活動に取組める環境の整備 

施策 11 多様な支え合いの構築 

・地域生活支援拠点におけるボランティアの育成等、地域と

障害者をつなぐ取組の実施 

施策 12 自殺総合対策の推進 

・改定後の「川崎市自殺対策総合推進計画」に基づく取組

施策 13 生活環境のバリアフリー化の推進 

 ・福祉のまちづくりの推進 

施策 14 災害・緊急時対策の強化 

 ・二次避難所のより一層の円滑な運営に向

けた検討と実施 

基本理念 障害のある人もない人も、お互いを尊重しながらともに支え合う、自立と共生の地域社会の実現 

○障害者数が平成１８年の障害者自立支援法施行から５０％以上増加し、且つ多様化している。       ○加齢に伴う障害の重度化・重複化、障害児支援のニーズの多様化への対応が必要である。 

○家族の高齢化を見据え、障害者が地域生活を継続するための支援策の展開が求められている。       ○障害者差別解消法の理念の浸透など、共生社会の実現に向けた取組が必要である。 

資料１ 

施策４ 多様な住まいの支援 

・南部地域における入所施設の整備 

・肢体不自由の方のためのグループホームに対する

整備費補助の充実の検討 

施策５ 雇用・就労・経済的自立の促進 

・精神障害者の雇用に向けた検討と展開 

・就労援助センターによる個別の定着支援の実施 

施策６ 保健・医療との連携強化 

・医療機関との地域連携の仕組みづくり 

・医療的ケア児への支援 

施策７ サービス提供体制の充実 

 ・介護職員初任者研修・実務者研修の受講料補助

の対象について、障害関係の職員を追加

課 題 

背 景 

重点的な取組 
●あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築  ●地域生活支援の充実 ●多様な住まい方と場の確保         ●自立に向けた就労支援 

●保健・医療・福祉・教育等の連携強化      ●人材の確保       ●障害に対する理解を深める取組の推進  ●災害時対策の強化 

基本的な視点 ライフステージに応じた総合的な支援体制の構築 多様な主体の参画による地域で支え合う社会の実現 誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 
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１ 計画の位置付け 
 

（１）計画の性格 

この計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画と、障害者総合支援法に
基づく市町村障害福祉計画、及び児童福祉法の改正により平成 30（2018）年度
から策定することとなった障害児福祉計画にあたります。 
このうち障害者計画は、障害者に関する施策の方向性についての基本的な計画

であり、これに対して障害福祉計画及び障害児福祉計画は、障害福祉サービスや
相談支援、児童福祉法に基づくサービス及び地域生活支援事業について、サービ
スごとに必要な量の見込みとその見込量を確保するための方策を定めるものです。 
本市では、障害者計画と障害福祉計画、障害児福祉計画を一体的に策定するこ

とにより、障害保健福祉分野のみならず、障害者関連の施策全体の推進を図り、
サービスの提供体制や基盤の整備に取組み、障害者の自立と社会参加のための施
策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

（２）計画期間 

この計画は、平成 27（2015）年度から 32（2020）年度までの６か年計画で
す。ただし、サービスの見込量については３年間で見込んでおり、第４期障害福
祉計画は平成 27（2015）年度から 29（2017）年度まで、第５期障害福祉計画
及び第１期障害児福祉計画は平成 30（2018）年度から 32（2020）年度までの
計画期間となっています。なお、国において障害者施策を含む社会保障制度改革
が進められているため、計画期間内であっても、必要に応じてこの計画を見直す
場合があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

第４次かわさきノーマライゼーションプラン 

27 年度

第４期障害福祉計画 第５期障害福祉計画

必要に応じて市の計画も見直し 

障害者を取り巻く制度変更 
及び社会情勢の変化等

障 害 者 計 画

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

 

第１期障害児福祉計画
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（３）他の計画との関係 

この計画は、本市の総合計画の下に位置付けられ、「川崎市地域包括ケアシステ
ム推進ビジョン」（ｐ17 を参照）を上位概念とするとともに、「川崎市地域福祉計
画」のほか、保健、医療、福祉、教育、住宅など関連する計画と連携しながら、
障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけることを目指して策
定したものです。 
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２ 川崎市における障害者施策の推移 
 
 

（１）これまでの計画の進捗状況と課題 

●障害福祉基本構想〔昭和 56（1981）年～平成３（1991）年〕 
 
基本的な考え方 
①障害者の自立のための援助の体系化 
②社会参加の方策の検討 
③市民各層への障害者問題に対する正しい理解と認識の醸成 
 
主な取組 
・生涯授産構想、総合リハビリテーションシステム、重度障害者センターなどの整備の提案 
・養護学校卒業生対策として、重度対応型デイサービス施設などの整備 
 
  
次期計画への課題 
・障害の重度・重複化や高齢化の進展、地域援助へのニーズの変化、人権擁護と生活の質
の向上など時代の変化に対応した豊かな地域生活のための総合的な地域支援システムの
構築 

・障害者の主体性・自立性の尊重、社会活動への積極的な参加など、その能力が十分発揮
できるような施策の整備 

・「障害者基本法」（平成５年策定）の精神を反映した障害者施策の推進 

  

 



 

 

第１部 ２ 川崎市における障害者施策の推移 

6 

●かわさきノーマライゼーションプラン〔障害者保健福祉計画〕 
〔平成９年（1997）～平成 22（2010）年〕 
 
基本的な考え方 
①ノーマライゼーションの実現と障害者の社会的自立の促進 
②障害者の参画の推進と権利の擁護 
③障害者を含む全ての市民のための施策の推進 
  
主な取組 
・地域支援サービスの推進 
・総合リハビリテーションシステムの構築 
・高齢社会に対応した障害者施策の推進 
・精神障害者支援の推進 
   
次期計画への課題 
・福祉の対象を「救貧的な対象から普遍的な対象へ」と拡大し、福祉サービスを自ら選択
できる仕組みを基本とする利用者本位の福祉制度の確立が行われたことへの対応 

 
 
●新かわさきノーマライゼーションプラン〔障害者保健福祉計画〕 
〔平成 16（2004）年〕年～平成 22（2010）年〕 
 
基本的な考え方 
①地域での自立した生活の推進 
②利用者主体（自己選択、自己決定）の支援 
③やさしいまちづくりの支援 
  
主な取組 
・利用者支援システムの構築 
・総合的な地域リハビリテーションシステムの構築 
・精神障害者支援の推進 
・就労の促進 
・高齢社会に対応した障害者施策の推進 
   
次期計画への課題 
・障害者自立支援法の施行状況の的確な把握と障害者施策全体に与えた影響についての検証 
・発達障害等、配慮を必要する人への支援手法の確立や専門的知識を持った人材の確保 
・障害そのものに対する理解促進とできる限り早い段階から適切な支援の実施 
・障害者雇用の促進 
・みんなが利用しやすい環境づくりを目指すユニバーサルデザインの考え方を実現するた
めの取組の推進  
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●第３次かわさきノーマライゼーションプラン 
〔平成 21（2009）年～平成 26（2014）年〕 
 
基本的な考え方 
①育ち、学び、働き、暮らす 
②地域でふれあい、支え合い 
③やさしいまちづくり 
  
主な取組 
・地域生活支援の充実 
・地域生活への移行支援 
・就労に向けた支援 
・新たな在宅福祉施策 
   
次期計画への課題 
・障害者の増加・多様化 
・加齢に伴う障害の重度化・重複化への対応 
・親なき後を見据えた、障害者が地域生活を継続するための支援策の展開 
・平成 28 年 4 月施行の障害者差別解消法への着実な対応 
 

※第３次かわさきノーマライゼーションプランは、当初平成 21 年～25 年までの計画期間とし
ていたものを、第 3 期障害者福祉計画（平成 24 年～26 年）の終期に合わせ 1 年延長すると
とともに、障害者基本法の改正等を踏まえて、平成 23 年度に改定しています。 
 
●第４次かわさきノーマライゼーションプラン 
〔平成 27（2015）年～平成 32（2020）年〕 
 
基本的な考え方 
①ライフステージに応じた総合的な支援体制の構築 
②多様な主体の参画による地域で支え合う社会の実現 
③誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 
  
主な取組 
・あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 
・多様な住まい方と場の確保 
・多様なニーズに対応する短期入所の充実 
・日中活動の場の確保 
・地域生活支援の充実 
・自立に向けた就労支援 
・障害者の権利を守る取組（障害者差別解消法等に基づく取組の推進）  
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（２）第４次かわさきノーマライゼーションプランの進捗状況 

第４次かわさきノーマライゼーションプランは、平成 27（2015）年度から 32
（2020）年度までの６年間を計画期間とし、「障害のある人もない人も、お互い
を尊重しながら共に支え合う、自立と共生の地域社会の実現」という基本理念の
もと、３つの基本的な視点とそれに基づく７つの重点的な取組を設定し、152 の
関連事業を着実に推進してきました。 
152 の関連事業について、平成 27（2015）年度から 29（2017）年度までの

進捗状況について評価したところ、おおむね順調に施策が実施されています。こ
こでは、重点的な取組ごとに進捗状況について記載します。 
 
１ あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 
１）相談支援体制の充実 

 
 
 
 
 
 
 
 

２）地域リハビリテーションセンターの整備 
 

 
 
 
 

  

◆ 総合的な相談窓口として、各区保健福祉センターや障害者相談支援センター、
また、平成 28（2016）年度に各区に設置した地域みまもり支援センターにおい
て、各種相談支援や制度・サービスの利用案内、専門機関との連携を実施してい
ます。 

 
◆ 平成 25（2013）年度に障害種別や年齢を問わない相談支援の展開として再編
整備した障害者相談支援センターについて、これまでの取組の検証を進めていま
す。 

◆ できる限り身近な地域で、あらゆる生活上の障害への対応に必要な総合的かつ
専門的支援を提供するために整備を進めている地域リハビリテーションセンター
については、平成 28（2016）年度に中部リハビリテーションセンターと障害者
更生相談所南部地域支援室を開設し、市内 3 か所体制を暫定的に開始しました。 
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２ 地域生活支援の充実 
１）地域生活支援拠点の整備 

 
 
 
 

 
 
２）居宅支援サービスの提供 
 
 
 
 
 

３ 多様なニーズに対応する短期入所の充実 
１）短期入所による在宅支援 
 
 
 
 
 
 
 

４ 日中活動の場の確保 
１）特別支援学校卒後対策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 地域生活支援拠点における多機能拠点整備型の施設を２か所整備しました（平
成 27 年度：宮前区、平成 28 年度：川崎区）。当該施設において、自立支援給付
である生活介護、短期入所、相談支援や地域生活支援事業である日中一時支援に
加え、市独自の取組である障害者生活支援・地域交流事業（地域住民との交流や
ボランティアの育成等）を実施しています。 

◆ 日常生活用具の拡充（ストーマ装具の付属品等）、移動支援の従事者要件の拡充
（実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者）、日中一時預かり事業の利用対
象の明確化（障害児だけでなく障害者も受入れる）を図るなど、障害児・者の在
宅サービスの充実を図りました。 

◆ 新たに開所した地域生活支援拠点において短期入所事業を実施（川崎区、宮前
区の２施設計８床）しています。 

 
◆ 平成 28（2016）年３月に「第２期障害者通所事業所整備計画」を策定し、平
成 28（2016）年度から平成 35（2023）年度までの８年間で短期入所を 70～
80 床程度整備することを位置付けました。 

◆ 生活介護事業所を平成 27（2015）年度に３か所（幸、高津、宮前地区）、平
成 28（2016）年度に１か所（川崎地区）開設しました。 

 
◆ 平成 28（2016）年３月に「第２期障害者通所事業所整備計画」を策定し、平
成 28（2016）年度から平成 35（2023）年度までの８年間で、560 名程度の生
活介護事業所を整備することとしました。 

 
◆ 平成 29（2017）年６月に、既存の建物の改修等により小規模生活介護事業所
の整備を進める補助制度を新たに創設しました。 
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５ 多様な住まい方と場の確保 
１）グループホームの基盤整備 

 
 
 
 
 

２）入所支援の提供 
 
 
 
３）特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受入体制の整備 

 

 
６ 自立に向けた就労支援 
１）福祉施設から一般就労への移行推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）職場定着機能の強化 
 
 
 
 

３）企業支援体制の構築 
 
 
 

 
（※１）障害者雇用の中で繰り返される問題をパターン化し、その解決のヒントを 30
の言葉（ランゲージ）でまとめ、企業の中で障害者雇用に携わる人たちが、問題の解
決に向けて、お互いの考えていることを共有するためのツールです。 

◆ グループホームについては、定員増を計画的に進めるとともに（平成 27 年：80
人、平成 28 年：90 人、平成 29 年：100 人）、医療的ケアや重複障害などの多様
なニーズに対応できるグループホームの設置や、不動産事業者等に対するグルー
プホームへの理解の促進に向けた検討を進めています。 

◆ 平成 32（2020）年度末の開設に向け、入所施設（川崎区）の整備が進んでい
ます。（施設入所支援：定員 47 人、宿泊型自立訓練：定員 20 人） 

◆ 障害者支援施設に入所している高齢障害者の円滑な受入のため、公有地に整備さ
れる特別養護老人ホームにて受入体制の整備を開始しました。 

◆ 就労移行支援事業所等による一般就労に向けた個別の支援を行うとともに、南
部、中部、北部の３地区での障害者就労支援ネットワーク会議において、平成 29
（2017）年度から就労移行支援事業所の利用者の増加を図り、その中から一般就
労へ移行させる取組を展開しています。 

 
◆ 様々な就労体験事業に加えて、福祉施設利用者を対象に平成 28（2016）年度
から職場実習事業を実施することにより、福祉施設から一般就労への移行を進め
ています。 

◆ 平成 27（2015）年度にセルフケア意識の向上を図る川崎就労定着プログラム
（Ｋ－ＳＴＥＰ）を開発し、企業や就労支援機関等で実施することにより、自立に
向けた就労支援を目指しています。

◆ 就労移行支援事業所や地域就労援助センターによる個別の定着支援を実施する
とともに、平成 28（2016）年度からパターン・ランゲージ（※１）を活用した
障害者が働きやすい職場環境づくりに向けた企業向けセミナーを実施しています。
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７ 障害者の権利を守る取組（障害者差別解消法等に基づく取組の推進） 
１）障害を理由とする差別解消の推進 

 
 
 
 
 

２）心のバリアフリーの普及啓発・取組の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※２）スポーツセンターを会場として、土・日１コマ（３時間）を設定し、障害者や
介助者等にスポーツセンターで対応できる障害者スポーツを楽しんでもらう事業 

 
３）交流及び共同学習の推進 

 

 

 

  

◆ 平成 28（2016）年 4 月の障害者差別解消法施行に合わせ、対応要領の策定や
相談体制・相談内容の共有の仕組み等を構築しました。また、相談事例の情報共
有や差別解消に関する様々な課題を協議するため、障害者差別解消支援地域協議
会を平成 29（2017）年 3 月に設置しました。 

◆ 小学校でのパラスポーツやってみるキャラバンやかわさきＰＡＲＡフェス
2017 夏での障害者スポーツ体験を通じた障害者等への理解浸透を図るととも
に、ロゴの作成やそのロゴを活用した広報等により、パラムーブメントの理念の
浸透を行っています。 

 
◆ 効果的な事業展開に向けたスポーツセンターにおける障害者スポーツデー（※
２）の試行を通じた調査・検討を平成 29（2017）年度から行っています。 

 
◆ 小・中学校等における障害者スポーツ体験講座の実施（平成 28 年度～）等を
実施しています。 

◆ 小・中学校の児童生徒に、障害児・者に対する理解を深め、心の障壁をつくら
ない「心のバリアフリー」を育むことを目指し、特別支援学校に在籍する児童生
徒が地域の小・中学校との交流をする居住地交流や、中央支援学校小学部分教室
に交流籍（副次的学籍）を設置しています。平成 26（2014）年度に、中央支援
学校大戸分教室、稲田分教室の児童に対して、日常的な交流及び共同学習が実施
できるよう交流籍（副次的学籍）を設置しました。
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３ 障害者施策をとりまく状況 
 

（１）障害者制度改革の進展 

１ 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正 
平成 25（2013）年４月に施行された障害者総合支援法は、障害者自立支

援法に規定していた法律の目的を変更し、改正障害者基本法を踏まえた基本
理念を新たに設けるとともに、難病等により障害がある方を障害福祉サービ
スの対象として追加しました。この法律は、施行３年後に見直すこととされ
ており、平成 28（2016）年５月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立しま
した。障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就
労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑
な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様
化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確
保・向上を図るための環境整備等を行うもので、一部を除き平成 30（2018）
年４月に施行される予定です。 
 

２ 障害者差別解消法の施行 
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の

一環として、平成 25（2013）年６月、「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律（障害者差別解消法）」が制定、平成 28（2016）年４月に施行
されました。この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向
け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。国の
行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」
の禁止や「合理的配慮」の提供など差別を解消するための措置と、相談及び
紛争解決のための体制や啓発活動等の差別を解消するための支援措置につい
て定めています。 
 

３ 発達障害者支援法の改正 
「発達障害者支援法」が平成 17（2005）年４月に施行されて以降、発達

障害者に対する支援は着実に進展し、発達障害に対する理解も広がってきて
います。一方で、法の施行から 10 年が経過し、例えば乳幼児期から高齢期ま
での切れ目のない支援、家族なども含めたきめ細かな支援など時代の変化に
対応したより細かな支援が求められていることから、発達障害者の支援の一
層の充実を図るため、発達障害者支援法の一部を改正する法律が、平成 28
（2016）年５月に成立し、同年８月から施行されました。  
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４ 障害者雇用促進法の改正 
平成 25（2013）年の改正では、雇用の分野における障害者に対する差別

の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めるとともに、精神障害者を法定雇用
率算定の対象としました。差別の禁止及び合理的配慮の提供については平成
28（2016）年から施行され、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者を
追加することについては、平成 30（2018）年 4 月に施行される予定です。 
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年月 障害福祉施策の動向 

平成 17 年  4 月 ・発達障害者支援法の施行
（発達障害の定義、発達障害への理解促進、発達障害者支援センターの設置など）

平成 18 年  4 月 ・障害者自立支援法の施行
（就労支援の強化、障害者程度区分によるサービス基準の明確化、サービス提供
主体の市町村への一元化など）

12 月 ・バリアフリー新法の施行
（高齢者や身体障害者等の移動の円滑化など）

平成 19 年  9 月 ・障害者権利条約に署名 

平成 22 年 12 月 ・障害者自立支援法の改正
（利用者負担の見直し、発達障害が対象として明確化など） 

平成 23 年  8 月 ・改正障害者基本法の施行
（障害者の定義の見直し、差別の禁止、）

平成 24 年 10 月 ・障害者虐待防止法の施行
（虐待の分類、虐待を発見した国民の通報義務、市町村虐待防止センター・都道
府県権利擁護センターの設置など）

平成 25 年  4 月 ・障害者総合支援法の施行
（難病患者を対象として追加、障害者サービスの一元化、地域生活支援事業の追
加など） 

 ・障害者優先調達推進法の施行
（国や地方公共団体による障害者就労施設等からの物品の調達の推進など）

平成 26 年  1 月 ・障害者権利条約の批准 

4 月 ・改正精神保健福祉法の施行
（保護者制度の見直し、医療保護入院の手続きの見直しなど） 

平成 27 年  1 月 ・難病法の施行 
（医療費助成の対象疾病の拡大など）

平成 28 年  4 月 ・障害者差別解消法の施行
（障害者に対する差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務など） 
・改正障害者雇用促進法の施行 
（雇用分野での障害者差別禁止、合理的配慮の提供義務、法定雇用率の算定基礎
に精神障害者を加える（平成 30 年４月施行））

5 月 ・成年後見制度利用促進法の施行
（成年後見制度の利用の促進のための基本計画の策定など） 

8 月 ・改正発達障害者支援法の施行
（ライフステージを通じた切れ目のない支援、家族なども含めた、きめ細やかな
支援を推進、発達障害者支援地域協議会の設置など） 

平成 30 年  4 月 ・障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正法の施行 
（「自立生活援助」、「就労定着支援」の創設など） 
・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正 
（地域共生社会の実現に向けた取組の推進など）

※法令等の名称は略称となっています。 
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（２）地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地
域コミュニティを育成し、公的なサービスと協働して助け合いながら暮らすこと
のできる「地域共生社会」の実現に向け、一億総活躍社会づくりが進められてい
ます。 
国は、平成 28（2016）年７月に、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部

を設置し、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体
的に取組む仕組みを作っていくことを目指しています。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：厚生労働省資料をもとに作成  
 

 地域共生社会とは 
制度や分野ごとの「縦割り」や、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代
や分野を超えて、「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会のことをいいます。 

・対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創
設の検討 

・福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課
程・試験科目の一部免除の検討 

・地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけで
なく、生活上の困難を抱える方への包括的支
援体制の構築 

・共生型サービスの創設 
・市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福
祉横断的な包括的支援体制のあり方の検討 

・住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協
働して、地域課題の解決を試みる体制を整備 

・複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築
・地域福祉計画の充実 
 

・多様な担い手の育成・参画、民間資金活用の
推進、多様な就労・社会参加の場の整備 

・社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、
環境保全など）と丸ごとつながることで地域
に「循環」を生み出す、先進的取組を支援

改革の背景と方向性 

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への
転換 

『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む
仕組みへの転換 

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの
包括的な対応 

○人口減少に対応する、分野をまたがる総合
的サービス提供の支援 

○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに
安心感と生きがいを生み出す 

○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に
豊かさを生み出す 

改革の骨格 

「地域共生社会」の実現

地域課題の解決力の強化 地域を基盤とする包括的支援の強化

地域丸ごとのつながりの強化 専門人材の機能強化・最大活用
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（３）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、障害の有無
等にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」
を推進することや、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザインの街づ
くりを進めることで、共生社会を実現し、障害者等の活躍の機会を増やしていく
こと等を目的に、平成 29（2017）年２月、「ユニバーサルデザイン 2020 行動
計画」が関係閣僚会議において決定されました。 
本行動計画では、学校教育、企業や地域社会における「心のバリアフリー」の

推進や、交通機関や建築物のバリアフリー化の一層の推進による「ユニバーサル
デザインの街づくり」を進めていくとし、具体的な施策を定めています。 
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４ 本市における障害福祉を取り巻く状況 
 

（１）川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンについて 

１ 推進ビジョン策定の背景と位置付け 
少子高齢化の進展や人口減少社会への突入、社会保障費の増大等の社会的

背景を受け、国においては、「地域包括ケアシステム」という考え方を打ち出
しました。 
これにより、おおむね 30 分以内に駆けつけられる日常生活圏域（中学校区

程度を想定）において、生活に必要な様々な要素が利用者のニーズに応じて
適切に組み合わされ、入院、退院、在宅復帰を通じて、切れ目なく一体的に
サービス提供がなされる「地域包括ケアシステム」の必要性が高まっていま
す。 
複雑化が進み、地域における生活課題の多様性が高まっていることから、

高齢者に限らず、障害者や子ども、子育て中の親などに加え、現時点で他者
からのケアを必要としない方を含め、全ての地域住民を対象として、平成 27
（2015）年３月に、関連する個別計画の上位概念として、「地域包括ケアシ
ステム推進ビジョン」を策定しました。 
関連計画においては、推進ビジョンの内容について、より具体的な目標・

取組方針・施策として定め、その達成に必要な資源・体制・手法等を明確化・
具現化するとともに、あらゆる行政分野に関わりがあることから、関係部局
区や関係機関が連携して取組むことが必要であり、平成 27（2015）年度か
らの第４次かわさきノーマライゼーションプランでは、推進ビジョンの理念
を踏まえた取組を進めてきました。 

 
 地域包括ケアシステムとは 

国の定義では、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域
でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、
介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいい
ます。「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に定義さ
れています。 
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２ 本市の地域包括ケアシステムの推進 
① 基本的な考え方 
国の「地域共生社会」の実現に向けた取組にさきがけて、本市において

は全ての地域住民を対象とした取組を進めていることから、これを引き続
き継続し、誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続ける
ことができる地域の実現（地域包括ケアシステムの構築）を目指します。 
地域包括ケアシステムの構築に向けては、行政だけではなく、事業者や

町内会・自治会などの地縁組織、地域・ボランティア団体、住民など地域
内の多様な主体による適切な役割分担が重要となります。これは、本市に
おいては、災害分野においては「自助、共助、公助」と表現されています
が、推進ビジョンにおいては、ボランティアなどのインフォーマルなサポ
ートによる助け合いを意味する「互助」を加え、「自助・互助・共助・公助」
とし、求められる「ケア」の多様性に対応しながら、柔軟に適時・適切な
役割分担が重要になります。 
また、「一人ひとりに寄り添って、ＱＯＬの向上を目指すための取組」で

あることから、自分でできることを考えたり、新たな取組にチャレンジし
たりするなど、「我が事」として捉えて取組むことが必要です。 

 
【地域包括ケアシステムのイメージ図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：「みまもるつながる地域の輪 川崎版地域包括ケアシステムの取組み」川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
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② ロードマップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第１段階 

 推進ビジョンを上位概念としている関連個別計画の多く
が、平成 30（2018）年度に改定・見直しの時期を迎える
ことから、この段階までに、市域における推進ビジョンの
考え方の共有を進めるとともに、行政及び事業者、関係団
体・機関などの専門組織は、地域包括ケアシステムを構築
するために必要な資源・体制・手法等について検討し、そ
れを明確化した上で、推進ビジョンを踏まえた具体的な事
業展開が図られるよう、ケアシステムの構築に向けた土台
づくりを行います。 

第２段階 

 地域において、将来のあるべき姿についての合意
形成がなされるとともに、それを実現するための地
域包括ケアシステムの必要性、および推進ビジョン
の考え方が地域全体で共有されることで、行政をは
じめ、事業者や町内会・自治会などの地縁組織、地
域・ボランティア団体、住民などの各主体が、それ
ぞれの役割に応じた具体的な行動が行えるようにな
ります 

第３段階 

時代や社会状況に応じて、常に進化した取組を 
進めていきます。 

地域包括ケアシステムの更なる進化 
平成 37 

（2025）年 
まで 

平成 30 
（2018）年 
３月まで 
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３ 基本理念と基本的な視点 
一人の住民の地域生活を支える地域包括ケアシステムの構成要素を示す

ものとして、植木鉢をかたどった図が国から提示されています。地域の中
に多数の植木鉢が存在し、それぞれの住民のニーズにあった資源を適切に
組み合わせ、様々な支援やサービスが連携して一体的に提供される体制が
求められています。 
「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」の３枚の葉

が、専門職によるサービス提供として表現され、その機能を十分に発揮す
るための前提として、「住まいと住まい方」（地域での生活の基盤をなす「植
木鉢」）、「介護予防・生活支援」（植木鉢に満たされる養分を含んだ「土」）
が基本になるとともに、これらの要素が相互に関係しながら、包括的に提
供されるあり方の重要性を示したものです。さらに、植木鉢、土、葉は「本
人の選択と本人・家族の心構え」（皿）の上に成り立っています。 
本市では、これらの要素を基本的な５つの視点として捉え、川崎らしい

都市型の地域包括ケアシステムの構築を目指しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」

（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成 27 年度厚生労働省老人
保健健康増進等事業、2016 年をもとに作成 

一体的なケアの提供 

地域マネジメント 

多様な主体の活躍 

住まいと住まい方 

意識の醸成と参加・活動の促進 
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～一生住み続けたい最幸のまち・川崎をめざして～ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

具体的な取組に向けた考え方 

基本理念

基本的な視点 

［意識の醸成と参加・活動の促進］

［住まいと住まい方］ 

［多様な主体の活躍］ 

［一体的なケアの提供］ 

［地域マネジメント］ 

（１）地域における「ケア」への理解の 
  共有と共生意識の醸成 

（２）セルフケア意識の醸成 

（１）「まちづくり」に関する方針の 
  共有

（２）生活基盤としての「住まい」の 
   確保と自らのライフスタイルに 
  合った「住まい方」の実現 

（１）「助け合いの仕組み」に基づく、
  適切なケアの提供 

（２）地域及び住民の多様性に対応 
  するための地域資源の創出 

（３）適切な役割分担に基づいた、 
  専門職による高い専門性の発揮 

（１）多職種連携による切れ目のない 
  ケアの提供

（２）必要な機能に着目した適切な 
  ケアマネジメントの実現 

（１）地域全体における目標・基本方針
  の共有

（２）地域包括ケアをマネジメント 
  するための仕組みの構築 

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による
誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現

１．地域における「ケア」への 
 理解の共有とセルフケア意識 
 の醸成 

２．安心して暮らせる「住まいと
住まい方」の実現 

３．多様な主体の活躍による、 
 よりよいケアの実現 

４．多職種が連携した一体的なケ
アの提供による、自立した生活
と尊厳の保持の実現 

５．地域全体における目標の 共有
と地域包括ケアをマネジメントす
るための仕組みの構築 
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４ 地域包括ケアシステム推進ビジョンの基本的な視点に基づく取組 
★…地域包括ケアシステム推進ビジョン策定（平成 27 年 3 月）以降の新たな取組 

 
視点１ 地域における「ケア」への理解の共有とセルフケアの意識の醸成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点２ 安心して暮らせる住まいと住まい方の実現 
 
 
 
 
 
 
 

視点３ 多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現 
 
 
 
 

  

 
★かわさきパラムーブメントシンポジウムの開催など、理念浸透の取組の推進 
・障害に対する理解の促進など、心のバリアフリーに向けた取組 
★障害を理由とする差別解消の推進 
・当事者や家族の活動の充実に向けた取組（ピアサポート） 
★小・中学校等における障害者スポーツ体験講座の実施など、かわさきパラムーブ
メントの方向性に基づく障害への理解の促進

 
・地域生活を支える障害福祉サービス基盤（グループホーム、短期入所等）の拡充 
・重度障害者の日中活動の場の計画的な整備（第 2期障害者通所事業所整備計画など）
・住環境整備の専門相談と住宅改造の支援 

 
★障害者の地域生活を支援する地域生活支援拠点の整備と、地域住民との交流やボ
ランティアの育成等、障害者と地域をつなぐ取組の展開 

・障害当事者だからこそできるピアサポートなど当事者も支援の担い手として活躍
できる仕組みづくり 

・障害の特性や利便性に配慮した、外出時の移動手段の確保と利用支援 
・障害児・者への医療ケア従事者の養成 
★障害者雇用・就労の促進（パターン・ランゲージ、Ｋ－ＳＴＥＰ、短時間雇用創
出モデル事業など） 

これまでの取組 

これまでの取組 

これまでの取組 
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視点４ 多職種が連携した一体的なケアの提供による、自立した生活の尊厳
の保持の実現 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

視点５ 地域全体における目標の共有と地域包括ケアをマネジメントするた
めの仕組みの構築 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
★障害者相談支援センターマニュアルの作成による多職種連携の促進 
★地域リハビリテーションセンターマニュアルの作成による多職種連携の促進 
・退院可能な精神障害者の地域移行・地域定着支援の促進 
・地域療育センター、障害児相談支援事業の充実、発達相談支援センターの充実、
教育機関との連携 

 
・関係者全員が同一の地域目標を共有するような行政からの働きかけ 
・障害者の増加、ニーズの多様化に対応する相談支援事業の質・量の向上 
・地域自立支援協議会の開催による個別支援と地域課題の検討 
・障害のある方の生活ニーズ調査の実施 

これまでの取組 

これまでの取組 
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（２）「かわさきパラムーブメント」の推進について 

平成 32（2020）年、東京で 56 年ぶりにオリンピック・パラリンピック競技
大会が開催されます。 
本市は、開催都市に最も近い都市の 1 つですが、競技が行われるいわゆる「準

開催都市」ではありません。しかしながら、本市の立地の良さから、大会が近づ
くにつれ人々の関心や機運が徐々に高まり、大会期間中には多くの市民の方が実
際に競技会場に足を運んだりボランティアに携わったりすることが予想されてい
ます。また、大会後においてもオリンピック・パラリンピックレガシーとして、
本市を含む社会全体に対して様々な良い影響を遺していくことも予想されます。 
こうしたことから、本市では多様性(ダイバーシティ)と社会的包摂(ソーシャ

ル・インクルージョン)の象徴としてパラリンピックに重点を置く「かわさきパラ
ムーブメント推進ビジョン」を平成 28(2016)年度に策定し、さらに平成
30(2018)年度からの第２期推進ビジョンでは、こうした大会の持つ価値を最大
限に活用することを前提に、「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域
づくり」を目指し、「人々の意識や社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加
できる環境を創出すること」を理念として、未来へ遺していくものとしてのレガ
シーの形成に向けて全庁的な取組を推進していく方向で検討を進めています。 
 

 

（３）第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定にあたって 

第４次かわさきノーマライゼーションプランのうち、障害福祉計画は平成 29
（2017）年度で第４期の計画期間が終了するため、平成 30（2018）年度から
３年間の計画を平成 29（2017）年度中に策定することとなります。この策定と
あわせ、障害者計画についても平成 29（2017）年度が計画の中間年にあたるた
め、これまでの取組の進捗状況を検証します。さらに、国においては障害者施策
を含む社会保障制度のあり方が大きく見なおされており、本市においても「パラ
ムーブメント推進ビジョン」が新たに展開され、こうした動きを踏まえ、「川崎市
地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づく障害者施策の検討が必要となって
います。 
よって、これまでの取組や現状における課題を整理し、国の動向や本市の関連

する他計画・ビジョンとの整合性を図りながら、第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン全体の改定を行うこととしました。 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

第１部 第４次かわさきノーマライゼー
ションプランの改定にあたって 

第３部 

第４部 

障害者施策の推進（障害者計画） 

障害福祉サービスの提供見込量
（第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画） 

第５部 計画の策定及び推進 

資料編 

第２部 川崎市における障害児・者の状況 
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１ 川崎市における障害児・者の現状 
 

（１）川崎市の人口と障害児・者数の推移 

本市の人口は、障害者自立支援法が施行された平成 18（2006）年４月１日現
在では 1,332,035 人でしたが、平成 29（2017）年４月１日現在では 1,496,035
人と、この間の増加率は 12.3％となっています。 
一方、平成 18（2006）年４月１日から平成 29（2017）年４月１日までの各

障害者手帳所持者数の推移をみると、身体障害では 32.9％、知的障害では 73.2％、
精神障害では 157.2％と伸びており、いずれも人口増加率を大きく上回っていま
す。 

 
人口と各障害者手帳所持者数の推移 

単位：人 

区分 平成18年 平成29年 増加率 
川崎市人口 1,332,035 1,496,035 12.3％ 
身体障害 27,667 36,761 32.9％ 
知的障害 5,483 9,499 73.2％ 
精神障害 4,330 11,135 157.2％ 
計 37,480 57,395 53.1％ 

※各年４月１日現在 
※身体障害・知的障害は健康福祉局障害福祉課調べ 
※知的障害は、判定のみ受けて療育手帳を所持していない方も含む 
※精神障害は健康福祉局精神保健福祉センター調べ 

 
 
 

人口と障害者手帳所持者の増加率の推移 
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65歳以上
24,992人(68.0％)

18歳～64歳
10,848人(29.5％)

18歳未満 921人(2.5％)

18歳未満
3,180人(33.5％)

18歳～64歳
5,960人(62.7％)

65歳以上
359人(3.8％) 65歳以上

1,724人(15.5％)

18歳未満 143人(1.3％)

18歳～64歳
9,268人(83.2％)

身体障害児（者） 知的障害児（者） 精神障害者
36,761人 9,499人 11,135人

各障害者手帳所持者数の年齢別内訳〔平成29(2017)年４月１日現在〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身体障害児・者数の推移（年齢階層別） 
 

 

 

 

 

 
 

※各年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ 
 

知的障害児・者数の推移（年齢階層別） 
 

 

 

 

 

 
 

※各年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ 
 

精神障害児・者数の推移（年齢階層別） 
 

 

 

 

 

 
 

※各年４月１日現在、健康福祉局精神保健福祉センター調べ  

障害者総数 57,215 人（人口の約４％） 
   うち 18 歳未満   約 ７％
   うち 18 歳以上 65 歳未満 約 46％
   うち 65 歳以上 約 47％

786 879 894 905 921 
11,234 11,189 11,030 10,848 

23,572 24,217 24,597 24,992 

32,153 35,685 36,300 36,532 36,761 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H22.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4

65 歳以上

18 歳以上
65 歳未満

18 歳未満

20,049 

2,427 2,876 2,871 3,035 3,180 

5,084 5,486 5,778 5,960 
247 312 342 359 6,803 
8,207 8,669 9,155 9,499 

0

5,000

10,000

H22.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4

65 歳以上

18 歳以上 
65 歳未満

18 歳未満

186 

45 110 125 128 143 

7,480 8,081 8,798 9,268 

1,253 1,413 1,641 1,724 
6,081 

8,843 9,619 10,567 11,135 

0

5,000

10,000

15,000

H22.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4

65 歳以上

18 歳以上 
65 歳未満

18 歳未満

4,190 

900 

5,136 

11,318 

（人） 

（人） 

（人） 
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（２）身体障害 

身体障害では、肢体不自由の方が全体の５割を超えて最も多く、次いで内部障
害、聴覚等障害、視覚障害、音声等障害の順となっています。増加率が最も高い
のは内部障害で、平成 18（2006）年から平成 29（2017）年までの 11 年間で
56.8％増加しています。 
 

身体障害児・者数（障害種類別） 
単位：人

区分 総数 視覚障害 
聴覚等
障害 

音声等
障害 

肢体 
不自由 

内部障害 
再掲

18歳未満 18歳以上

総数 36,761 2,225 3,208 457 18,989 11,882 921 35,840

構成比(％) 100.0 6.1 8.7 1.2 51.7 32.3 2.5 97.5
※平成29年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ   

 
身体障害児・者数（障害種類別・等級別） 

単位：人

区分 総数 視覚障害 聴覚等障害 音声等障害 肢体不自由 内部障害 

総数 36,761 2,225 3,208 457 18,989 11,882

１級 13,258 703 61 6 3,900 8,588

２級 5,934 751 848 25 4,125 185

３級 5,073 109 354 242 3,475 893

４級 8,665 165 811 184 5,289 2,216

５級 1,756 350 11 1,395 

６級 2,075 147 1,123 805 
※平成29年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ

 
身体障害児・者数の推移（障害種類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※各年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ  

2,027 2,179 2,188 2,184 2,210 2,225 
2,384 2,757 2,981 3,093 3,168 3,208 
361 403 445 453 448 457 
15,315 17,491 19,222 19,286 19,121 18,989 

7,580 
9,323 

10,849 11,284 11,585 11,882 27,667 
32,153 

35,685 36,300 36,532 36,761 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H18.4 H22.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4

（人）

内部障害

肢体不自由

音声等障害

聴覚等障害

視覚障害
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（３）知的障害 

知的障害児・者数を等級別でみると、Ｂ２（軽度）の方が全体の約４割と最も
多く、次いでＢ１（中度）、Ａ２（重度）、Ａ１（最重度）の順となっています。
増加率が最も高いのはＢ２で、平成 18（2006）年から平成 29（2017）年まで
の 11 年間で 2.4 倍以上増加しています。 
 

知的障害児・者数（等級別） 
単位：人

区分 総数 
Ａ１ 
(最重度)

Ａ２ 
(重度)

Ｂ１ 
(中度) 

Ｂ２ 
(軽度)

総数 9,499 1,624 1,865 2,155 3,855 
構成比(％) 100.0 17.1 19.6 22.7 40.6 

再
掲 

18歳未満 3,180 385 504 563 1,728 
18歳以上 6,319 1,239 1,361 1,592 2,127 

※平成29年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ
 

 

 
知的障害児・者数の推移（等級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※各年４月１日現在、健康福祉局障害福祉課調べ 

 
 
 
 
 

  

1,187 1,367 1,569 1,591 1,641 1,624 

1,294 1,509 1,710 1,773 1,812 1,865 
1,423

1,645 
1,928 2,007 2,093 2,155 1,579

2,282 

3,000 3,298 3,609 3,855 

5,483

6,803 

8,207
8,669 

9,155 9,499 
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（４）精神障害 

精神障害者保健福祉手帳所持者を等級別でみると、２級の方が５割を超えて最
も多く、次いで３級、１級の順となっています。手帳所持者全体の数をみると、
平成 18（2006）年から平成 29（2017）年までの間に 2.5 倍以上に増加してい
ます。これは、精神障害者が利用できる福祉サービスが必要に応じて拡充されて
きたことにより、これまで医療的な支援のみを受けてきた方が、併せて福祉サー
ビスも受けられるようになってきていることなどが理由として考えられます。 
また、自立支援医療（精神通院公費）認定者数も年々増加しており、平成 29

（2017）年には平成 18（2006）年の約 1.7 倍となっています。 
 

精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別） 
単位：人 

区分 総数 １級 ２級 ３級 
総数 11,135 985 6,136 4,014 

構成比(％) 100.0 8.8 55.1 36.0 
※平成29年４月１日現在、健康福祉局精神保健福祉センター調べ

 
精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（等級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※各年４月１日現在、健康福祉局精神保健福祉センター調べ 

 
 

自立支援医療（精神通院公費）認定者数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各年４月１日現在、健康福祉局精神保健福祉センター調べ 

３級

２級

１級631 827 883 919 981 985 

2,655 3,350 
4,984 5,296 5,803 6,136 1,044 

1,904 

2,976 3,404 
3,783 4,014 
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（５）発達障害 

自閉症や広汎性発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）
などの発達障害のある方については、全数把握が困難ですが、平成 24（2012）
年に文部科学省が全国の公立小中学校を対象に実施した「通常の学級に在籍する
発達障害のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、学
習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童の割合は、6.5％程度と推計され
ています。 
＊発達障害者支援法の定義によります。 
 
 

（６）高次脳機能障害 

高次脳機能障害は、脳の損傷によって引き起こされる記憶障害、注意障害、遂
行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を特徴とし、日常生活や社会生活に
支障を来す障害ですが、近年この障害の社会的認知が高まるにつれ、支援を必要
とする方の顕在化が急速に進んでいます。  
平成 23（2011）年に厚生労働省が行った「生活のしづらさなどに関する調査

（全国在宅障害児・者等実態調査）」の結果によると、医師から高次脳機能障害と
診断された者の数は全国で 422,000人と推計されており、人口比で換算すると、
本市では約 4,900 人と推計されます。 
 
 

（７）ひきこもり 

ひきこもりとは、「明らかな精神疾患等によるものではなく、なんらかの出来事
をきっかけに、６か月以上にわたり社会生活を回避し、家庭にとどまり続けてい
る状態」と「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」に定義されていま
す。外出していたとしても他者と交わらない場合もひきこもりの状態と考えられ
ています。  
平成 27（2015）年 12 月に 15 歳から 39 歳の方を対象として、内閣府が行

った「ひきこもりに関する実態調査」の結果を基に、人口比で換算すると、本市
において、この状態の方は約 8,000 人と推計されます。 
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（８）難病患者 

特定疾患医療給付受給者数は、平成 27（2015）年１月以降、対象疾病が順次
拡大されたことにより対象者が増加し、平成 29（2017）年４月１日現在で 9,341
人となっています。一方、小児慢性特定疾患医療給付受給者数は、平成29（2017）
年４月１日現在で 1,394 人となっています。 
 

特定医療費（指定難病）医療給付受給者数         小児慢性特定疾患医療給付受給者数 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※各年４月１日現在、健康福祉局地域包括ケア推進室調べ  ※各年４月１日現在、こども未来局こども保健福祉課調べ 
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（９）福祉サービスの利用状況 

１）ライフステージに応じた福祉サービス等の利用イメージ 
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２）福祉サービス等の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育所（公・民）と幼稚園（民）、認定こども園は、平成29年３月末現在 
※教育関係は、平成29年５月１日現在 
※障害児施設は、平成29年６月提供実績 
※障害福祉サービス（地域活動支援センター除く）は、平成29年６月提供実績 
※地域活動支援センターは、平成29年３月提供実績  

障
害
児
入
所
支
援
 

施設数 利用者数 利用日数 施設数 利用者数 利用日数 施設数 利用者数 利用日数
132 240 132 240
3 25 3 25

福祉型 1 38 4 6 5 44

医療型 1 13 9 12 10 25

児童発達支援 48 1,018 7,740 47 152 892 95 1,170 8,632

医療型児童発達支援 4 50 398 0 0 0 4 50 398

放課後等デイサービス 103 1,435 18,027 56 127 774 159 1,562 18,801

小計 273 2,762 26,165 116 297 1,666 389 3,059 27,831
療養介護 1 67 22 42 23 109

（民）幼稚園（障害児） 82 1,115 82 1,115
特別支援学校幼稚部（聴覚障害） 1 7 1 7
小計 83 1,122 83 1,122
特別支援学級 406 1,621 406 1,621
知的障害学級 145 718 145 718
肢体不自由学級 45 56 45 56
病虚弱学級 38 48 38 48
難聴学級 9 10 9 10
弱視学級 15 16 15 16
自閉症・情緒障害学級 154 773 154 773
重複障害特別支援学級（うち数） 6 14 6 14

特別支援学校 3 120 3 120
知的障害 2 79 2 79
肢体不自由 2 22 2 22
聴覚障害 1 18 1 18
病弱部門 1 1 1 1

小計 409 1,741 409 1,741
特別支援学級 178 692 178 692
知的障害学級 64 318 64 318
肢体不自由学級 15 20 15 20
病虚弱学級 18 20 18 20
難聴学級 4 4 4 4
弱視学級 13 13 13 13
自閉症・情緒障害学級 64 317 64 317

特別支援学校 3 120 3 120
知的障害 2 97 2 97
肢体不自由 1 8 1 8
聴覚障害 1 5 1 5
病弱部門 1 10 1 10

小計 181 812 181 812
特別支援学校 3 344 3 344
知的障害 2 332 2 332
肢体不自由 1 5 1 5
聴覚障害 1 7 1 7

生活介護　 65 2,239 44,340 128 275 5,904 193 2,514 50,244
自立訓練（機能） 1 8 41 1 1 20 2 9 61
自立訓練（生活） 4 58 648 18 29 501 22 87 1,149
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小計 86 1,288 182 352 268 1,640

幼

稚

園

小

学

校

(
小

学

部

）

中

学

校

（
中

学

部

）

高

等

部

日

中

活

動

居

住

市内 市外 合計

保育所（障害児）
認定こども園（障害児）

障

害

児

施

設

障

害

児

通

所

支

援



 

 

第２部 ２ 障害のある方の生活ニーズ調査結果及び関係団体からの主な意見 

36 

２ 障害のある方の生活ニーズ調査結果及び
関係団体からの主な意見 

 

（１）障害のある方の生活ニーズ調査結果 

本計画を改定する際の基礎資料とするために、障害のある方及び障害福祉サー
ビスに携わる事業者に対し、平成 29（2017）年２月にアンケート調査を実施し
ました。調査対象と回収結果は下表のとおりです。 
 

表 回収結果 
 

調査対象 配布数 有効回答数 有効回答率 表記 
＊以降、下記の表記で表示

①身体障害児・者 3,439 1,476 42.9％

在宅系 

身体障害 
②知的障害児・者 1,778 702 39.5％ 知的障害 
③精神障害者 2,039 808 39.6％ 精神障害 
④自立支援医療（精神）受給者 395 139 35.2％ 自立支援医療
⑤特定医療費（指定難病）医療受給者 51 20 39.2％ 難病 
⑥高次脳機能障害者 100 65 65.0％ 高次脳機能 
⑦発達障害者 100 8 8.0％ 発達障害 
⑧特別支援学校通学者 172 58 33.7％ 特別支援学校
⑨療育センター利用者 100 25 25.0％ 療育センター

在宅系 小計 8,174 3,301 40.4％  

⑩グループホーム入居者 410 189 46.1％
居住系 

ＧＨ入居者 
⑪施設入所者 189 82 43.4％ 施設入所者 

居住系 小計 599 271 45.2％  

⑫居宅系事業者 60 30 50.0％ 居宅系事業所 

⑬グループホーム 60 41 68.3％ ＧＨ 

⑭施設系事業者 296 200 67.6％
施設系 

施設系事業所
地域活動支援
センター 

⑮相談支援事業者 76 55 72.4％ 相談支援事業所 

事業者 小計 492 326 66.3％  

合 計 9,265 3,898 42.1％  
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１ 回答者の属性等 
年齢は、〔身体障害〕〔高次脳機能〕〔施設入所者〕では「50～59 歳」が最

も高くなっています。〔知的障害〕では「19～29 歳」が、〔精神障害〕〔自立
支援医療〕〔難病〕〔ＧＨ入居者〕では「40～49 歳」が最も高くなっていま
す。〔難病〕では、「60～64 歳」が、〔ＧＨ入居者〕では「30～39 歳」も「40
～49 歳」と同じ数値となっており、最も高くなっています。 
〔発達障害〕〔特別支援学校〕では「６～14 歳」が最も高く、〔療育センタ

ー〕では「５歳以下」が最も高くなっています。 
 

表 回答者の年齢 
単位：％ 

 

身体 
障害 
n= 

1,476人 

知的 
障害 
n= 
702人 

精神 
障害 
n= 
808人 

自立
支援
医療
n= 
139人

難病
 
n= 
20人

高次脳
機能 
n= 
65人

発達
障害
n= 
8人 

特別
支援
学校
n= 
58人

療育 
センター 
n= 
25人 

GH 
入居者
n= 
189人 

施設
入所者
n= 
82人

５歳以下 2.4 6.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 52.0 0.0 0.0

６～14 歳 4.1 19.4 0.6 0.7 0.0 0.0 50.0 56.9 48.0 0.0 0.0

15～18歳 1.4 10.0 0.6 1.4 0.0 0.0 37.5 36.2 0.0 0.5 0.0

19～29歳 3.5 24.2 8.9 8.6 10.0 6.2 12.5 0.0 0.0 16.9 1.2

30～39歳 5.1 15.1 16.3 18.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 24.3 12.2

40～49歳 9.8 13.2 27.6 23.7 25.0 20.0 0.0 0.0 0.0 24.3 19.5

50～59歳 18.4 5.7 21.9 23.0 15.0 21.5 0.0 0.0 0.0 14.3 28.0

60～64歳 14.3 1.6 7.3 5.0 25.0 18.5 0.0 0.0 0.0 5.8 8.5

65～69歳 6.8 1.6 6.7 8.6 5.0 6.2 0.0 0.0 0.0 5.8 12.2

70～74歳 7.5 1.1 3.0 2.9 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 3.7 7.3

75～79歳 9.6 0.7 2.0 0.7 10.0 4.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0

80～84歳 6.6 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

85 歳以上 8.0 0.0 0.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

無回答 2.5 1.3 3.0 3.6 10.0 6.2 0.0 5.2 0.0 3.2 1.2

全 体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

※濃い網掛けは最も多い項目、薄い網掛けは２番目に多い項目（以降同様） 
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また、アンケート調査の記入者は、本人が記入している割合が高いですが、
〔知的障害〕〔発達障害〕〔特別支援学校〕〔療育センター〕〔施設入所者〕で
は、家族や支援者による代理記入、若しくは家族や支援者が判断して記入し
ている割合が高くなっています。 

 
表 調査票の記入者 

単位：％ 

 

身体 
障害 
n= 

1,476人 

知的 
障害 
n= 
702人 

精神 
障害 
n= 
808人 

自立
支援
医療
n= 
139人

難病
 
n= 
20人

高次脳
機能 
n= 
65人

発達
障害
n= 
8人 

特別
支援
学校
n= 
58人

療育 
センター 
n= 
25人 

GH 
入居者
n= 
189人 

施設
入所者
n= 
82人

本人 68.1 25.5 77.2 82.0 55.0 83.1 12.5 3.4 0.0 39.2 12.2
本人の意見
を聞いて、
家族や介助
者や施設職
員など 

15.9 27.6 9.8 7.9 30.0 10.8 50.0 39.7 0.0 31.7 23.2

家族や介助
者や施設職
員など 

10.4 42.6 5.6 5.8 5.0 1.5 25.0 51.7 96.0 22.2 59.8

無回答 5.6 4.3 7.4 4.3 10.0 4.6 12.5 5.2 4.0 6.9 4.9

全 体 100.
0 

100.
0 

100.
0 

100.
0

100.
0

100.
0

100.
0

100.
0

100.
0 

100.
0 

100.
0

 
2 住まいについて 
現在の生活の場は、「自分または家族の持ち家」で暮らしている方が最も多

くなっています。 
 

表 現在の生活の場〔在宅系〕 
単位：％ 

 
身体障害 
n=1,476人

知的障害 
n=702人

精神障害 
n=808人 

特別支援学校
n=58人 

自分または家族の持ち家 62.7 59.5 45.3 72.4

民間の賃貸住宅・借家・借間・アパート 18.5 16.8 27.6 19.0

県営・市営住宅、公社・公団の賃貸住宅 9.2 8.4 9.0 1.7

社宅・公務員住宅等の貸与住宅 0.9 1.3 0.6 0.0

病院に入院している 2.6 0.7 4.0 1.7

※「その他」「無回答」の割合は省略（以降「平日の日中の主な過ごし方」を除き同様） 
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また、今後希望する生活では、〔身体障害〕〔知的障害〕〔精神障害〕〔特別
支援学校〕では「自宅で親や親族などと生活したい」が最も高くなっていま
すが、〔精神障害〕では30％以上の方が「一人で地域で生活したい」と回答さ
れています。また、〔ＧＨ入居者〕では「一人で地域で生活したい」が20.6％、
〔施設入所者〕では「自宅で親や親族などと生活したい」が20.7％となって
おり、希望として地域での生活を考えていることがうかがえます。 
 

表 今後希望する生活（２つまでの複数回答） 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

一人で地域で生活したい 23.5 12.5 36.3 8.6 20.6 4.9
自宅で親や親族等と生活したい 55.3 65.7 45.9 74.1 18.0 20.7
結婚して夫婦で生活したい 13.1 12.8 22.6 15.5 13.2 4.9
グループホームで生活したい 4.5 26.4 6.6 20.7 65.6 13.4
市内の入所施設で生活したい 7.2 11.5 5.0 8.6 7.9 40.2
市外でも入所施設で生活したい 2.0 3.4 1.6 6.9 4.8 28.0
老人ホームなどの高齢者の施設
に入って生活したい 6.0 2.6 4.5 0.0 3.2 6.1

病院に入院（入院を継続）したい 2.3 0.1 3.2 0.0 0.5 1.2

 
３ 健康診断について 
１年間に健康診断を受けた人の割合は下図のとおりとなっています。 
 

図 １年間の健康診断受診の有無 
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４ 平日の日中の主な過ごし方について 
平日の日中の主な過ごし方は、〔身体障害〕〔精神障害〕では「特に何もし

ていない」が最も高く、次いで「企業などで働いている」が高くなっていま
す。〔知的障害〕では「通所施設・地域活動支援センターなどに通っている」
が最も高く、〔特別支援学校〕では「学校などに通っている」が最も高くなっ
ています。 
〔ＧＨ入居者〕では「通所施設・地域活動支援センターなどに通っている」

が最も高く、次いで「企業などで働いている」となっています。〔施設入所者〕
では「その他」（「入所施設で過ごしている」等）が最も高くなっています。 
 

表 平日の日中の主な過ごし方 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

企業などで働いている 21.7 18.1 15.8 0.0 16.4 2.4 

自宅で働いている 4.5 0.3 2.1 0.0 1.1 1.2 

通所施設・地域活動支援センター

などに通っている 
7.9 32.2 13.0 0.0 60.3 4.9 

自宅で家事の手伝いなどを 

している 
11.3 2.3 15.1 0.0 1.1 0.0 

学校などに通っている 6.2 29.3 1.5 93.1 0.0 0.0 

就職活動中 1.8 1.6 2.6 0.0 2.6 0.0 

特に何もしていない 26.1 5.3 30.0 0.0 8.5 30.5 

その他 11.7 5.3 12.6 0.0 4.2 42.7
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５ 主な収入について 
主な収入は、「年金・手当」「親族の扶養または援助」が上位となっていま

すが、〔GH 入居者〕では、就労移行支援や就労継続支援等の「福祉的就労に
よる収入」が比較的高くなっています。 
 

表 主な収入（複数回答） 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

給料・報酬（一般企業など） 23.5 19.5 17.9 1.7 20.1 0.0

事業収入（自営業など） 3.5 0.3 0.9 0.0 0.5 1.2

福祉的就労による収入 2.3 18.1 6.3 0.0 37.0 17.1

年金・手当 56.2 47.7 51.5 5.2 69.8 82.9

生活保護費 8.5 4.3 25.2 1.7 30.2 7.3

財産収入（家賃や利子収入など） 3.6 0.7 2.0 0.0 2.1 0.0

親族の扶養または援助 20.4 41.9 28.3 74.1 11.1 8.5
 

また、就労による収入を得ている人の１か月の給料・報酬・事業収入・工
賃については、表のとおりとなっています。 
 

表 １か月の給料・報酬・事業収入・工賃（就労による収入を得ている人） 
単位：％ 

 
身体障害 
n=430人

知的障害 
n=263人

精神障害 
n=198人

難病 
n=10人 

高次脳機能
n=26 人 

５千円未満 4.2 22.1 9.6 0.0 50.0

５千円～１万円未満 0.9 10.6 6.6 10.0 11.5 

１万円～３万円未満 1.4 8.7 6.1 10.0 3.8 

３万円～５万円未満 2.6 4.2 4.0 0.0 0.0 

５万円～10 万円未満 10.0 12.2 16.2 30.0 3.8 

10 万円～15 万円未満 13.3 24.0 18.7 10.0 3.8 

15 万円～20 万円未満 10.5 3.4 10.6 10.0 3.8 

20 万円～25 万円未満 12.1 0.8 6.1 0.0 0.0 

25 万円～30 万円未満 7.7 0.0 1.5 0.0 3.8 

30 万円以上 19.5 0.0 6.1 10.0 3.8 
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６ いまの生活で困っていることについて 
全体的に、「自分の健康や体力に自信がない」、「特に困っていることはない」

「十分な収入が得られない」が高くなっています。また、「お金の管理が難し
い」「役所の手続きが難しい」という手続きの煩雑さに関する回答も多くなっ
ています。 
 

表 生活で困っていること（複数回答） 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

身の回りの介助をしてくれる人
がいない 3.3 2.8 6.7 0.0 2.6 3.7 

生活全般について相談できる人
がいない 6.8 4.8 16.1 3.4 6.3 7.3 

いっしょに暮らす人がいない 4.2 1.1 9.2 0.0 3.2 4.9 
利用できる移動手段（公共交通 
機関、福祉キャブなど）が少ない 10.0 6.1 6.7 6.9 7.4 11.0 

学校や施設を利用できない 1.2 1.0 2.1 3.4 0.5 0.0 

適当な働き口がない 8.1 5.3 19.6 3.4 7.4 3.7 

十分な収入が得られない 15.4 15.5 36.5 5.2 22.2 6.1 

趣味や生きがいを持てない 8.9 8.3 25.0 3.4 10.1 3.7 
生活をするうえで必要な情報が
得られない 6.0 7.3 9.7 3.4 7.4 3.7 

自分の健康や体力に自信がない 35.6 14.0 54.5 3.4 19.6 14.6 
必要な保健・福祉・医療サービス
が受けられない 4.0 4.7 5.6 3.4 3.2 3.7 

隣人などとの関係がうまくいか
ない 2.6 5.1 12.6 5.2 6.3 1.2 

余暇を過ごす場や機会がない 6.0 15.2 10.3 8.6 13.2 9.8 

薬の管理が難しい 3.4 9.0 9.0 5.2 14.3 9.8 

お金の管理が難しい 4.4 18.5 22.0 15.5 23.8 9.8 

役所の手続きが難しい 13.0 19.9 24.3 15.5 21.7 12.2 

特に困っていることはない 28.3 31.5 11.9 36.2 26.5 36.6 
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７ 将来の生活で心配なことについて 
「自分で身のまわりのことができるかどうか」「生活費の負担ができるかど

うか」「生活する住居または施設があるかどうか」がいずれの障害でも上位項
目となっています。さらに、「働く場所や適当な仕事があるかどうか」「生活
全般に関する相談・援助が受けられるかどうか」も高くなっています。 
 

表 将来の生活で心配なこと（複数回答） 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

生活する住居または施設がある
かどうか 23.2 46.4 38.1 48.3 24.9 20.7 

いっしょに暮らす人がいるか 
どうか 17.1 38.6 32.3 41.4 14.3 6.1 

身のまわりの介助をしてくれる
人がいるかどうか 23.5 34.8 22.2 39.7 18.5 17.1 

自分で身のまわりのことができ
るかどうか 38.9 42.7 45.4 50.0 24.9 13.4 

生活全般に関する相談・援助が受
けられるかどうか 18.0 34.2 36.6 41.4 19.6 15.9 

働く場所や適当な仕事があるか
どうか 18.4 36.9 37.5 62.1 17.5 2.4 

通所施設や作業所、デイケアな
ど、日中の行き場があるかどうか 8.1 31.8 10.9 41.4 14.8 8.5 

生活費の負担ができるかどうか 32.2 42.9 55.4 51.7 25.4 13.4 

必要な医療が受けられるかどうか 19.7 24.8 27.6 37.9 20.1 20.7 
隣人などとの関係がうまくいく
かどうか 6.5 20.4 20.3 31.0 10.1 4.9 

特に困っていることはない 17.7 9.5 8.3 10.3 20.6 35.4 
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８ 市に特に充実させてほしいサービスについて 
市に特に充実させてほしいサービスについては、障害種別によって異なり、

〔身体障害〕では「専門的な医療やリハビリテーション」が最も高く、〔知的
障害〕は「障害者用の市営住宅やグループホーム」が最も高くなっています。
〔精神障害〕では「就労のための相談や訓練」が最も高く、〔特別支援学校〕
では「障害児教育」「障害児が使えるサービス」が上位となっています。 
 

表 市に充実させてほしいサービス（複数回答） 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

専門的な医療やリハビリテー
ション 27.4 18.4 21.8 15.5 16.4 9.8

身体介護や家事などの介護サ
ービス 17.0 8.4 9.4 5.2 9.0 7.3

障害者用の市営住宅やグルー
プホーム 19.9 37.5 26.0 32.8 43.9 13.4

障害児教育 5.3 22.6 5.1 44.8 5.8 1.2

障害児が使えるサービス 7.0 26.5 6.2 43.1 8.5 0.0
障害児の放課後活動（地域にお
ける放課後支援） 5.3 17.7 4.3 29.3 5.3 2.4

通所による施設サービス 8.0 16.7 10.1 17.2 20.1 3.7

日中活動終了後のサービス 5.7 19.9 6.2 31.0 12.7 4.9

入所施設サービス 10.0 18.2 9.0 24.1 13.2 29.3

就労のための相談や訓練 12.1 28.6 29.0 34.5 19.6 2.4
施設や病院から地域で生活す
るための訓練 5.8 7.5 7.4 10.3 6.9 7.3

移動や外出の援助 13.8 18.5 9.9 34.5 24.9 12.2

短期入所 10.0 25.6 9.9 29.3 8.5 4.9

相談支援 12.2 21.5 21.2 24.1 21.7 8.5
手話や要約筆記、その他のコミ
ュニケーションの支援 6.1 3.1 2.2 13.8 4.2 0.0

福祉用具および福祉用具の利
用援助 15.5 5.6 6.7 12.1 9.0 3.7

介護保険制度のサービス 13.4 8.5 10.1 10.3 5.8 2.4

権利擁護 4.9 7.8 11.8 10.3 15.3 4.9

体験宿泊サービス 5.5 14.1 5.6 22.4 6.9 3.7
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９ 災害対策について 
災害が発生した時に必要なこととして、いずれも「災害の発生を知らせて

ほしい」「避難所までの誘導や案内をしてほしい」が上位２項目となっていま
すが、「医療的ケアや薬を確保したい」も割合が比較的高くなっています。一
方、〔居住系〕では、「助けにきてもらいたい・避難所に移送してほしい」が
最も高くなっています。 
 

表 災害時に必要と思われること（複数回答） 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

災害の発生を知らせてほしい 33.6 37.7 45.3 50.0 45.5 20.7
助けにきてもらいたい・避難所
に移送してほしい 29.9 36.8 27.8 29.3 52.4 43.9

医療的なケアや薬を確保したい 27.7 18.4 32.7 10.3 25.9 24.4

特別の食事を備蓄してほしい 15.4 18.7 23.8 12.1 23.3 13.4
排せつ用のストマ用補装具等を
備蓄してほしい 17.4 12.7 18.7 13.8 15.9 8.5

避難所までの誘導や案内をして
ほしい 30.4 38.9 35.5 50.0 48.1 26.8

特にない 9.0 9.7 11.5 8.6 6.9 11.0
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10 ともに地域で暮らすために力を入れるべきことについて 
障害のある人もない人も共に地域で普通に生活できるように地域の理解を

進めていくために、特に力を入れるべきことについて、「障害や病気について
の正しい知識の普及啓発や講演会、疑似体験会の開催」「障害や病気のある人
の一般企業への就労の促進」「学校や地域などで交流の機会を増やすこと」「学
校や地域などでともに学び、ともに暮らすこと」の割合が高く、障害や病気
を正しく理解する機会の提供や学校や地域でともに暮らすことが求められて
います。 
 
表 地域の理解を進めるために力を入れるべきだと思うこと（３つまでの複数回答） 

単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

障害や病気のある人の生活を 
伝えるパンフレットの発行 15.4 14.0 17.1 8.6 19.0 2.4

障害者作品展やイベントの開催 4.3 9.4 6.1 12.1 11.6 6.1
学校や地域などで交流の機会を
増やすこと 17.3 30.3 11.6 51.7 20.6 31.7

学校や地域などでともに学び、
ともに暮らすこと 17.8 31.9 16.7 44.8 22.8 18.3

学校や生涯学習での障害や病気
に関する教育や情報の提供 19.2 25.1 20.9 43.1 14.3 19.5

障害や病気についての正しい知
識の普及啓発や講演会、擬似体
験会の開催 

27.2 26.5 33.3 41.4 28.6 26.8

障害や病気のある人の一般企業
への就労の促進 26.4 31.9 39.4 50.0 27.0 13.4

特にない 10.4 8.0 12.1 3.4 11.6 11.0
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11 運動・スポーツについて 
過去１年間に運動・スポーツを「まったく行っていない」割合は、〔身体障

害〕〔精神障害〕では30％を超えています。〔居住系〕ではともに約30％とな
っています。 
 

表 １年間の運動・スポーツの実施頻度 
単位：％ 

 
身体障害
n=1,476人

知的障害
n=702人

精神障害
n=808人

特別支援 
学校 
n=58人 

GH 
入居者 
n=189人 

施設 
入所者 
n=82人

週３日以上 14.7 21.9 14.4 55.2 14.3 8.5

週に１～２日 14.2 23.8 15.3 27.6 13.2 12.2

月に１～３日 7.1 8.8 7.5 1.7 11.6 13.4

３か月に１～３日 3.3 2.4 3.7 0.0 3.7 0.0

年に１～２日 3.0 3.7 5.4 0.0 6.9 7.3

まったく行っていない 33.0 23.1 39.7 8.6 28.6 31.7
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（２）団体ヒアリングの主な意見 

本計画の改定にあたり、ニーズ調査ではとらえきれない障害当事者やご家族、
支援者のご意見を聴くために、平成 29（2017）年７月から８月にかけて、関
係団体へのヒアリングを実施しました。その中でいただいた代表的な意見は次
のとおりです。 

 

№ 団体名 実施日時 会 場 参加者数

1 知的障害者本人の会・私たちの広場 
７月９日（日）
10：10～10：40 地域福祉施設ちどり ５名

2 障害者就労支援ネットワーク会議（北部） 
７月10日（月）
9：30～10：30

北部リハビリテーショ
ンセンター ７名

3 高次脳機能障害者当事者 ７月10日（月）
10：00～11：00

高次脳機能障害地域活
動支援センター ６名

4 i.care（医療的ケアのこどもをもつ母の会） 
７月11日（火）
10：00～11：00 メンバーご自宅 ７名

5 豊かな地域療育を考える連絡会 ７月13日（木）
9：30～10：30 中原区役所 67名

6 特別支援学校保護者 （麻生養護学校） 
７月14日（金）
11：30～12：00 麻生養護学校 

保護者13名
職員３名

7 相談支援センター ７月14日（金）
14：00～15：00 中原区役所 30名

8 障害者就労支援ネットワーク会議（南部） 
７月14日（金）
15：00～16：00 ソリッドスクエア東館 ９名

9 川崎市育成会 手をむすぶ親の会 
７月18日（火）
11：30～12：00 地域福祉施設ちどり 14名

10 障害者就労支援ネットワーク会議（中部） 
７月19日（水）
10：00～11：00 富士通ユニオンビル 22名

11 川崎市重症心身障害児(者)を守る会、療ねひろば 
７月19日（水）
10：30～12：00

サポートセンター 
ロンド 19名

12 特別支援学校職員 （麻生養護学校） 
７月19日（水）
14：30～15：00 麻生養護学校 53名

13 就労継続支援Ｂ型会議 ７月24日（月）
15：30～16：00 ＪＡセレサ ９名

14 公益財団法人 川崎市身体障害者協会 
７月25日（火）
14：00～15：00 ソリッドスクエア東館 

８名
支援者２名

15 川崎市肢体不自由児者父母の会連合会 
７月26日（水）
13：00～14：00 北部身体障害者福祉会館 10名

16 ベーチェット病友の会神奈川県支部川崎部会
７月27日（木）
13：30～14：30 ソリッドスクエア西館 ３名

17 
身体障害者当事者会マイライ
フ川崎・川崎市の障害福祉を
グランドデザインする会 

７月28日（金） 
10：30～11：30

療育ネットワーク川崎
本部 10名

18 川崎市障害福祉施設事業協会施設長会 
７月28日（金）
13：30～14：30 総合自治会館 47名

19 療育センターケースワーカー担当者会議 
７月31日（月）
16：00～16：50 地域福祉施設ちどり 14名

20 川崎市自閉症協会 ８月１日（火）
10：00～12：00 くさぶえの家 ５名
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№ 団体名 実施日時 会 場 参加者数

21 高次脳機能障害者家族 ８月２日（水）
11：30～12：30

北部リハビリテーショ
ンセンター

４名
支援者１名

22 高次脳機能障害者当事者 ８月２日（水）
13：20～14：10

北部リハビリテーショ
ンセンター

５名
支援者２名

23 精神障害当事者 ８月３日（木）
15：00～16：40

百合丘地域生活支援セ
ンターゆりあす 

14名
支援者４名

24 川崎市精神障害者地域生活推進連合会 
８月４日（金）
10：00～11：00 ソリッドスクエア東館 ５名

25 
特定非営利活動法人あやめ会
（川崎市精神保健福祉家族会
連合会） 

８月25日（金） 
14：00～15：20 地域福祉施設ちどり 14名

26 日本ＡＬＳ協会 神奈川県支部 ８月29日（火）
18：30～20：00 ソリッドスクエア東館 ３名

27 児童支援コーディネーター アンケート － 76名

 
１ 相談支援体制に関すること 
・様々なサービスがある中、どこに相談に行ってよいかわからない。 
・福祉・教育・医療を一括して受入れてくれる相談窓口があるとよい。 
・家族の急用、急病時や困った時に相談できる場所や人が必要。 
・障害者相談支援センターは、抱える件数が多く、レスポンスが遅い。障害
の特性に対し、事業所による能力の差が大きいので平準化してほしい。 
 
２ 子どもへの支援に関すること 
・事業者に研修を実施するなど、放課後等デイサービスの質の担保が必要。 
・放課後等デイサービスは療育というより、一時預かりに近い状態になって
おり、本当に専門的な療育が必要な子が使えない。 

・障害のある子どもは初めから支援学級に振り分けられ、勉強面や人との交
流面（機会が減る等）に問題が生じている。 

・発達障害児・者の保護者への専門的な情報やペアレントトレーニングの提
供の拡充が必要。 

・未就学時に親身であった療育センターが就学後は第一に学校となり、相談
しづらい。 

・特別支援教育センターや地域療育センターなどは抱える案件も多く、保護
者からの相談にタイムリーに応じたくても、調整に手間取ることが多い。 

・子どもが医療機関にかかっている場合、医療機関の診断と学校の方針にず
れがあり、保護者が悩んでしまう。 
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３ 地域生活の支援に関すること 
・ショートステイが不足し、土日や必要な時に利用できない。 
・親の急病の時などに対応できる一時預かりがあるとよい。 
・生活介護事業所が少ない。 
・困ったときに相談できる 24 時間対応可能なサポート体制がほしい。 
・生活リズムが崩れないように、高校卒業後の夕方支援をしてほしい。 
・地域生活を整えずに入院や施設入所を減らすと地域でうまくいかないので、
気軽な短期入所の利用や相談の場などがあるとよい。 

・退院するための支援も必要だが、退院後は家にひきこもってしまうことも
多いので、退院後の支援が欲しい。 

 
４ 住まいの支援に関すること 
・グループホームが足りず、すぐに入れず、待っている人がいる。 
・空き家のグループホーム化等、空き家の有効活用を考えてほしい。 
・親から離れひとり暮らしを希望しても、ヘルパーがいないとできない。 
・部屋を見つけても入れてくれるかどうかわからない。 
 
５ 雇用・就労等に関すること 
・就職や職場復帰、職場定着には、会社のサポートや従業員の理解が必要。 
・会社と生活面のフォローをする支援者との連携がうまくできていない。 
・企業に対するアプローチを担当者という点から、その上司や同僚など複合
的な関係に変えていくことが必要。 

・就労支援機関にまだつながっていない人に対しては、支援機関の一覧など、
わかりやすい冊子を作って駅やコンビニに置くなど情報を届けることや、
就職に関することでなくても相談・接触できる機会を持つことが大切。 

・重度の障害があってもコツコツと作業はできるのにちょっとした会話など
のコミュニケーションが苦手なため、採用されないことがある。 

・特例子会社を単なる低賃金の職場としないように、障害者雇用のあり方を
考えてほしい。 
 
６ 保健・医療に関すること 
・医療ケア対応の送迎、事業所、ショートステイを増やしてほしい。 
・地域生活移行にあたり、生活面で関わる看護師と地域の支援者が連携でき
る場があるとよい。 

・病院に地域の支援者が入っていくことが難しいと感じる部分もあるので、
病院側との情報提供や意見交換ができる場を設けてほしい。 

・退院後２年ほど引きこもりになったが、地域包括支援センターの人が訪問
してくれたことをきっかけに、障害者手帳の取得や担当相談員ができて、
ポジティブになれた。医療機関と行政、福祉がしっかりつながってほしい。 
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７ サービス提供体制に関すること 
・医療的ケアを必要とする児・者の社会参加のために、医療従事者を養成し
てほしい。 

・ヘルパーが足りず、高齢者がヘルパーをやっている場合も多い。 
・ハコモノはあっても、働く人がいなく、グループホームができない。 
 
８ 心のバリアフリーに関すること 
・障害のある子どもと障害のない子どもが両方まじりあえる場があるとよい。 
・地域で暮らしていくためには、地域や企業など周囲の理解が必要。 
・川崎市に住む障害者の一人として、障害者のことを語れる場があるとよい。 
・義務教育の中で障害について勉強することが大事。 
 
９ 社会参加の促進に関すること 
・身近に運動できる場や運動を専門的に教えてくれる人がほしい。 
 
10 生活環境のバリアフリー化に関すること 
・建物のバリアフリーマップはあっても、そこに行くまでにどこを通ればバ
リアフリーなのかがわからない。 

・遠回りになっても段差のないルートを選びたい。 

 
11 災害・緊急時対策に関すること 
・災害の時に周囲と一緒に避難できないので、身近な所へ避難したい。 
・二次避難所となる施設への災害用備品等の整備の予算をつけてほしい。 
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（３）川崎市地域自立支援協議会からの意見 

第４次ノーマライゼーションプランの改定にあたっては、川崎市地域自立支
援協議会からも意見を求め、改定の参考としています。 
地域自立支援協議会からの意見の要旨は次のとおりです。 
 
１ 相談支援を必要な人に届けるための体制整備 
・障害者相談支援センターが市民・関係機関に十分に知られていない。 
・障害者の相談支援では、計画相談支援だけではないため、ワンストップ相
談ができる障害者相談支援センターの充実が必要である。現状の設置数・
職員数では対応しきれない。 
 
２ ライフステージごとに途切れない相談支援体制の充実 
・教育と福祉の相互理解が必要。 
・ライフステージごとや教育から福祉に引き継がれるときに情報が伝わらない。 
 
３ 一人ひとりのニーズに合った日中活動系サービスの整備 
・合理的配慮が必要な方々に対して、それぞれのニーズに対応できる日中活
動系サービスの受入れ体制を整備する必要がある。 

・利用者が希望している日中活動系サービス事業所に通えるように、それぞ
れの状態や状況に合わせた移動手段を保障する必要がある。 

 
４ 自立した地域生活を送るための移動手段の保障 
・障害のある方が学校や日中活動サービス事業所に通えるように、移動支援
事業や交通機関の充実が必要である。 

・医療的ケアが必要な方に対応できるヘルパーの拡充が必要である。 
 
５ 住まいに関する情報を適切に得られる仕組みづくり 
・必要な方全てが、グループホームごとの空き状況や特徴などの情報を得ら
れる仕組みが必要である。 

・ひとり暮らしするために必要な情報を得られる仕組みが必要である。 
 
６ 医療と福祉の切れ目のない地域支援体制の構築 
・医療的ケアが必要な方の相談に乗れる、基幹相談支援センターの医療系相
談員の活用や、医療や社会資源の知識を持った相談支援専門員の育成が必
要である。 

・医療と福祉がスムーズに連携できるよう、相互の情報や支援方法を共有で
きる仕組みが必要である。  
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７ 多様なニーズに対応する支援人材の確保 
・行動援護を担えるヘルパーの養成が急務である。 
・多様な訪問系サービスの担い手（精神障害者ピアヘルパー・外国人ヘルパー・学
生ヘルパーなど）を養成する必要がある。 
 
８ 災害時等の対応に備えた市民等への障害理解及び情報提供 
・有事の際に活用できるサービスを支援者が知らないために、情報提供でき
ていない。 

・不要な混乱や差別を避けるために、災害時に障害の方に対して必要な配慮・
不必要な配慮について、市民に広く周知することが必要。 

 
９ 制度移行時における切れ目のない支援体制 
・介護保険に移行する際に混乱が生じ、円滑に移行できない場合がある。 
 
10 障害児・者を取り巻く環境に対する支援体制 
・家族が抱える問題が多様化しているため、より一層多機関の連携が必要で
ある。 

 
11 精神障害者の地域移行・地域定着を促進するための体制整備 
・地域移行支援・地域定着支援を担う障害者相談支援センター等が、病院や
地域の関係機関と顔の見える関係を築いていくことが必要。 

・地域の受入れ先が不足している。 
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１ 第４次かわさきノーマライゼーションプラン
改定に向けた課題 

 

（１）障害のある方を取り巻く背景 

１ 支援を必要とする障害者の増加と多様化 
・障害者手帳交付者数は、平成 18（2006）年４月の 37,480 人から平成 29
（2017）年４月の 57,215 人と約 50％増加しています。 

・平成 23（2011）年８月の障害者基本法の改正により、障害者の定義が、
「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能
の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障
壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある
ものをいう」とされたことにより、障害の範囲が拡大し、障害者手帳の交
付を受けていない、何らかの支援が必要な方が増えています。 
▶精神障害のある方のうち、精神障害者保健福祉手帳を所持している方はごく一
部と考えられます。平成 26（2014）年に厚生労働省が行った患者調査では、
全国の精神障害者の割合は人口 1,000 人当たり約 30 人となっており、これに
基づくと本市では約 45,000 人と推定されます。 

▶発達障害や高次脳機能障害のある方や、特定医療費（指定難病）医療給付受給
者や小児慢性特定疾患医療給付受給者など難病の方も相当数いると考えられ
ます。 

・障害の範囲が拡大することにより、そのニーズも多様化しており、ニーズ
に対応した支援を行うことが求められています。 

 
２ 高齢障害者の増加と重度化・重複化 
・高齢化の進展による障害者自身の高齢化と、高齢化に伴い要介護状態となっ
て障害者手帳を取得する方が増加しています。 
▶身体障害者の約３分の２が 65 歳以上の高齢者 
▶精神障害の入院患者数についても、平成 29（2017）年度の増加数のうち約３
分の２が高齢者であり、長期在院者数の増加に影響していると考えられます。 

・医療的ケアなど、加齢に伴う重度化・重複化への対応が求められています。 
 
３ 障害児支援のニーズの多様化 
・近年、医学の進歩等に伴い、出生直後から NICU（新生児特定集中治療室）
に入院し、退院後も日常生活を営むために人工呼吸器等を使用し、たんの
吸引などの医療的ケアを必要とする児童（以下「医療的ケア児」という。）
が増加しています。本市においても、医療的ケア児は約 200 人と推計して
おり、医療的ケア児が在宅生活を継続していくための支援の充実が求めら
れています。  
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４ 障害者を支える家族の高齢化 
・高齢化の進展に伴い、最も身近な支援者であるご家族の高齢化も進んでお
り、これまでご家族が支えていた部分への支援が必要となります。 

 
５ 共生社会の実現に向けた取組 
・地域のあらゆる住民が、「支え手」「受け手」に分かれるのではなく、地域、
暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実
現が求められています。 

・平成 28（2016）年７月 26 日に発生した、津久井やまゆり園での事件を
受けて、このような事件が二度と起こらないよう、一人ひとりが障害者へ
の理解を深め、差別や偏見をなくし、障害者が安全で安心して暮らせる共
生社会を実現していくことが必要です。 

・「すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互の人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を理念とする障害者差
別解消法が平成 28（2016）年４月に施行され、障害者の社会生活を制限
し、社会参加を制約しているソフト・ハード面の社会的障壁を取り除く又
は軽減する取組が進められていますが、引き続き、本法に基づく取組を推
進していく必要があります。 

  



 

 59

第３部 １ 第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定に向けた課題

（２）第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定に向けた主な課題 

１ あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 
・指定特定相談支援事業所の数が十分でない。 
・障害者相談支援センターの体制が十分でない。 
・発達障害、高次脳機能障害、難病患者等ニーズや支援方法が多様化している。 
・発達障害児・者の保護者によるペアレントメンター事業が有効であるとの意見が
ある。 
 

指定特定相談支援事業所や障害者相談支援センターなど、相談支援体制
の充実が必要。 

 
２ 地域生活支援の充実 
・特別支援学校卒業後の夕方支援に資するサービスの拡充が求められている。 
・短期入所が不足しており、特に緊急時に使えないとの意見がある。 
・生活介護事業所が不足しており、利用先が見つからないとの意見がある。 
・短期入所や生活介護事業所の不足感は、医療的ケア児や肢体不自由の方に強い。 
 

障害のある方が地域生活を継続していくための日中活動の場や短期入
所などのサービスの拡充が必要。 

 
３ 多様な住まい方と場の確保 
・グループホームが不足しており、すぐに入れないという意見がある。 
・グループホームの物件確保に苦労しているという意見がある。 
・地域生活を継続するための短期入所の仕組みが必要という意見がある。 
・障害者入所施設に入所している障害者の高齢化が進んでおり、特別養護老人ホー
ムでの支援がふさわしい方の増加が見込まれる。 
 

グループホーム整備の支援の取組や多様なニーズに対応できるグルー
プホームの整備に向けた取組が必要。希望する住まいでの継続した生活
を支援する取組が必要。 

 
４ 自立に向けた就労支援 
・企業側と生活面をフォローする支援者の連携が十分でないとの意見がある。 
・平成 30（2018）年４月に、障害者雇用率の対象に精神障害者が追加されること
や新たに就労定着支援のサービスが創設されることへの対応が求められている。 
 

平成 30（2018）年４月の制度改正への対応が必要。  
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第３部 １ 第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定に向けた課題 

５ 保健・医療・福祉・教育等の連携強化 
・医療的ケア児は少数だが、しっかりと対応してほしいという意見がある。 
・医療的ケア児が増えており、医療的ケア児のための生活介護事業所や短期入所が
十分でない。 
 

医療的ケア児支援に関わる関係機関の協議の場の設置、医療的ケア児の
実態把握の実施、医療的ケア児のための生活介護事業所や短期入所の拡
充が必要。 

 
６ 人材の確保 
・行動援護などを担えるヘルパーが不足している。 
・重度・重複障害者に対応できる従事者が不足しているという意見がある。 
・医療的ケアが必要な方に対応できるヘルパーの拡充が求められている。 
 

障害のある方の地域生活を支える福祉人材や、医療的ケアに対応できる
人材の確保が必要。 

 
７ 障害に対する理解を深める取組の推進 
・障害のある方やその家族が地域で生活するためには、障害に対する周囲の理解が
欠かせない。 

・障害のある子どもとない子どもが混じり合える場がもっと必要という意見がある。 
・義務教育の中で障害について勉強することが大事であるという意見がある。 
 

障害のある方とない方の交流の場や、地域や学校教育における障害や病
気に対する理解を深める取組の一層の推進が必要。 

 
８ 災害時対策の強化 
・災害時に活用できるサービス等が周知されていない。 
・二次避難所における備蓄品整備における行政の支援が必要という意見がある。 
 

障害のある方への災害に関する情報の適切な提供方法の検討や、災害時
の避難支援体制づくりの検討などが必要。 
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第３部 ２ 計画の方向性

２ 計画の方向性 
 

（１）基本理念 

障害の範囲拡大による障害者数の増加とニーズの多様化、高齢化の進展による
障害当事者やそのご家族の高齢化とそれに伴うニーズの重度化・重複化、医療的
ケア児の増加等障害児支援のニーズの多様化など、障害のある方に対する支援は
多岐にわたります。こうした多様なニーズに適切に対応するためには、福祉・保
健・医療・教育・まちづくりなど幅広い分野が連携して取組んでいくことが欠か
せません。また、障害のある方が地域で生活していくためには、地域の方々が障
害や病気に対する理解を深め、意識のバリアを外していくことが重要です。 
したがって、今回の改定においても、第４次ノーマライゼーションプラン策定

時の基本理念である「障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え
合う、自立と共生の地域社会の実現」と、『川崎市地域包括ケアシステム推進ビジ
ョン』の基本理念「誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続け
ることができる地域の実現」を踏まえた基本的な視点を引き続き継承し、施策を
展開していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
視点１ ライフステージに応じた総合的な支援体制の構築 
 
 
視点２ 多様な主体の参画による地域で支え合う社会の実現 
 
 
視点３ 誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 

  

 

 
『障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、
自立と共生の地域社会の実現』

第４次かわさきノーマライゼーションプランの基本理念 

 

『誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けるこ
とができる地域の実現』

川崎市地域包括ケア推進ビジョンの基本理念 
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第３部 ２ 計画の方向性 

（２）基本的な視点 

視点１ ライフステージに応じた総合的な支援体制の構築 

障害者の増加や発達障害、高次脳機能障害等の障害の多様化への対応をはじめ、高齢
障害者の増加と家族の高齢化、医療的ケア児の増加などの実態を踏まえた支援策の展開
が必要となっています。 

 
 
●あらゆる世代に対応した支援体制の構築 
ライフステージに応じた支援体制を構築するため、障害児から障害者への切

れ目のない一貫した支援の充実や高齢者施策との連携など「要支援者全体を支
える」という視点を持ち、多様化・複雑化したニーズに対応するとともに、障
害のある方が日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい（と思う）意思
が反映された生活を、住み慣れた地域で安心して送れるよう支援体制の構築に
取組みます。 

 
●保健・医療・福祉等の関係機関の連携強化 
支援が必要な人のニーズは多様であり、その人に応じた適切な支援を提供す

るため、多機関・多職種の連携による総合的・包括的な支援体制の整備を進め
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

性 向方 の 策 施 

 
●あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 
●地域生活支援の充実 
●多様な住まい方と場の確保 
●自立に向けた就労支援 
●保健・医療・福祉・教育の連携強化 
●人材の確保 

重点的な取組 

 
育ち、学び、働き、暮らす 

～一人ひとりのライフステージと障害特性に応じた総合的な支援体制の構築を目指します～

方針Ⅰ
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第３部 ２ 計画の方向性

視点２ 多様な主体の参画による地域で支え合う社会の実現 

現在、人口の６％の方は何らかの障害があると推計されており、障害は身近な存在と
なっています。そのため、苦情解決窓口体制や、障害者虐待防止法に基づく虐待防止体
制、成年後見制度など、障害のある方の権利を守る取組の充実や平成 28（2016）年４
月に施行された障害者差別解消法に基づく取組の推進とともに、心のバリアフリーの地
域社会づくりに向けた取組を一層進めていく必要があります。また、地域住民が「支え
手」と「受け手」に分かれることなく、地域の多様な主体が参画し、住民一人ひとりの
暮らしや生きがいをともに創っていく「地域共生社会」の実現が求められています。 
 

 
●差別や権利侵害の防止・社会参加の機会の拡大 
障害のある方を含めて支援が必要な人が、住み慣れた地域や本人が望む場で

安心して自立した生活をしていくためには、ライフステージや障害特性に応じ
た個別支援を提供することが重要ですが、一方では、共に暮らす市民としての
受け入れ、支える社会のあり方も非常に大きな要素であり、地域社会の一員と
しての支援も欠かすことができません。このことから、地域の中で障害のある
人もない人も相互理解を深め、共に育ち、共に学び、共に暮らし、共に働くこ
とが当たり前と感じられる地域社会づくりを進めます。 

 
●地域の多様な主体による支え合いの仕組みづくり 
ボランティア、民間団体・企業、さらには障害当事者だからこそできるピア

サポートなど当事者も支援の担い手として、活躍できる仕組みづくりに取組み
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

性 向方 の 策 施 

 
●障害に対する理解を深める取組の推進 

重点的な取組 

 
地域でふれあい、支え合い 

～障害のある人もない人も支え合える「心のバリアフリー都市川崎」を目指します～

方針Ⅱ
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第３部 ２ 計画の方向性 

視点３ 誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 

本市では、川崎市福祉のまちづくり条例などに基づいて、障害のある方を含めた全て
の市民が生活しやすいまちとなるよう生活環境や情報のバリアフリー化を図っています
が、さらに平成 28（2016）年４月に施行された障害者差別解消法を踏まえて、障害者
を取り巻く生活環境全般における障壁（バリア）を可能な限り取り除く、又は軽減する
取組を進めていくことが必要です。 
また、東日本大震災や近年の大規模災害を踏まえた災害時要援護者への支援体制のよ

り一層の強化に向けた検討・推進が求められています。 
 
 
●生活環境面でのバリアフリーのまちづくりの促進 
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザイン

の考えに基づいて、生活環境面や情報提供面でのバリアフリーのまちづくりを
進めます。 

 
●災害時要援護者への支援体制の強化 
二次避難所の整備や運営方法の改善など、災害時要援護者への支援体制のよ

り一層の整備・強化に取組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性 向方 の 策 施 

 
●災害時対策の強化 

重点的な取組 

 
やさしいまちづくり 

～誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりを目指します～ 

方針Ⅲ
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○障害者数が平成 18 年の障害者自立支援法施行以降、50％以上増加し、かつ多様化している。    ○加齢に伴う障害の重度化・重複化、障害児支援のニーズの多様化への対応が必要である。
○家族の高齢化を見据え、障害者が地域生活を継続するための支援策を展開していくことが求められている。 ○障害者差別解消法の理念の浸透など、共生社会の実現に向けた取組が必要である。

計画改定の背景 

 
・あらゆる世代に対応した支援体制の構築  
・保健・医療・福祉等の関係機関の連携強化 

・生活環境面でのバリアフリーのまちづくりの促進  
・災害時要援護者への支援体制の強化 

ライフステージに応じた総合的な支援体制の構築 

 
・相談支援体制の充実 
・地域生活の継続に必要なサービスの拡充 
・多様なニーズに対応したグループホームの整備の支援 
・法改正に対応した就労支援のさらなる推進 
・医療的ケア児の実態把握と施策の展開 ・人材の確保 

・障害に対する理解の促進など、心のバリアフリーの地域づ
くり 

・相互理解を深め、地域の多様な主体による支え合いの仕組
みづくり 

方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 
      ～一人ひとりのライフステージと障害特性に応じた 

           総合的な支援体制の構築を目指します～ 

方針Ⅱ 地域でふれあい、支え合い 
  ～障害のある人もない人も支え合える 
     「心のバリアフリー都市川崎」を目指します～ 

方針Ⅲ やさしいまちづくり
～誰もが安心・安全で生活しやすい 
      まちづくりを目指します～

施策１ 相談支援体制の充実と 
地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの枠組みの構築 

①相談支援体制 
②専門的な相談支援体制 
③地域自立支援協議会 
 
施策２ 子どもの育ちに寄り添う
支援体制の充実 

①相談支援体制 
②療育 
③地域生活・住まいの支援 
④教育環境・教育活動 
⑤進路支援 
⑥家庭・保護者への支援 

施策３ 地域生活支援の充実 
①生活支援サービス 
②日中通所サービス 
③情報コミュニケーション支援 
④移動及び外出の支援 
⑤福祉用具等での支援 
⑥地域移行支援・退院促進支援 
 
施策４ 多様な住まいの支援 
①グループホーム 
②入所施設 
③高齢障害者対策 
④民間住宅での居住支援 
⑤公営住宅での支援 
⑥居住環境の向上支援 

施策５ 雇用・就労・経済的自立の促進
①就労意欲の喚起 ④福祉的就労の支援 
②就労支援    ⑤経済的支援 
③雇用支援   
 
施策６ 保健・医療との連携強化 
①医療ケア体制の確立 
②医療的ケア児への支援 
③医療給付・助成 
④疾病の予防対策、早期発見・早期療育 
⑤精神科救急医療体制 
⑥医療人材の確保と育成 
⑦リハビリテーションサービスの提供 
 
施策７ サービス提供体制の充実 
①研修体制 
②福祉サービスに対する第三者の視点 
③専門職の確保・育成 
④当事者支援の推進 

施策８ 権利を守る取組の推進
①障害を理由とする差別解消の推進 
②障害者虐待防止に向けた取組の推進 
③成年後見制度、日常生活自立支援
の推進 

④苦情解決支援 
⑤消費者被害の防止 
 
施策９ 心のバリアフリー 
①心のバリアフリーに向けた取組 
②障害の理解促進と普及啓発 
③福祉教育 
④障害者体験企画の展開 
 
施策 10 社会参加の促進 
①障害者スポーツ 
②障害者の文化・芸術活動 

施策 11 多様な支え合い
の構築 

①地域の多様な支え合いの
構築 

②障害の自己理解とピアサ
ポート 
 
施策 12 自殺総合対策の
推進 

①自殺総合対策の推進 

施策 13 生活環境のバリアフリー
化の推進 

①福祉のまちづくりの推進 
②公共交通機関のバリアフリー化 
③道路のバリアフリー化 
④公共施設のバリアフリー化 
⑤まちの情報提供の充実 
⑥情報バリアフリーの推進 
 
施策 14 災害・緊急時対策の強化
①災害に備えた環境整備 
②情報支援 
③地域での見守り活動 

・差別や権利侵害の防止・社会参加の機会の拡大  
・地域の多様な主体による支え合いの仕組みづくり 

題課

性向方の策施

第４次かわさきノーマライゼーションプラン（改定版）の推進 

●あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 ●地域生活支援の充実 ●多様な住まい方と場の確保      ●自立に向けた就労支援 
 

●保健・医療・福祉・教育等の連携強化    ●人材の確保     ●障害に対する理解を深める取組の推進 ●災害時対策の強化 

施策体系 

重点的な取組 

性 向 方 の 策 施 

誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 

性 向 方 の 策 施 

基本理念 

多様な主体の参画による地域で支え合う社会の実現 

題 課 

・暮らしやすい生活環境の整備 
・近年の大規模災害を踏まえた災害時の避難支援体制づくり
の検討 

題 課 
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第３部 ３ 施策体系

３ 施策体系 
 
＊改定時に追加したものに網掛けをしています。 

●方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

施策体系 施策課題 事業名 掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

(１)相談支援体制の
充実と地域リハ
ビリテーション
の枠組みの構築 

①相談支援体制 総合的な相談窓口機能の充実 76 
相談支援事業の充実 76 
複合的な課題を抱える世帯への取組の推進 76 

②専門的な相談支援
体制 

地域リハビリテーションの展開 77 
地域リハビリテーションセンターの整備 80 
(仮称)総合リハビリテーションセンターの整備 80 
発達相談支援センターの充実 81 
発達障害への専門的支援 82 
高次脳機能障害への専門的支援 83
ひきこもり支援体制の充実 84
難病患者への支援 84

③地域自立支援協議会 地域自立支援協議会の充実 85
(２)子どもの育ちに
寄り添う支援体
制の充実 

①相談支援体制 障害児支援ネットワークの連携強化 89
総合的な相談窓口機能の充実（再掲） 89
地域療育センターの充実 89
発達相談支援センターの充実（再掲） 90
障害児相談支援の充実（相談支援の強化） 90

②療育 乳幼児健康診査事業及び検査事業の充実 91
障害の発見から療育支援までの連携促進 91
質の高い療育の提供 92

③地域生活・住まい
の支援 

障害児入所施設機能支援の提供 93
短期入所による在宅支援 93
ともに育つ場の整備（自主的地域活動の支援） 94
地域の子育てグループなどへの専門的支援 94

④教育環境・教育活動 就学相談の充実 95
教育相談の充実 95
教員の専門性の向上 96
地域の学校における特別支援学級の整備 97
特別な教育的ニーズのある児童生徒への支援 98
特別支援学校等の機能の充実 99
特別支援学校高等部の充実 100
高等学校での特別支援教育の充実 101
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第３部 ３ 施策体系 

施策体系 施策課題 事業名 掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

(２)子どもの育ちに
寄り添う支援体
制の充実 

④教育環境・教育活動 障害者の生涯学習の場の充実 101
地域における社会生活技術の習得支援 102

⑤進路支援 職業教育・進路相談の充実 103
大学等の教育環境の検討 104

⑥家庭・保護者への
支援 

保育・療育の場の充実 105
家族や保護者に対する支援 106
地域における放課後や夏休み等の支援 106
障害のある中高生への放課後等の支援 107

(３)地域生活支援の
充実 

①生活支援サービス 居宅支援サービスの提供 109
地域生活支援拠点機能の整備 109
短期入所による在宅支援 110

②日中通所サービス 介護・訓練等サービスの提供 111
特別支援学校卒後対策の推進 112
地域活動支援センター（Ａ型） 112
地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型） 113
通所事業所での送迎や食事・入浴サービスの充実 113
重度障害者への支援の充実 113
支援体制の強化 114

③情報コミュニケー
ション支援 コミュニケーション支援の充実 115

④移動及び外出の支援 移動手段の確保 115
⑤福祉用具等での支援 ウェルフェアイノベーションの推進 116

かわさき基準（KIS）認証を中心とした新たな製
品・サービスの活用 116

福祉用具の提供 117
⑥地域移行支援・退
院促進支援 

精神障害者の退院促進 118
触法障害者への支援の推進 120

(４)多様な住まいの
支援 

①グループホーム グループホームの基盤整備 122
グループホーム等における体験利用の提供 122
グループホームのサービスの質の向上 122

②入所施設 施設入所支援の提供 123
入所施設における地域移行・地域支援機能の強化 124
重度障害者への支援の充実（再掲） 124

③高齢障害者対策 高齢障害者及び早期退行者等の住まいのあり方
の検討 125
特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受入
体制の整備 125
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施策体系 施策課題 事業名 掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

(４)多様な住まいの
支援 

④民間住宅での居住
支援 民間住宅の入居相談の充実 126

⑤公営住宅での支援 住みやすい住環境の整備 127
⑥居住環境の向上支援 住環境整備の専門相談 128

住宅改造の充実 128
(５)雇用・就労・経
済的自立の促進 

①就労意欲の喚起 就労体験・職場実習の実施 132
一般就労を見据えた働く場の提供 133

②就労支援 福祉施設から一般就労への移行推進 134
就労支援コーディネートとネットワークの連携
強化 135

職場定着支援の実施 136
③雇用支援 障害者雇用に向けた普及啓発と採用意欲の喚起 137

企業に対する雇用支援の実施 138
④福祉的就労の支援 福祉的就労における工賃の向上 139
⑤経済的支援 障害年金の支給支援 140

各種手当などによる経済支援 140
税金・公共料金等の減免や福祉サービス等の負
担軽減の実施 141

(６)保健・医療との
連携強化 

①医療ケア体制の確立 病院と地域連携の仕組みづくり 143
川崎市在宅療養推進協議会の開催 143
在宅医療の啓発 144
精神科医療の充実 144
訪問看護の提供 145
生活介護における医療的ケアの提供 145
医療機関における短期入所の提供 145
医療型障害児入所施設・療養介護施設における
介護・医療等の提供 146

小児神経科・児童精神科等障害児医療の提供 146
②医療的ケア児への
支援 

障害児通所支援等の充実 147
関係機関の協議の場の設置 147
訪問看護の提供（再掲） 147
医療機関における短期入所の提供（再掲） 147

③医療給付・助成 自立支援医療（育成医療・更生医療・精神通院）
の実施 148

指定難病医療費助成の実施 148
重度障害者医療費助成の実施 148
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施策体系 施策課題 事業名 掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

(６)保健・医療との
連携強化 

④疾病の予防対策、
早期発見・早期療育

健康診査等の実施 149
メンタルヘルス対策の充実 149
障害児・者歯科診療の実施 150
乳幼児健康診査事業及び検査事業の充実（再掲） 150
障害の発見から療育支援までの連携促進（再掲） 150

⑤精神科救急医療体制 精神科救急医療体制の整備 151
⑥医療人材の確保と
育成 

重症心身障害児・者等への医療ケア従事者の養
成 151

⑦リハビリテーション
サービスの提供 

地域リハビリテーションの展開（再掲） 152
地域リハビリテーションセンターの整備（再掲） 152
（仮称）総合リハビリテーションセンターの整
備（再掲） 152

(７)サービス提供体
制の充実 

①研修体制 障害者ケアマネジメントの充実 154
重症心身障害児・者等への医療ケア従事者の養
成（再掲） 155

②福祉サービスに対
する第三者の視点

福祉サービス第三者評価の推進 156
苦情解決体制の充実 156

③専門職の確保・育成 専門職の確保・育成 157
情報提供、コミュニケーション支援者の養成 157

④当事者支援の推進 ピアサポートの充実 158
当事者団体の活動支援 158
当事者による相談の提供 159
当事者団体の企画・運営による障害者社会参加
推進センター事業の展開 159
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第３部 ３ 施策体系

●方針Ⅱ 地域でふれあい、支え合い 

施策体系 施策課題 事業名 掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

(８)権利を守る取組
の推進 

①障害を理由とする
差別解消の推進 障害を理由とする差別解消の推進 162

②障害者虐待防止に
向けた取組の推進 虐待防止体制の充実 163

③成年後見制度、日
常生活自立支援の
推進 

成年後見制度の推進 164

日常生活自立支援事業の実施 164

④苦情解決支援 苦情解決体制の充実（再掲） 164
⑤消費者被害の防止 障害者の消費者トラブルの防止 165

(９)心のバリアフリー ①心のバリアフリー
に向けた取組 

心のバリアフリーの意識の普及啓発 167
障害者などが社会に混ざり合う取組の実践 168
障害者施設製品の品質向上と販路拡大 168
就労機会の開拓 169

②障害の理解促進と
普及啓発 

啓発・広報活動の実施 170
精神障害への理解促進 171
交流及び共同学習の推進 171

③福祉教育 学校における福祉教育 172
福祉教育研修の実施 172
市立高校福祉科との連携の検討 172

④障害者体験企画の
展開 障害者体験を通した障害への理解促進 173

(10)社会参加の促進 ①障害者スポーツ スポーツ活動の推進 175
スポーツ施設の利用促進 176
スポーツ指導者の養成 176

②障害者の文化・芸
術活動 

文化芸術に取組める環境の整備 177
障害者作品展の開催 177
身近な場での文化活動の推進 178

(11)多様な支え合い
の構築 

①地域の多様な支え
合いの構築 

ボランティア活動やＮＰＯによる地域支援の充実 180
多様な団体等との交流による地域に根ざした活
動の推進 180

障害者と地域をつなぐ取組の展開 181
②障害の自己理解と
ピアサポート 

ピアサポートの充実（再掲） 181
障害者団体等の育成と協力関係の構築 181

(12)自殺総合対策の
推進 

①自殺総合対策の推
進 自殺総合対策の推進 184
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第３部 ３ 施策体系 

●方針Ⅲ やさしいまちづくり 

施策体系 施策課題 事業名 掲載
ﾍﾟｰｼﾞ

(13)生活環境のバ
リアフリー化の
推進 

①福祉のまちづくり
の推進 

福祉のまちづくりの推進 187
まちづくりへの市民参画 187

②公共交通機関のバ
リアフリー化 

駅舎のエレベーター等の整備推進 188
ノンステップバス導入の促進 188

③道路のバリアフリー
化 

歩行空間の改善 189
歩道上放置物の改善 189

④公共施設のバリア
フリー化 

公園のバリアフリー化 189
休憩施設・公衆トイレの整備 189

⑤まちの情報提供の
充実 

案内標識、掲示板の改善 190
まちの整備状況等に関する情報提供 190

⑥情報バリアフリー
の推進 

情報提供の充実 191
公文書作成におけるカラーユニバーサルデザイ
ンへの取組 191

ウェブアクセシビリティの向上 192
(14)災害・緊急時対

策の強化 
①災害に備えた環境
整備 

避難所機能の強化 193
ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の整備 194

②情報支援 防災情報の提供 195
災害時情報伝達手段の確保 195

③地域での見守り活動 災害時支援体制の構築 196
非常時における通報手段の確保 197
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

～一人ひとりのライフステージと障害特性に応じた 

   総合的な支援体制の構築を目指します～ 
 
◆ 障害のある方もない方も、家族や仲間に囲まれ、それぞれの希望する将来に向かっ
て、実りある生活を送ることを求めています。その実現に向けては、それぞれが存分
に自らの力を発揮し、地域の中でお互いを認め合える社会をつくっていくことが求め
られます。 
 そのような社会の実現のためには、生まれたときから大人まで、またやがては人生
の終わりを迎えるまで、みんなが生涯を通して安心して日常生活を送れることが必要
になります。とりわけ障害のある方への支援については、必要なときにニーズにあっ
た支援が受けられるよう、ライフステージに応じて、また障害特性に合わせた支援が
受けられるようにしていかなければなりません。 

 
◆ 一人ひとりが主体的に自らの人生を選択し、自己実現に向かうことを支援するとい
うことが今日では求められています。これを「自立支援」と呼んでいますが、ここで
いう自立とは、一人で生きていけるようになるという意味ではなく、様々な人との関
わりの中で主体性を持って生きていけるようにするということであり、自分がしたい
こと、できることで、たとえ支援を受けながらでも社会に貢献していく視点が大切で
す。 
 そこで本市は、こうした理念を市民みんなで実現していくために、障害のある子ど
もが育ち、学び、また途中で障害となった方も、地域で活動したり働いたりしながら
いきいきと暮らしていける地域社会を目指し、自立に向けて一貫した支援が受けられ
るようなサービス基盤をつくっていきます。 
 またその支援は、専門的なものだけでなく家族やボランティア、企業や近隣の方な
ど様々な人によって担われるものであることから、一人ひとりの希望やニーズが多く
の人に共有され、支援が横につながっていく仕組みをつくっていきます。 

 
 

  

 



 

 74 

第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

施策１ 相談支援体制の充実と地域リハビリテーションの枠組みの構築 

 
 

● 平成23（2011）年の障害者基本法改正により、障害者の定義が「身体障害、知
的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状
態にあるもの」とされるとともに、平成25（2013）年施行の障害者総合支援法で
は難病患者等が障害福祉サービスの対象に加わる等、障害の範囲は拡大し、ニーズ
は多様化しています。 

● 本市の高齢者人口は、年々増加を続け、平成29（2017）年４月１日現在の高齢
化率は19.53％となっています。それに伴い障害者自身の高齢化の進展のみならず、
高齢化によって要支援要介護状態となり障害者手帳の取得に至る人も増加していま
す。 

● 本市の人口は増加を続けており、上記と相まって障害者数は増え続け、その結果
として支援が必要な障害者数も増加しています。 

 
 
 

● 障害のある方が、住み慣れた地域や本人が望む場で安心して自立した生活をして
いくためには、身近な地域において多様なニーズに対応した相談支援を効果的かつ
効率的に受けられることが求められています。 

● また、医学的評価・診断、生活機能の向上や最適な生活を確保していくための福
祉用具の適用、環境調整、コミュニケーション上の配慮など、より専門的で重層的
な支援体制が求められています。 

 
 
 

● ますます増加・多様化するニーズに対応し、あらゆる障害のある方の地域生活を
支えるため、ライフステージや障害の状況に合わせた支援体制の構築を進めていき
ます。 

● 地域包括ケアシステムの構築を目指し、身近な地域での相談支援体制を支える専
門的支援の強化を図ります。 

● 地域リハビリテーションの枠組みにおける専門的支援技術は、障害福祉の分野に
とらわれず、子どもや要支援・要介護高齢者等、この支援技術を必要とする全ての
人に提供される体制を検討していきます。 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

①相談支援体制 

  本市では、①各区保健福祉センター・地区健康福祉ステーションのほか、各区に
４か所の②障害者相談支援センター（基幹型１か所、地域型３か所）を設置し、障
害種別や年齢、障害福祉サービス利用の有無に関わらずに相談を受けとめ、保健福
祉センターと連携しながら、障害のある方が、より身近な地域で必要な相談支援を
受けられるような体制を整えています。 

  平成28(2016)年度には、「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づき、
「個別支援の強化」と「地域力の向上」に向けて、各区保健福祉センター内に地域
みまもり支援センターを設置しました。その中の地域支援担当では、多様な主体と
の顔の見える関係を構築し、地域課題の把握やその解決に向けた支援、地域のネッ
トワークづくり等を行っており、必要に応じて障害者相談支援センターや専門機関
等と連携しています。 

  また、平成27（2015）年度から、障害福祉サービスの支給決定を受ける際には、
事前に「サービス等利用計画」の作成（計画相談支援）が必要になりましたが、こ
の計画書は、主に、③指定特定相談支援事業所で作成することができます。 

  さらに、これらの相談窓口をバックアップする専門機関として、④障害者更生相
談所や精神保健福祉センターなどがあります。（順次、地域リハビリテーションセン
ターとして再編） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

指定特定・一般相談支援事業所 
（計画相談支援、地域相談支援） 

障害者相談支援センター 
 
・障害種別や年齢に関わらない一次相談 
・障害福祉サービス等の利用に関する支援、 
 サービスを利用していない人への支援 
・区地域自立支援協議会の運営 
・障害支援区分認定調査 

・地域づくり（市・区自立支援協議会の運営など） 
・権利擁護（虐待の早期発見・防止、成年後見制度利用支援など）
・人材育成（相談支援従事者の指導・助言、研修の企画・運営など）
・総合的な相談支援（複雑な生活課題を抱えている方への支援など）

専
門
機
関
（
更
生
相
談
所
・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
障
害
者
セ
ン
タ
ー
）
 

＊
順
次
、
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
再
編
 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
健
康
福
祉
ス
テ
ー
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ョ
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① 

④
③ 

② 

川 崎 市

専門的技術的助言 

専門的技術的助言 

サ
ポ
ー
ト
 

サポート 

運営委託 

連携 

連携 

川崎市の相談支援体制のイメージ
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■総合的な相談窓口機能の充実 
各区保健福祉センター・地区健康福祉ステーションや障害者相談支援センターに

おいて、各種相談支援や制度・サービスの利用案内を行うとともに、専門機関との
連携を図りながら、総合的な相談窓口としての機能を充実します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初）

・各区保健福祉センターでの相談
・障害者相談支援センターでの相談

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・各区保健福祉センターでの相談
・障害者相談支援センターでの相談

・現状の取組の推進 

 
■相談支援事業の充実 

障害のある方が障害福祉サービス等を利用するための計画相談支援を指定特定相
談支援事業所から提供できるよう体制の充実を図るとともに、障害者相談支援セン
ターの検証を踏まえた取組を推進していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初）

・障害者相談支援センター28 か所
 （区ごとに基幹型１か所・地域型
３か所） 

・指定特定相談支援事業所 36 か所
（H27.３.１現在）

・計画相談支援の提供体制充実
・研修実施やネットワーク強化に向
けた取組 

・相談支援体制の検証 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者相談支援センター28 か所
 （区ごとに基幹型１か所・地域型
３か所） 

・指定特定相談支援事業所 59 か所
（H29.７.１現在） 
・障害福祉サービスの新規利用の方
及び更新をむかえた方に、サービ
ス等利用計画等を提供（H27～）

・基幹相談支援センターによる相談
支援事業者のサポートの実施 

・指定特定相談支援事業所の拡充に
向けた検討 

・平成 29 年度中に障害者相談支援
センターの検証予定

・現状の取組の推進 
・障害者相談支援センターの検証を
踏まえた取組の推進 

・指定特定相談支援事業所の拡充に
向けた取組の推進 

・計画相談支援の充実の検討と取組
の推進 

 
■複合的な課題を抱える世帯への取組の推進 

少子高齢化、単身世帯の増加、地縁・血縁の希薄化などの要因から、複合的な課
題を抱える世帯が見られるようになり、分野横断的かつ包括的な相談支援体制の必
要性が求められています。 
複合的な課題を抱える世帯への支援が必要な場合は、行政がパイプ役となって、高

齢者や障害児・者、児童、生活困窮者等の各専門相談窓口の連携を強化し、チームに
よる相談支援を行うことで、地域全体として包括的な相談支援体制の構築を進めます。
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②専門的な相談支援体制 

各区保健福祉センター・地区健康福祉ステーションや障害者相談支援センター
などの身近な地域の一次的な相談窓口では対応が困難な事例等については、二次
的相談を担う「専門機関」として、障害者更生相談所や精神保健福祉センター、
地域リハビリテーションセンターを設置し、専門的相談や評価・判定を行う体制
をとっており、総合的な視点から支援を必要とする人への地域生活支援を最適化
する「地域リハビリテーション」を展開し、生活の質を高めていきます。 

今後についても、保健福祉センターや障害者相談支援センター等をはじめと
した一次相談窓口と障害者更生相談所や精神保健福祉センター、地域リハビリ
テーションセンターをはじめとした二次的専門相談機関による重層的な相談支
援体制の充実を図ります。 
 

■地域リハビリテーションの展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

リハビリテーションとは

地域リハビリテーションセンターにおける在宅リハビリテーション
発症 

 発 症 

心身機能の回復 
 

入所・入院リハビリテーション 

 回 復 

新たな生活スタイルの再構築
 
地域リハビリテーション

 維持・適応 

最適生活の継続 
 

社会参加／介護等支援

介 護 福祉基盤 
社会的支援 

自 立 

病院での治療 
医療保険

地域・在宅でのケア 
社会福祉制度・介護保険 

退院 

医療リハ 生活リハ 社会リハ 

 
地域生活 

運動機能等の回復 生活の支援 社会参加の支援 
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地域リハビリテーションの基本理念と支援の流れ

○あらゆる支援ニーズに包括的に対応する
病気や障害、加齢に伴う身体機能の低下は、誰にでも起こりえるもの。
どんな病気や障害であっても、何歳であっても、支援を必要とするすべての人に、必要な支援を包括的に提供します。

○住み慣れた地域・住み慣れた環境での生活を支援する
身体が不自由になったから、家で見てくれる人がいないからといって、病院や施設でなくても生活していける。
これまでの生活により近いところ、近いかたちで生活をできるように支援します。

○よりよい生活スタイルを創り出す
病気や障害をよくしていくことだけがリハビリではない。
福祉サービスの導入、住宅の改修、生活の訓練や就労支援などをコーディネートして、よりよい生活環境を整えられるように支援
します。

基本理念

病院で診断・治療

生活に支障

治らないと…

できるだけ早く

病気・障害の発症

病院に入院
施設に入所

評
価
・
判
定①身体の状態や生

活環境などを専
門職が正確に評
価・判定

支
援
方
針
の
決
定

②本人の希望を踏
まえ、活用でき
る制度やサービ
スを検討

支
援
の
導
入
・
調
整

③支援が本人の状
態に合ったかた
ちで提供される
よう、専門職が
支援内容を調整

定
期
評
価
と
支
援
の
改
善

④本人の状態や支援
の提供状況を定期
的に評価し、必要
に応じて支援内容
を再度調整

支援の流れ

病気や障害があっても、
地域の中で暮らし続けられるように・・・

本人の生活環境

地域での支援を最適化する地域リハビリテーションの枠組み

○多職種協働体制による多角的な支援
病気や障害の状況、本人の生活環境、希望する生活スタイルは人それぞれ。
どのような支援ニーズにも対応できるよう、さまざまな専門職によって本人の状況を多角的に評価し、支援方法を検討します。

○地域への積極的なアプローチ
実際に本人が生活する場が支援を提供する場所。
本人に来てもらってから支援するのでなく、生活の場、サービスを提供する場面に積極的に出向いて支援を提供します。

○民間事業者と協調してサービスの質を向上
医療・介護サービスや相談支援など、病気や障害のある人の生活を支えているのは多くの民間事業者。
行政のさまざまな専門職が、支援技術や知識を伝えたり、支援方法を一緒に考えることにより、民間事業者のサービスの質の向上に
取組みます。

地域リハビリテーションの枠組みのポイント

病気・障害がある方

介護サービス 生活訓練

住宅改修

通院支援

福祉用具 社会参加支援

相 談

調 整

地域リハビリテーション
センター（障害者センター）

社会福祉職 心理職

保健師

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

重層的な支援を提供

運営・支援方針
の検討医 師

助言・支援
・調整

保健福祉センター
（高齢・障害課等）
みまもり支援センター

支
援
チ
ー
ム
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今後も高齢化の進展等に伴い、障害者のみならず要支援・要介護高齢者、さらに
は子どもなども含めて、地域生活を送る上で、地域リハビリテーション支援が必要
な人の増加が見込まれています。本市では、地域包括ケアの観点から、地域リハビ
リテーション支援が必要な人に必要な支援を提供できる体制づくりを進めていきま
す。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初）

・障害者更生相談所（身体障害・知
的障害） 

・精神保健福祉センター（精神障害）
・北部リハビリテーションセンター
・れいんぼう川崎在宅支援室（身体
障害）にて展開

・今後、「川崎市地域リハビリテーシ
ョンセンター整備基本計画」に基
づき、既存の支援体制の再編統合、
機能拡充を図りながら、中部・南
部に地域リハビリテーションセン
ターを順次開設し、支援展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者更生相談所（身体障害・知
的障害） 

・精神保健福祉センター（精神障害）
・北部リハビリテーションセンター、
中部リハビリテーションセンター、
障害者更生相談所南部地域支援室

・れいんぼう川崎在宅支援室（身体
障害）にて展開

・現状の取組の推進 
・（仮称）南部リハビリテーションセ
ンター開設（H32 末予定）（南部
地域支援室は廃止） 

地域に根差したきめ細かい支援の提供

保健福祉センターを中心として支援を展開

○評価・判定は地域リハビリテーションセンターで一元的に行いつつ、支援方針の検討や支援方法の調整は、
地域の実情を踏まえながら、一人ひとりに適したきめ細かな支援を提供するため、原則として保健福祉センター
が担う。

○地域リハビリテーションセンターは、保健福祉センターの職員が適切な検討・調整を行うことができるよう、
日常的に助言や人材育成などを行いつつ、高度な支援が必要なケースは、保健福祉センターと共同で
支援にあたる。

○サービスの導入時や支援の提供状況の評価を行う時など、高度・専門的な調整や判断が必要な場合には、
地域リハビリテーションセンターの専門職が参画し、民間事業者も含めて助言・支援する。

サービス
事業者

サービス
事業者

サービス
事業者

調 整 調 整 調 整

人
材
育
成

助
言

助
言
・
支
援

助
言
・
支
援

専
門
支
援

支 援 方 法 の 検 討

保健福祉センター

地域リハビリテーションセンター

地域包括
支援センター

障害者
相談支援センター
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■地域リハビリテーションセンターの整備 
本市では、れいんぼう川崎在宅支援室において、在宅障害者の生活の質の向上と

介助負担の軽減を目的に在宅リハビリテーションの提供を行ってきたことをはじめ
とし、順次、できる限り身近な地域で、あらゆる生活上の障害への対応に必要な総
合的かつ専門的支援を提供するため、障害者更生相談所と精神保健福祉センターの
両方の機能を持ち、障害種別や年齢を問わず医師、作業療法士、理学療法士などの
専門職による支援を訪問・巡回により提供する、地域リハビリテーションセンター
の整備を進めています。 
また、障害福祉サービス事業所等を併設することにより、発達障害や高次脳機能

障害の方も含め、地域の障害者支援拠点としての機能も充実させていきます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初）

・北部リハビリテーションセンター
 

・障害者更生相談所、精神保健福祉
センターの機能統合、拡充 

・中部リハビリテーションセンター
開設（H28.4 予定）、南部リハビ
リテーションセンター開設（H32
予定）

平成 29 年度 
（改定時） 

・北部リハビリテーションセンター、
中部リハビリテーションセンター、
障害者更生相談所南部地域支援室

・現状の取組の推進 
・（仮称）南部リハビリテーションセ
ンター開設（H32 末予定）（南部
地域支援室は廃止） 

 
■（仮称）総合リハビリテーションセンターの整備 

総合的な地域リハビリテーションの枠組みの構築に向けて、３か所の地域リハビ
リテーションセンターを統括する（仮称）総合リハビリテーションセンターの整備
を推進します。 
（仮称）総合リハビリテーションセンターについては、「障害者更生相談所」と「精

神保健福祉センター」を統合して設置し、法定業務や地域リハビリテーションセン
ターの統括を行うとともに、民間事業者を含めた全市的な支援の質の向上を図るた
め、リハビリテーション技術の普及・啓発に向け、企画・調整等を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・（仮称）総合リハビリテーションセ
ンターの整備に向けた取組

・（仮称）総合リハビリテーションセ
ンター開設（H32 予定） 

平成 29 年度 
（改定時） 

・（仮称）総合リハビリテーションセ
ンターの整備に向けた取組

・（仮称）総合リハビリテーションセ
ンター開設（H32 末予定）
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■発達相談支援センターの充実 
発達相談支援センターにおいて、発達障害児・者に対する相談支援、発達支援、

就労相談等、社会への適応力を高めるための子どもの段階から成人期まで一貫性の
ある相談支援を行います。合わせて、市内の関係機関とのネットワーク構築の中核
としてコーディネーション及び各種研修の実施や普及啓発を実施します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・発達相談支援センター（川崎区）
における各事業実施 

・発達相談支援センターを中心とし
た関係機関とのネットワークの構
築の推進 

・地域、総合リハビリテーションセ
ンターの整備に合わせた役割分担
の検討と推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・発達障害児・者に対する相談支援、
関係機関に対する研修やケースの
情報共有・引継等関係機関との 
ネットワークの構築、市民への普
及啓発等を目的に発達相談支援セ
ンターの運営を実施

・現状の取組の推進 

 
 

 発達障害とは 
発達障害者支援法では、『発達障害は自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎

性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であっ
てその症状が通常低年齢において発現するもの』と定義されています。 
発達障害のある方は、コミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手です。

また、複数の障害が重なって現れることもありますし、年齢や生活環境などによっ
ても症状は違ってきます。発達障害は多様であることに留意し、一人ひとりに合っ
た支援が必要です。 
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■発達障害への専門的支援 
多様な障害特性やニーズを持つ発達障害児・者に対する支援方法は、多職種連携

支援の重要性が益々高くなっています。このため、18 歳までの発達に配慮を要する
子どもの療育支援や診断を行う地域療育センター、学齢期以降の発達障害児・者に
対する発達相談や就労相談を行う発達相談支援センター及び成人期以降の日中活動
の場などを提供する発達障害者地域活動支援センター、児童相談所や小・中学校支
援級等の発達を含む配慮を要する子どもが集う場に対する機関支援を主に行う更生
相談所といった各関係機関が連携のもと、ケースの引継ぎや支援方法の共有・検証
を行うととともに、支援にあたる人材の育成や専門職によるきめ細かな支援等に取
組みます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・発達相談支援センターによる専門
相談 

・発達障害地域活動支援センターに
おける専門的支援 

・地域療育センターによる児童期の
専門相談支援 

・発達障害者支援研修の開催 
・発達障害者デイケアの実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・発達相談支援センター、発達障害
地域活動支援センター、地域療育
センター、更生相談所において相
談等の専門支援を実施 

・関係機関職員向け研修を実施 
・発達障害者デイケアについては、
モデル実施を経て、市内の様々な
地域や形態で当事者同士のグルー
プ活動に展開 

・地域のネットワーク構築と発達相
談に係る課題を協議することを目
的に、発達障害者支援地域連絡調
整会議を開催予定（H29）

・現状の取組の推進 
・地域における発達障害者グループ
活動への支援 

・地域支援の充実を図るため、ペア
レントメンター事業やかかりつけ
医向けの研修事業等の実施に向け
た検討と推進 
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■高次脳機能障害への専門的支援 
本市では、高次脳機能障害を持つ方の在宅での生活を支援するため、医療機関と

連携した支援ネットワークづくりや、支援を担う人材育成を含め、地域リハビリテ
ーションセンターと連携した生活支援体制の整備を順次進めていきます。 
高次脳機能障害のある方への支援は、各区保健福祉センターにおいて個別の相談

に応じているとともに、れいんぼう川崎及び地域リハビリテーションセンターにお
いて、専門的な相談や機能訓練、在宅リハビリテーション、訪問支援等を行ってい
ます。また、高次脳機能障害地域活動支援センターにおいては、通所や相談による
日常的な課題に対する専門的支援の提供を行っています。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・れいんぼう川崎及び北部リハビリ
テーションセンターにおける専門
的支援 

・高次脳機能障害地域活動支援セン
ターにおける専門的支援 

・高次脳機能障害支援者研修の開催

・高次脳機能障害に対する専門的支
援体制の拡充 

（中部リハビリテーションセンター
開設 H28 予定） 

平成 29 年度 
（改定時） 

・れいんぼう川崎、北部リハビリテ
ーションセンター、障害者更生相
談所南部地域支援室、中部リハビ
リテーションセンターにおける専
門的支援 

・高次脳機能障害地域活動支援セン
ターにおける専門的支援 

・高次脳機能障害支援者研修の開催

・現状の取組の推進 

 
 

 高次脳機能障害とは 
高次脳機能障害は、脳の損傷によって引き起こされる記憶障害、注意障害、遂

行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を特徴とし、日常生活や社会生活に
支障をきたす障害ですが、近年この障害の社会的認知が高まるにつれ、支援を必
要とする方の顕在化が急速に進んでいます。 
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■ひきこもり支援体制の充実 
ひきこもり状態の方への支援は、個々のひきこもりの状況に応じて、時間をかけ

て丁寧に支援していくことが求められており、教育や労働関係機関などの様々な分
野との連携も必要になります。今後もひきこもりの段階やニーズにこたえられるよ
う、ひきこもり地域支援センターの整備等、支援体制の充実を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・区保健福祉センターや精神保健福
祉センター内『思春期・ひきこも
り相談』での相談、支援の実施 

・地域活動支援センターにおける支援

・地域リハビリテーションセンター
整備と連携したひきこもり相談の
充実 

平成 29 年度 
（改定時） 

・区保健福祉センターや精神保健福
祉センター内『思春期・ひきこも
り相談』での相談、支援の実施 

・地域活動支援センターにおける支
援 

・北部リハビリテーションセンター、
南部地域支援室、中部リハビリテ
ーションセンターと連携した支援

・現状の取組の推進 
・福祉センター跡地活用施設（川崎
区）において、ひきこもり地域支
援センターの整備（H32 末予定）

 
 

 ひきこもりとは 
ひきこもりとは、「あきらかな精神疾患等によるものではなく、なんらかの出来

事をきっかけに、６か月以上にわたり社会生活を回避し、家庭にとどまり続けて
いる状態」と「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」に定義されてい
ます。外出していたとしても他者と交わらない場合もひきこもりの状態と考えら
れています。 

 

■難病患者への支援 
各区役所保健福祉センターや各地区健康福祉ステーション等において、相談窓口

や制度・福祉サービスの案内を行い、難病を患う方の生活上の必要に応じて制度や
福祉サービスが活用されるよう取組みます。 
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③地域自立支援協議会 

■地域自立支援協議会の充実 
本市では、各区と市に地域自立支援協議会を設置しています。区地域自立支援協

議会は基幹相談支援センターと区保健福祉センターを中心に地域相談支援センター
と共同で運営を行うことで、区地域自立支援協議会の運営体制を強化し、個別の支
援から抽出された課題の共有、その解決に向けた協議を行っています。また、区の
段階で解決が困難な課題については、専門部会を設置するなど、全市的に検討すべ
きテーマとして市地域自立支援協議会において検討を行い、課題解決に向けた社会
資源の開発・改善や計画策定に関する重要事項について、市に対して提言を行って
います。 
今後も、区地域自立支援協議会を中心に幅広く地域の関係者が参加することで、

障害児・者の地域生活を支援するための共通の目的、地域課題等の情報を共有して、
課題解決に向け具体的に実働するよう取組んでいくとともに、地域自立支援協議会
の役割の整理を行い、「情報機能」「調整機能」「開発機能」「教育機能」「権利擁護機
能」「評価機能」をそれぞれ発揮できるよう取組んでいきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・全市を統括する協議会と各区に協
議会を設置 

・区保健福祉センターと相談支援セ
ンターの連携による各区協議会の
運営 

・必要に応じて市協議会に専門部会
を設置 

・役割の整理と各機能の発揮に向け
た取組 

平成 29 年度 
（改定時） 

・全市を統括する協議会と各区に協
議会を設置 

・区保健福祉センターと相談支援セ
ンターが連携して各区協議会を運
営 

・特定の課題に取組むため、市協議
会及び各区協議会に専門部会を設
置 

・役割の整理と各機能の発揮に向け
て、『川崎市地域自立支援協議会運
営の手引き』を改訂（H27）

・役割の整理と各機能の発揮に向け
た取組 

  



 

 86 

第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

「地域自立支援協議会」は、障害のある方が暮らしやすい地域づくりを目指して、
地域の様々な立場の人たちが集まって話し合う会議のことです。たとえば・・・ 

生活の中で困ったことがあった
ときには、相談支援センターや保
健福祉センターなどに相談する
ことができます。 

 

～ 相談 ～ 

障害当事者 

サービス提供事業者 

相談支援センター 保健福祉センター

障害児の保護者

専門相談機関

保健・医療関係者 雇用関係機関

～ 区地域自立支援協議会 ～ 

 うちの施設は夕方５時
以降なら空いているの
で、△△△をやってみ
ましょうか？ 

 □□□についてはＡ区だ
けで解決するのは難しそ
うですね。市地域自立支
援協議会に課題として上
げましょう。 

④ 

区地域自立支援協議会は、地域の様々な立場の人が参加しています。個別支援会議
等で解決できない課題を地域全体の課題としてみんなで共有し、その解決に向けて
地域に働きかけたり、新しいサービスを作ったりします。区で解決できない課題は、
市地域自立支援協議会に市全体の課題として上げます。 

よくわかる「地域自立支援協議会」 

①  
 

△△△なことで 
困っている人が 
いるんだけど… 

 私も同じことで困って
いる人を知っているよ。
区地域自立支援協議会
で話し合ってみようか。

③ 

個別支援会議等で解決で
きない課題は、区地域自
立支援協議会に地域の課
題として上げます。 

① 

サービス提供事業者

②

～ 個別支援会議 ～ 

本人の希望する生活を実現するため、相談
支援事業者やサービス提供事業者などの関
係者が集まって、本人の支援に関する話し
合い（個別支援会議等）を行います。 

 △△△はこのメン
バーだけでは解決
できませんね・・・

 身体介護を週３回
利用してはどうで
しょう？ 

本人・家族

相談支援事業者 

保健福祉センター

＊＊＊なことで困っている 
のですが… 

地域住民 

…等 
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～ 市地域自立支援協議会 ～ 

⑤ 

市地域自立支援協議会は、各区地域自立支援協議会の代表をはじめ、市内の様々
な関係機関が参加しています。区では解決できない課題について調査や協議など
を行い、社会資源の開発・改善や施策提言に結び付けていきます。 

地域自立支援協議会で様々な取組、新たなサ
ービスを生み出したり、施策に反映したりし
ます。 ⑥ ⑦

地域自立支援協議会の活動を通
して、障害のある人が暮らしや
すい地域づくりを目指します。 

情報機能 

調整機能 

開発機能 

教育機能 

権利擁護機能 

評価機能 

地域の課題や社会資源を共有したり、地域のニーズを発信したり
します。 

＜地域自立支援協議会の６つの機能＞

社会資源の調整や地域課題の整理、課題解決に向けての手段とプ
ロセスの確認などを行います。 

地域や行政などに働きかけて、社会資源の開発・改善や施策提言
などを行います。 

事例検討や研修などを通して、地域自立支援協議会の構成員の資
質向上を図ります。 

虐待や消費者被害などの権利侵害を防止するための取組を行い
ます。 

相談支援事業者が中立・公平な立場から適切な相談支援活動を行っ
ているか評価します。 

 この部分は施策を変えな
いと解決できそうにない
ので、もう少し実態を調
べてみてはどうでしょう
か？ 

 この課題はほかの区から
も上がってきているので、
○○○に改善できないか
お願いしてみましょう。 
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施策２ 子どもの育ちに寄り添う支援体制の充実 

 
 

● 障害のある子どもに対する支援は、持てる能力や可能性を伸ばしていけるような
支援をしていくという意味では、障害のない子どもに対する支援と同じであり、で
きる限り身近な地域で様々な子どもとふれあいながら育っていけるようにすること
が大切です。 

● 育ちの段階に応じて個人の特性に合った支援を受けることが重要であり、保健福
祉センターでの健康診査や相談支援をはじめとして、地域療育センター、児童発達
支援事業、放課後等デイサービス事業などにおいて、質の高い療育を提供するとと
もに、小・中学校、高校、特別支援学校などの学びの場において、本人の障害の状
態や教育的ニーズに応じた支援を提供しており、乳幼児期から青年期までのライフ
ステージごとの様々な支援に努めています。 

 
 
 

● 落ち着きがない、他の子とうまくコミュニケーションがとれないなど、発達に心
配がある子どもが増えており、発達障害児に対する支援の一環として、これまで以
上に幅広い子どもを視野に入れた取組が求められています。 

● 子どもは、家庭の中で少しずつ生活スキルや社会のルールを覚え、家族に見守ら
れながら社会に巣立って行きます。このため、子どもの健やかな育ちには、安心し
て過ごすことができる家庭が大切ですが、障害のある子どもを育てることで家庭が
大きな不安感や負担感を抱き、悩み苦しむことになってしまっては、子どもにとっ
ても家族にとっても望ましいことではありません。このため、障害のある子どもの
支援は、家庭への支援と一体的に進めていく必要があります。 

● 障害のある子どもの健やかな育成のためには、子どものライフステージに沿って、
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携を図り、
切れ目のない一貫した支援を提供する体制づくりの充実が求められています。 

また、平成30（2018）年４月には児童福祉法の改正が施行され、障害児のニー
ズの多様化へのきめこまかな対応に努める必要があります。 

 
 
 

● 子どもと家庭への支援は、様々な視点から、子どもの育ちに沿った一貫性のある
支援が提供されるために、障害者支援施策や教育などの多様な施策と連携を図り総
合的な支援が提供される体制づくりを進めます。  

状 現 

性向 方 の 後 今 

題 課 
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①相談支援体制 

■障害児支援ネットワークの連携強化 
子どもが成長していくにつれて、育ちの場も関わる人も変わっていくことになり

ますが、乳幼児期、学齢期、青年期から成年に至るまで、一貫した支援が行われる
ことが求められます。そのためには、区役所、児童相談所、地域療育センターなど
を中心に、福祉、保健、医療、教育、さらには就労などの関係者・関係機関が連携
していくことが重要であることから、支援体制の整備及び支援ネットワークのより
一層の強化を図っていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・区役所、児童相談所、地域療育セ
ンター、教育委員会、母子保健担
当等の関係部署と相談窓口の明確
化を目的として発達障害児検討ワ
ーキングを実施（H28） 

・地域のネットワーク構築と発達相
談に係る課題を協議することを目
的に、発達障害者支援地域連絡調
整会議を開催予定（H29）

・発達障害者支援地域連絡調整会議
の開催及び協議結果に基づく取組
の推進 

 
■総合的な相談窓口機能の充実（再掲） 

（76 ページ参照） 
 
■地域療育センターの充実 

地域療育センターは、児童福祉法において、「児童発達支援センター」の機能を有
する施設として位置付けられ、障害のある子どもや発達に心配のある子どもの地域
における生活の充実に向けて、相談支援を基軸として各種サービスの利用支援を行
うとともに、家庭や保育所・幼稚園、学校等の関係機関に対する療育支援機能を果
たしながら、子どもと家庭に対する総合的なマネジメント機能を有する専門機関で
す。市内４か所の地域療育センターを地域における中核的な支援施設として位置付
け、障害の重度化や多様化にも対応し、引き続き、医療・専門療育機能や発達障害
児に対する専門的相談機能の充実・強化に向けて取組んでいきます。 
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 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内４か所 
（川崎区、中原区、宮前区、麻生
区） 

・児童発達支援センターである地域
療育センターの充実に向けた検討
と展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・北部地域療育センターを指定管理
施設として運営を開始し、市内 4
か所の地域療育センターが全て民
営として運営を実施（H27～） 

・所長との連絡会を年 4 回開催し、
課題等を共有するとともに、支援
の充実に向けた検討を行ってお
り、医師やケースワーカーの増員
による相談体制の充実、保育所等
訪問支援事業の開始等を実施

・児童発達支援センターである地域
療育センターの充実 

 
■発達相談支援センターの充実（再掲） 

（81 ページ参照） 
 

■障害児相談支援の充実（相談支援の強化） 
障害のある子どもが通所サービスや障害者総合支援法による居宅介護等のサービ

ス等を利用する場合、指定障害児相談支援事業者や指定特定相談支援事業者が、支
給決定の根拠となるサービス等利用計画を作成することが必要となります。 
より身近な地域で必要な時に安心して相談支援が受けられるよう、障害児の相談

支援の充実に向け取組みます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・各地域療育センター
 （障害児の専門相談支援機関） 
・障害児相談支援事業所 37 か所 
 （H27.３.１現在） 

・地域における相談支援体制の充実

平成 29 年度 
（改定時） 

・各地域療育センター
 （障害児の専門相談支援機関） 
・障害児相談支援事業所 48 か所
（H29.４.１現在）

・地域における相談支援体制の充実
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②療育 

■乳幼児健康診査事業及び検査事業の充実 
妊娠期の健康や乳幼児の成長発達の状態を確かめ、子育ての悩みなどの相談を受

ける機会である各種健康診査事業の受診率向上を図るとともに、継続して支援の必
要な家庭への相談支援体制の充実に努めます。また、疾病や障害を早期に発見し治
療や療育につなげることで障害の発生や重症化を防ぐことができる先天性代謝異常
等検査や視聴覚検診等について充実を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・各区保健福祉センター及び医療機
関において実施

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・母子保健事業の再構築（H28）
 3 か月健診を各医療機関で実施 
 個々の健診内容の見直し・充実 
・医療機関との連携を深め、支援の
必要な家庭の早期発見及び相談支
援の充実に向けた取組の推進 

・母子保健情報管理システムの稼働
により未受診者の早期把握が可能
となったことから、積極的な受診
勧奨による受診率の向上

・現状の取組の推進 

 
■障害の発見から療育支援までの連携促進 

各種健康診査や医療診断等によって発見された障害の疑いのある子どもに対し、
地域療育センターにおいてできるだけ早期から家族に対する相談、医学的検査・診
断等の支援を行うことにより、保護者等が安心して主体的な育児ができるよう関係
機関の連携を促進していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・各区保健福祉センターにおいて実施
・各地域療育センターにおいて実施

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・各区保健福祉センターにおいて実施
・各地域療育センターにおいて実施

・現状の取組の推進 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■質の高い療育の提供 
０歳から 18 歳までの、障害のある、又は障害が疑われる子どもたちや家族への総

合的・継続的な相談・療育の専門的支援機関として、地域療育センターの機能の充
実に向け取組みます。また、身近な地域で質の高い療育の提供をする児童発達支援
事業、医療型児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業及び、保育所等訪問支
援事業の充実に向け取組みます。本市では、障害者総合支援法に基づく日中一時支
援（障害児・者一時預かり）も含めて、発達段階に応じた質の高い療育の提供及び
拡充に向け取組みます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域療育センター ４か所
・児童発達支援事業所 14 か所 
・医療型児童発達支援事業所 
 ４か所（地域療育センターのみ）
・放課後等デイサービス事業 
25 か所 

・日中一時支援（障害児・者一時預
かり）事業所 14 か所 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・地域療育センター ４か所
・児童発達支援事業所 51 か所 
・医療型児童発達支援事業所 
 ４か所（地域療育センターのみ）
・放課後等デイサービス事業  
 104 か所 
・保育所等訪問支援事業所 ４か所
・日中一時支援（障害児・者一時預
かり）事業所 18 か所 

・現状の取組の推進 
・質の高い放課後等デイサービスの
提供のため、本市独自のガイドラ
インを策定（H30） 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

③地域生活・住まいの支援 

■障害児入所施設機能支援の提供 
障害児入所施設は、重度・重複障害や被虐待児等障害の状況や保護者等の諸事情

により家庭での生活が難しい障害のある子どもに対し、「福祉型障害児入所施設」（中
央療育センター）と「医療型障害児入所施設」（ソレイユ川崎）として、様々なニー
ズに対応した専門的機能の強化を図りながら、入所による日常生活上の支援を提供
します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・福祉型障害児入所施設
（中央療育センター）定員 50 人

・医療型障害児入所施設 
 （ソレイユ川崎）定員 100 人 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・福祉型障害児入所施設
 （中央療育センター）定員 50人 
・医療型障害児入所施設 
 （ソレイユ川崎）定員 100 人

・現状の取組の推進 

 
■短期入所による在宅支援 

保護者や家族の入院や通院、兄弟姉妹のための学校行事、冠婚葬祭や地域活動へ
の参加等、在宅生活をする上での様々な場面や、子どもが将来の自立生活に向けた
経験を蓄積するための短期入所サービスを提供します。また、障害者支援施策と連
携し事業の充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・福祉型障害児入所施設
（中央療育センター）定員 10 人

・医療型障害児入所施設 
 （ソレイユ川崎）定員 20 人 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・福祉型障害児入所施設
（中央療育センター）定員 10 人

・医療型障害児入所施設 
 （ソレイユ川崎）定員 20 人 

・現状の取組の推進 

 

  



 

 94 

第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■ともに育つ場の整備（自主的地域活動の支援） 
少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が

大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独
感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進し、
子育ての不安感等の緩和や、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、
地域子育て支援センター事業を実施しています。また、こども文化センターでは、
地域と連携した乳幼児グループの育成・支援や、乳幼児親子の集いの場の提供など
を行っています 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域子育て支援センター
 53 か所 
・こども文化センター 59 館 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・地域子育て支援センター 53 か所
・こども文化センター 58 館 

・地域子育て支援センター 
 53 か所 
・こども文化センター 59 館 
（H32.4 新小杉こども文化センター
開設予定）

 
■地域の子育てグループなどへの専門的支援 

子育てに困難が感じられる子どもたちの中には、成長や発達段階に応じた専門的
な相談や支援を必要とする子どもがいる場合もあることから、各区の保健福祉セン
ター、地域療育センターなどと連携した地域の子育てグループなどへの支援や、こ
れらを主催するＮＰＯ法人などとの連携を推進します。 
また、障害のある子ども達が地域の子育てグループに安心して気軽に参加できる

よう、地域の理解の促進と専門機関等による支援の充実を図ります。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・保健福祉センターや地域療育セン
ター等の職員を派遣 

・地域講座の開催 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・保健福祉センターや地域療育セン
ター等の職員を派遣 

・地域講座の開催

・現状の取組の推進 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

④教育環境・教育活動 

■就学相談の充実 
総合教育センター内の特別支援教育センター相談室を窓口として、特別な教育的

支援が必要な次年時就学幼児の就学相談を行います。相談の中では、子どもの教育
的ニーズを把握し、保護者の意見を傾聴し、専門家の意見や学校地域の状況を踏ま
えて、保護者との合意形成を基本に学びの場を決定していきます。 
地域療育センターとも連携を密に行いながら、就学説明会を実施したり、保護者

との相談を実施したりしていきます。 
かわさきサポートノート（個別の支援計画）については、関係機関と連携しなが

ら、有効な活用に繋げます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・特別支援教育センターにおいて相
談を実施 

・就学説明会を６回開催 
・特別支援学校と小・中学校の特別
支援学級でサポートノートを作成

・就学前を含むかわさきサポートノー
ト作成により、かわさきサポート
ノートを活用した学習環境調整 

平成 29 年度 
（改定時） 

・かわさきサポートノートについて
は、試行期間（H26～H28）にお
ける意見等を踏まえ、作成を予定
（H29） 

・就学説明会では、教育用サポート
ノートの説明を行い、就学先で有
効に活用できるように周知 

・かわさきサポートノートの活用の
推進 

・地域療育センターとの十分な連携
と就学説明会の実施 

・就学説明会の配布資料等について
の工夫改善 

・教育用サポートノートについて、
学習指導要領改訂に併せて、必要
な見直しを実施 

 
■教育相談の充実 

各学校における教育相談や支援体制をさらに充実させていくために、児童支援コー
ディネーター及び特別支援教育コーディネーター（以下「児童支援コーディネーター
等」という。）必携の改訂や連絡会議の内容等を見直し工夫していきます。また、総
合教育センターの研修や校内の職員研修の機会などを通して、保護者との教育相談の
進め方、学校で可能な一次支援の大切さや、合理的配慮の提供、合理的配慮の提供の
前提となるユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業作り等について、積極的に
発信することで、教職員の相談対応能力向上に努めます。 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・特別支援教育センターにおいて相
談を実施（相談件数の増加） 

・特別支援学校と小・中学校特別支
援学級でサポートノートを作成 

・外部の専門機関との連携による適
切な支援の実施 

・療育・教育・福祉と一貫したかわ
さきサポートノート（個別の支援
計画）を検討 

平成 29 年度 
（改定時） 

・特に就学相談については、地域療
育センターと常に十分な情報交換
を実施 

・就学前機関で受けていた支援を、
適切に就学先に繋げるように支援

・児童支援コーディネーター等の必
携や連絡会議のさらなる充実 

・総合教育センターが主催する研修
の充実 

・指導主事が学校で行う、校内職員
研修の充実 

 
■教員の専門性の向上 

特別支援教育に関わる教員への専門的な知識と指導力の向上に向け、特別支援学
級新担任者研修、担任者２年目研修、通級指導教室担任者研修、特別支援教育コー
ディネーター養成研修等を体系的に実施するとともに、学校現場のニーズの即した
専門的な希望研修を実施し、教職員のスキルアップにつなげます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・総合教育センターの研修の体系化
・特別支援学校の公開研修会へ他局
職員の参加 

・特別支援学校のセンター機能の充
実（小・中・高への支援、公開研
修、教材の貸出） 

・特別支援学校区分の教員採用
・他局との研修の相互乗り入れの促進
・こども家庭センターの専門家を活
用した学校支援の充実 

・特別支援学校区分の教員採用によ
る特別支援学校の専門性の向上と
小・中学校支援機能の向上 

平成 29 年度 
（改定時） 

・特別支援学校区分での教員採用の
実施の継続 

・他局との研修の相互乗り入れの促
進について、引続き検討中 

・障害者更生相談所の専門職を活用
した学校支援の充実 

・特別支援学校の公開研修による特
別支援学級教員への支援 

・特別支援教育ステップアップ研修
の充実 

・特別支援教育に関わる「特設研修」
の継続実施 

・特別支援学校採用枠教員の研修の
充実 

・特別支援学校や通級指導教室が実
施する研修との連携 

・特別支援学校及び通級指導教室の
センター的機能担当教員の計画巡
回の実施 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

■地域の学校における特別支援学級の整備 
障害のある子どもの学習の場については、本人の障害の状態や教育的ニーズに応

じて、学校全体の指導体制の工夫やきめ細やかな対応に取組みます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎高附属中を除く小・中学校に
特別支援学級を設置 

 

・小学校における児童支援活動推進
校の取組や中学校における特別支
援教育推進モデル校の実践を通じ
た、通常の学級における発達障害等
の児童・生徒への効果的な校内支
援のあり方の発信及び普及 

・特別支援学校のセンター的機能を
活用し、障害種別に応じた研修の
充実 

・こども家庭センターや療育センター
の専門職（作業療法士・理学療法
士・言語聴覚士）との連携により、
障害に応じた指導の充実を図り、サ
ポートノートの作成と活用の推進 

・交流及び共同学習の研究推進校の
教育課程、教育環境などの研究成
果を発信し全市で共有 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市立田島支援学校、市立中央支援
学校、市立聾学校において、地域
支援部運営の公開研修会を実施 

・地域療育センターの作業療法士、
理学療法士、言語聴覚士が就学し
た児童への一貫した指導の継続を
目的に小学校への支援を実施。 

・更生相談所の専門職が小・中学校
の要請に応じて助言を行う要請訪
問を実施 

・交流及び共同学習の研修成果を発
信（H26・27）

・現状の取組の推進 
・特別支援学校センター的機能担当
による重度の障害のある児童生徒
が在籍する特別支援学級への計画
巡回訪問支援を実施 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■特別な教育的ニーズのある児童生徒への支援 
小・中・高等学校に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒の支援の充実を

図るため、全ての学校に校内委員会を設置し、小学校では児童支援コーディネータ
ー、中・高等学校では特別支援教育コーディネーターを核とした校内支援体制の構
築を促進します。特別支援教育サポーター（教員経験者や学生）を学校からの申請
に基づき教員の補佐として配置し、支援の必要な児童生徒の日常生活の介助や学習
支援を行います。また、通常の学級に在籍する移動等に介助が必要な児童生徒に対
しては補助指導員を配置して支援します。さらに、巡回相談員（心理の専門職）・巡
回指導員（教員ＯＢ）・高等学校支援員（心理の専門職）を派遣して、教職員に専門
的な助言を行い、適切な支援につなげます。通級指導教室及び特別支援学校のセン
ター的機能を強化し、通常の学級及び特別支援学級を訪問して特別な教育的ニーズ
のある児童生徒への適切な支援について助言を行い、学校の支援力の向上を図りま
す。小・中学校等において看護師が訪問して医療的ケアを行う事業を実施していま
す。教育設備については多目的トイレの設置・エレベーターの設置等を行い、バリ
アフリー化を進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・特別支援教育サポーター120 人分
配置 

・補助指導員の配置 
・モデル校による特別支援教育体制
整備の取組 

・通級指導教室の整備計画の推進 
（小学校には言語と情緒を７区に設
置、中学校には情緒を南・中・北
部に設置） 

・小学校全教員へ理解啓発のパンフ
レット配布 

・小・中学校等における看護師訪問
による医療的ケアの実施（11 名）

・特別支援教育サポーターの研修等
による支援力の向上 

・小学校児童支援コーディネーター
専任化事業の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・特別支援教育サポーターの適切な
配置と高等学校への配置拡充 

・全小学校に児童支援コーディネー
ターを専任化（H29） 

・小・中学校等における医療的ケア
支援事業を拡充（H28） 

 「週１回 90 分まで」⇒「１回 90
分を週２回（又は週１回 180 分）
まで」 

・補助指導員の配置 
・高等学校支援員の派遣（H29） 
・通級指導教室のセンター的機能担
当教員を情緒関連通級 10 教室に
各１名配置 

・特別支援学校２校にセンター的機
能（地域支援）担当教員を各２名
配置 

・児童支援コーディネーター等のス
キル向上と活動の充実 

・巡回相談員、巡回指導員、通級指
導教室センター的機能、特別支援
学校センター的機能（地域支援）
の活用による学校の支援力向上 

・特別支援教育サポーターの適切な
配置 

・医療的ケアが必要な児童生徒の実
情に合わせた支援の実施 

・補助指導員の適切な配置 



 

 99

第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

■特別支援学校等の機能の充実 
特別支援学校は、平成 19（2007）年４月施行の学校教育法等の一部改正により、

それまでの盲・聾・養護学校が制度上一本化され特別支援学校となり、地域の小・
中・高等学校等に対する特別支援教育のセンター的機能を持った学校としても位置
付けられたことから、その専門性を生かし、公開研修会の開催・専門性の高い教員
によるアドバイス・教材の貸出など地域の特別支援教育の支援ネットワークを構築
します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域の特別支援教育のセンター的
機能実施（小・中・高等学校の相
談・支援、公開研修会、教材貸出
等） 

・田島支援学校分校含む、市立４校
（市立田島支援学校に肢体教育部
門設置）、県立３校（H26） 

・特別支援学校における専門職との
連携を促進し、小・中・高等学校
に在籍する重度の障害児童生徒や
担任に対する支援の充実 

平成 29 年度 
（改定時） 

・特別支援学校センター的機能担当
者を配置（H29） 

・特別支援学校に理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士を教員枠とし
て採用（H29） 

・重度の障害のある児童生徒が在籍
する市立小・中学校特別支援学級
の担任に対し、専門的かつ具体的
な助言を行うため、センター的機
能担当者が計画的に巡回訪問を実
施（H29） 

・平成 29 年度より開始した、セン
ター的機能担当者による計画巡回
訪問支援の充実 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■特別支援学校高等部の充実 
特別支援学校知的障害教育部門高等部への進学希望者の増加傾向に対応するため

に、神奈川県教育委員会と連携協議を行い、特別支援学校の教育内容に適した希望
者を受け入れるための中学校での適切な進路指導のあり方と、特別支援学校の教室
環境の整備について検討していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・高等部における軽度の知的障害生
徒の増加傾向 

・高等部における障害の重度化、多
様化 

・中学校・特別支援学校進路相談連
絡会を通じた情報交換と希望者を
受け入れるための調整を実施 

・聾学校内に職業教育を中心とした
中央支援学校高等部の分教室開設

・田島支援学校の再編整備による受
け入れ定員の拡充（H26） 

・分教室の拡充により生徒の受入枠
を増やし社会自立の促進を推進 

・県教育委員会との連携による高等
部生徒の受入枠の拡充 

・作業療法士や理学療法士等の専門
職との連携により、障害の重度の
生徒に対する自立活動の充実 

・県立特別支援学校との間で、スクー
ルバスの運行エリアを調整し、効
率的な運行の実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市立聾学校内にある市立中央支援
学校分教室の入学者数を拡充
（H29） 

・田島支援学校再編整備により、高
等部生徒の受け入れ枠を拡充
(H26) 

・自立活動に対する助言が充実する
ように理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士を特別支援学校の教員
として採用（H29） 

・県立特別支援学校との間で、通学
区域の確認を実施

・現状の取組の推進 
・生徒の支援ニーズに応じた進路決
定のための進路指導の充実 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

■高等学校での特別支援教育の充実 
障害のある生徒の入学に対しては、状況に合わせて、必要な施設設備の改修につ

いて検討するとともに、高等学校支援員を計画的に派遣し、支援の充実を図ります。
また、市立高校のさらなる特別支援教育推進のため、コーディネーターの研修の充
実を図ります。特別支援教育サポーターを適切に配置し、教育的ニーズのある生徒
に対して、学校での日常生活の支援や社会性の育成等の支援を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・全ての市立高等学校における特別
支援教育コーディネーターの指名

・コーディネーター養成研修会・連
絡協議会への参加 

・特別支援学校のセンター的機能の
活用 

・巡回相談員や巡回指導員の派遣 

・高等学校の特別支援教育の推進に
向けて、基礎調査及びさらなる校
内体制の充実 

平成 29 年度 
（改定時） 

・高等学校支援員（心理職）の計画
派遣及び特別支援教育サポーター
を高等学校に配置拡充（H29） 

・中学校の特別支援教育コーディネー
ターとの連携強化と適切な支援の
引継ぎ 

・高等学校支援員の計画的な派遣 
・特別支援教育サポーターの適切な
配置 

 
■障害者の生涯学習の場の充実 

平和・人権学習や市民自主学級等において、障害への理解を深める学習機会を提
供するとともに、生涯学習の機会に障害者が参加しやすいような取組を進めていき
ます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・教育文化会館・各市民館・各分館、
計 13 か所で、各種社会教育振興
事業を実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・教育文化会館・各市民館・各分館、
計 13 か所で、各種社会教育振興
事業を実施 

・現状の取組の推進 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■地域における社会生活技術の習得支援 
社会生活を営むために必要とする基礎的な知識・生活技術の習得、地域との交流

を進めるため、体験活動や交流等の学習機会の充実を図ります。また、それらの場
を支えるボランティアの研修機会を提供します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障がい者社会参加活動（青年教室）
を教育文化会館・各市民館、計７
か所で８事業実施

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障がい者社会参加活動（青年教室）
を教育文化会館・各市民館、計７
か所で７事業実施

・現状の取組の推進 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

⑤進路支援 

■職業教育・進路相談の充実 
特別支援学校では、卒業後の社会生活を踏まえて、働く意欲や職業に関する知識

や技能、態度などを育てる指導を重視します。このため、教育課程の編成において
は、幼稚部や小学部からの系統的なキャリア在り方生き方教育の充実に取組むとと
もに、発達が進むにつれて作業学習や産業現場等での実習など、実践的な経験を広
げ、将来の職業生活に必要な知識、技能、態度を育てていく授業を展開していきま
す。また、福祉･労働機関と連携した個別の移行支援計画の普及に取組みます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・分教室を開設し、働く意欲や態度
の育成とともに自尊感情、規範意
識、人と関わる力の育成を目指し
た専門教育を実施 

・県の緊急雇用事業を活用した特別
支援学校就労支援員2名配置によ
る新たな障害生徒の受入企業の開
拓 

・市立養護学校高等部にコースを導
入し、生徒に応じた職業教育を実
施（H24） 

・田島支援学校高等部にコース制を
導入し、校内実習施設（喫茶とベー
カリー）における日常的な職業実
習を実施（H26） 

・企業就労した卒業生に対する特別
支援学校就労支援員による職場定
着支援を強化 

・中学校の特別支援学級在籍生徒や
その保護者へ企業就労についての
情報提供、生徒の働く意欲の育成、
保護者の理解促進 

・田島支援学校に設置された喫茶店
とベーカリー（就労支援事業所）
における職場実習による働く意欲
や職業技能の向上 

・田島支援学校高等部のコース制の
充実と社会自立を目指した教育の
あり方の検討 

・企業への就労を目指した中央支援
学校分教室の拡充について検討 

平成 29 年度 
（改定時） 

・企業就労した卒業生に対して、就
労支援員が職場訪問し、定着のた
めの支援を実施 

・中学校において、職業体験を実施
・特別支援学校中学部において、職
場見学を実施 

・田島支援学校内に設置されたベー
カリーにおける職場体験の実施 

・田島支援学校高等部において、生
徒の教育的ニーズに合わせ、５コー
ス制を実施。生徒の実態に合った
あり方を検討 

・中央支援学校分教室の施設改修・
定員の拡充 

・特別支援学校の保護者へ高等部卒
業後の進路についての情報提供、
進路学習会の実施 

・現状の取組の推進 
・卒業後に就労や生活面において外
部相談機関と連携が図れるよう、
在学時の進路指導を充実 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■大学等の教育環境の検討 
大学・短大への入学を希望する障害者に情報提供を行います。また、大学・短大

等に対しては、必要に応じて障害特性に配慮した環境整備や支援方法などについて、
関係機関とともに相談・助言等を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・大学・短大の担当者と高校の進路
担当が受験に際しての環境整備や
支援方法について、情報の提供と
対応を検討 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・高等学校支援員の巡回による個別
の指導計画の作成支援（H29） 

・全市立高等学校の特別支援教育コ
ーディネーターに対し、個別の指
導計画に基づく一人ひとりの教育
的ニーズに応じた進路情報の提供
や進路先への引継ぎの必要性を発
信 

・高等学校支援員の巡回による個別
の指導計画の作成促進及び活用 

・教育的ニーズに応じた進路相談や、
引継ぎを行うための特別支援教育
コーディネーター・進路担当・担
任の連携強化 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

⑥家庭・保護者への支援 

■保育・療育の場の充実 
地域の子どもたちと共に育つ観点から、身近な場所で専門的な相談と多様な療育

が受けられるよう支援体制の整備を進めます。このため、保育所や幼稚園における
統合保育・教育の一層の充実を図り、障害のある子どもと家庭への支援を進めるた
め、地域療育センターを中心として関係する教育機関や医療機関等との連携の強化
に努めます。 
また、発達障害への対応については、保育所や幼稚園を対象として発達相談支援

コーディネーター養成研修を実施し、発達障害のある子どもとその家族への支援を
充実させるとともに、園内や地域での支援体制の構築に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・保育所からの訪問依頼に基づき、
各園を巡回訪問の上、職員による
支援への助言等を行う保育相談員
を配置 

・私立幼稚園からの訪問依頼に基づ
き、各園を巡回訪問の上、教職員
による支援への助言等を行う幼児
教育相談員を配置 

・保育所、幼稚園等における障害児
保育、教育を実施 

・発達相談員の配置 
・発達相談支援コーディネーター養
成研修を実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・保育相談員、幼児教育相談員の配
置 

・保育所・幼稚園職員向けに障害児
保育研修を実施 

・発達相談員の配置 
・発達相談支援コーディネーター養
成研修を実施 

・現状の取組の推進 
・保育所等訪問支援等の実施による
保育所等における障害児受け入れ
体制の支援の推進 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■家族や保護者に対する支援 
障害のある方が地域で安心して生活するためには、地域において家族を含めた支

援を行うことが必要です。特に子どもの場合は、家族との関係性の中で育っていく
重要な時期であることから、保護者への相談・支援、心理的なケアやカウンセリン
グ、養育支援、保護者同士の交流、兄弟姉妹への支援、レスパイト等の支援を充実
させていきます。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域療育センター、発達相談支援
センターにおける相談支援を実施

・ファミリーサポートの実施及び従
事者養成研修の実施

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・地域療育センター、発達相談支援
センターにおける相談支援を実施

・ファミリーサポートの実施及び従
事者研修の実施

・現状の取組の推進 

 
■地域における放課後や夏休み等の支援 

放課後や夏休み等を過ごす場を提供するため、こども文化センター事業を実施す
るとともに、保護者が就労等によって昼間家庭にいない児童を含めた全ての小学生
が、学校施設を利用し、地域の中で健全な遊びを中心とした活動をする場を提供す
ることで、放課後の居場所づくりを支援するため、わくわくプラザ事業を実施しま
す。支援を必要とする児童の場合は、よく相談させていただき、その状況によって
はスタッフの増員なども考慮しながら対応していきます。 
また、わくわくプラザ終了後、保護者の就労等により午後６時までに児童のお迎

えが困難な場合に、わくわくプラザ室において、午後 7 時まで児童の居場所及び安
全を確保する子育て支援・わくわくプラザ事業も実施します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・こども文化センター 59 館
・わくわくプラザ 113 か所 
・放課後等デイサービス事業 
25 か所 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・こども文化センター 58 館
・わくわくプラザ 113 か所 
・放課後等デイサービス事業 
104 か所 

・こども文化センター 59 館
（H32.4 新小杉こども文化センター
開設予定） 

・わくわくプラザ 114 か所 
（H31.4 小杉駅周辺地区新設小学
校わくわくプラザ開設予定） 

・放課後等デイサービス事業 
104 か所以上 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

■障害のある中高生への放課後等の支援 
障害のある中高生の放課後や長期休暇中の余暇活動の支援を行いながら、社会に

適応する日常的な訓練を行うため、障害児タイムケアモデル事業を実施しています
が、障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づく日中一時支援事業や改正児童福
祉法に基づく放課後等デイサービス事業等への移行を進めていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・タイムケアモデル事業 12 か所
・放課後等デイサービス事業 
25 か所 

・日中一時支援事業 14 か所 

・タイムケアモデル事業の放課後等
デイサービス事業への移行を含め
て、日中支援の場の拡充に向けた
検討 

平成 29 年度 
（改定時） 

・タイムケアモデル事業 9 か所
（３か所は他事業所へ移行済） 
・放課後等デイサービス事業 
104 か所 

・日中一時支援（障害児・者一時預
かり） 18 か所 

・タイムケアモデル事業の放課後等
デイサービス事業等への移行を含
めて、日中支援の場の拡充の推進
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

施策３ 地域生活支援の充実 

 
 

● 支援の必要な障害者の増加や発達障害等の障害の多様化への対応をはじめ、高齢
障害者の増加と家族の高齢化が進行しています。 

 
 
 

● 障害のある方が、住み慣れた地域や本人が望む場で安心して自立した生活をして
いくためには、身近な地域において多様なニーズに対応した保健・福祉・医療など
の総合的な支援を効果的かつ効率的に受けることができる仕組みが求められるとと
もに、地域の様々な関係者が共通の目的に向け、情報を共有して具体的に協働する
ことが必要です。 

● 本人の自己決定を尊重する観点から、本人が適切に意思決定を行い、その意思を
表明することができるよう、相談の実施等による意思決定の支援とともに、意思疎
通のための手段を選択する機会の提供を促進することが必要です。 

 
 
 

● 増加・多様化したニーズに対応し、必要なサービスが提供できるよう、行政と民
間事業者等との役割分担と連携のもと、ライフステージに応じて障害特性に合わせ
た支援体制の構築を進め、あらゆる障害のある方が暮らしやすいまちを目指します。 

● 平成30（2018）年の介護・障害報酬改定において、介護保険又は障害福祉のい
ずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする見直
しや、「共生型サービス」の創設に伴う基準・報酬についての必要な対応が行われる
予定であり、これらの改定が本市における介護・障害サービスの提供体制の充実に
資するよう対応していきます。 
 
 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①生活支援サービス 

■居宅支援サービスの提供 
障害のある方の在宅生活を支えるため、障害者総合支援法に基づく訪問系サービ

スや日中活動系サービス、地域の実情に応じて本市が実施する地域生活支援事業等
の様々な在宅生活を支えるサービスを提供するとともに、引き続き、サービスの充
実に努めます。 
（サービスの詳細は 215 ページ～238 ページ参照） 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・多様な居宅支援サービスの提供 ・在宅生活を支えるサービスの充実
に向けた検討と展開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・国の動向を踏まえ、多様な居宅支
援サービスを提供 

・日常生活用具の拡充（ストーマ装
具の付属品等）、移動支援の従事者
要件の拡充（実務者研修修了者、
介護職員初任者研修修了者）、日中
一時預かりの事業の利用対象の明
確化（障害児だけでなく障害者も
受け入れる）を図り、障害児者の
在宅サービスを充実 

・現状の取組の推進 
・一定の要件を備えた生活介護事業
所における営業時間後の日中一時
支援事業の実施の検討 

 
■地域生活支援拠点機能の整備 

国では障害者の重度化・高齢化や家族の高齢化を見据え、各地域の抱える課題に
応じて、障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・
対応、専門性、地域の体制づくり）等の集約等を行う拠点を整備するとしており、
その整備手法としては、これらの機能を集約して整備する「多機能拠点整備型」、地
域において機能を分担して担う「面的整備型」等が考えられるとしています。 
これを受けて、本市では、多機能拠点整備型により、地域生活支援拠点（短期入

所や相談支援、日中一時支援、地域で暮らす障害のある方を支える支援ネットワー
クのコーディネート機能などを提供）を整備していきます。 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・平成 27 年度以降開設に向けた、
地域生活支援拠点機能の検討・開
設準備 

・国の定める「地域生活支援拠点機
能」の整備に向けた検討と展開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・地域生活支援拠点における多機能
拠点整備型の施設を２か所整備 

  宮前区（H27） 
  川崎区（H28） 
（当該施設が提供するサービス） 
 自立支援給付である生活介護、短
期入所、相談支援や、地域生活支
援事業である日中一時支援に加
え、市独自の取組である障害者生
活支援・地域交流事業を実施

・地域生活支援拠点における多機能
拠点整備型の施設の整備 

  中原区(H32) 
・未整備区について、整備を検討 

 
■短期入所による在宅支援 

保護者や家族の入院や通院、兄弟姉妹のための学校行事、冠婚葬祭や地域活動へ
の参加、介助する人のレスパイトなど、在宅生活をする上での様々な場面で、一時
的に障害者施設等を利用することが必要な障害のある方に対して、見守りや介護等
必要な支援を提供します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内 15 か所 99 床
・短期入所の緊急枠確保（３施設８
床） 

・拠点型通所施設における短期入所
事業の実施（２施設８床） 

・今後の短期入所機能の拡充に向け
た検討と展開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市内 18 か所 107 床
（新たに、宮前区(H27）、川崎区
（H28）に開所した拠点型施設に
おいて短期入所事業を実施（２施
設８床）） 

・短期入所の緊急枠確保（３施設８
床） 

・70～80 名程度の短期入所事業所
の整備を内容とする、「第２期障害
者通所事業所整備計画」（計画期間
H28～35）策定（H28.3） 

・短期入所の増床 
 特別養護老人ホームに併設する障
害者短期入所事業所が開所（中原
区）【12 床】（H31 予定） 

 拠点型施設において短期入所を実
施（中原区）【12 床】（H32 予定）

 福祉センター跡地活用施設におい
て短期入所を実施（川崎区）【20
床】（H32 末予定） 

・短期入所の緊急枠の増床 
 福祉センター跡地活用施設におい
て短期入所を実施（川崎区）【５床
程度】（H32 末） 

・介護保険の小規模多機能型居宅介
護については、平成 30 年度以降、
共生型サービスに位置付けられる
見込みであることから、短期入所
利用者の受け入れの推進について
検討 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

②日中通所サービス 

在宅で暮らしている障害のある方の日中活動の場として、福祉的な活動の場、
地域生活での日常生活力の向上などを行う場、一般就労に向けた訓練の場など、
それぞれの障害の状況やニーズに応じて提供するとともに、引き続き、サービ
スの充実に努めます。 

 
■介護・訓練等サービスの提供 

（サービスの詳細は 215 ページ～218 ページ参照） 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

事業所数 
・生活介護 56 か所 
・自立訓練 ５か所 
・就労移行支援 20 か所 
・就労継続支援 54 か所 
（H27.３.１現在） 

・順次拡充

平成 29 年度 
（改定時） 

事業所数 
・生活介護 60 か所 
・自立訓練 6 か所 
・就労移行支援 27 か所 
・就労継続支援 55 か所 
（H29.4.1 現在） 

・順次拡充
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■特別支援学校卒後対策の推進 
本市では、特別支援学校等を卒業後、日中活動サービスを必要としている人につ

いて、地域の中で適切な支援が受けられるよう、計画的・継続的なサービス基盤の
整備を行ってきています。近年、障害の範囲が拡大し、卒業生の増加傾向が続いて
いる一方、一般就労する卒業生も増えています。このような卒業生の動向に合わせ
て、福祉的ニーズを的確に把握し、障害の状況に応じたサービス基盤の整備と支援
体制の充実を図っていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・御幸日中活動センター（幸地区）
（H23） 

・パセオやがみ（中原地区）（H24）
・エンジョイ（多摩地区）、 
 くりの丘（麻生地区）（H25） 
・特別支援学校等進路指導担当者会
議の開催 

・特別支援学校高等部３年生向け就
労セミナーの開催 

・４か所（川崎、幸、高津、宮前地
区）開設（H27） 

※川崎、宮前地区については日中活
動支援拠点施設（短期入所や地域
で暮らす障害のある方を支える支
援ネットワークのコーディネート
機能などを提供） 

・今後の受け入れ枠の確保について、
検討の上、推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・３か所（幸、高津、宮前地区）開
設（H27） 

・川崎地区１か所を開設（H28） 
・560 名程度の生活介護事業所の整
備を主な内容とする、「第２期障害
者通所事業所整備計画」（計画期間
H28～35）策定（H28.3） 

・既存の建物の改修等により小規模
生活介護事業所の整備を進める補
助制度を新たに創設（H29.6） 

・特別支援学校等進路指導担当者会
議の開催 

・特別支援学校高等部３年生向けの
模擬面接会及び保護者向け就労セ
ミナーの開催 

・現状の取組の推進 
・地域生活支援拠点における多機能
拠点整備型の施設（中原区）（H32
予定） 

・小規模生活介護事業所整備費補助
金を活用した整備の推進 

・介護保険の小規模多機能型居宅介
護については、平成 30 年度以降、
共生型サービスに位置付けられる
見込みであることから、生活介護
利用者の受け入れの推進について
検討 

 
 

 
■地域活動支援センター（Ａ型） 

主に精神障害者を対象として、日中のプログラムや憩いの場などの地域活動支援
センターとしての機能と、生活する上での困りごとを相談できる相談支援の機能を
一体的に提供します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・各区１か所設置 ・機能の充実

平成 29 年度 
（改定時） 

・各区 1 か所設置
・機能の充実を図るため、地域生活
支援における役割について検討

・機能の充実に向けたあり方の検討
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

■地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ型） 
創作活動や生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流促進等の支援を行

います。特別支援学校等卒業生の進路や精神科病院からの地域移行等のニーズを踏
まえ、地域活動支援センターの運営の安定化とサービスの向上を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域活動支援センター 62 か所
（Ｂ・Ｃ・Ｄ型）

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・利用実績に応じた各種加算等によ
る運営の安定及びサービス提供の
支援 

・現状の取組の推進 

 
■通所事業所での送迎や食事・入浴サービスの充実 

介護・訓練サービスにおいて、通所するための送迎や入浴サービスの提供などの
支援を確保するため、サービスを提供する事業所に対する様々な加算制度を運用す
ることにより、サービスの充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・サービス提供実績に応じた各種加
算によるサービス提供の支援

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・サービス提供実績に応じた各種加
算によるサービス提供の支援

・現状の取組の推進 

 
■重度障害者への支援の充実 

介護・訓練サービスにおいて、重度の障害のある方に対する支援体制を確保する
ため、サービスを提供する事業所に対する様々な加算制度を運用することにより、
サービスの充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・重度・重複障害者など、よりニー
ズが高い人の受け入れ実績に応じ
た各種加算によるサービス提供の
支援 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・重度・重複障害者など、よりニー
ズが高い人の受け入れ実績に応じ
た各種加算によるサービス提供の
支援 

・現状の取組の推進 
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第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす 

■支援体制の強化 
介護・訓練サービスにおいて、職員体制の充実や看護師、栄養士の配置を促進す

るため、サービスを提供する事業所に対する様々な加算制度を運用することにより、
サービスの充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・より手厚い支援体制の確保状況に
応じた各種加算によるサービス提
供の支援 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・より手厚い支援体制の確保状況に
応じた各種加算によるサービス提
供の支援を推進

・現状の取組の推進 
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③情報コミュニケーション支援 

■コミュニケーション支援の充実 
聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支

障がある方に対し、手話通訳者、要約筆記者の派遣や、点訳、音訳等の支援を行う
ことによってコミュニケーション支援を実施していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・聴覚障害者情報文化センター、視
覚障害者情報文化センター、神奈
川県聴覚障害者福祉センターにお
いて各種支援を実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・聴覚障害者情報文化センター、視
覚障害者情報文化センター、神奈
川県聴覚障害者福祉センターにお
いて各種支援を実施 

・意思疎通が困難な障害児・者が入
院した時の医療従事者との意思疎
通支援として、入院時コミュニケ
ーション支援事業の実施（H28
～） 

・現状の取組の推進 

 

④移動及び外出の支援 

■移動手段の確保 
障害のある方や難病を患う方の社会参加を促進するため、障害の特性や利便性に配

慮した、外出時の移動手段（バス、タクシー、キャブ）の確保と利用を支援します。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・バス乗車券交付事業へのふれあい
フリーパスの導入と交付対象者の
見直し（H24・25） 

・重度障害者福祉タクシー利用券交
付事業の拡充（H25） 

・福祉キャブ運行事業の拡充(H25)
・ユニバーサルデザインタクシーの
普及に向けた支援 

・見直し効果の検証と事業展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・見直し及び拡充の結果を踏まえた
事業の実施 

・ふれあいフリーパスの実施 
・重度障害者福祉タクシー利用券交
付事業の実施 

・福祉キャブ運行事業の実施 
・ユニバーサルデザインタクシーの
普及に向けた支援 

・現状の取組の推進 
・移動手段のあり方の検討 
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⑤福祉用具等での支援 

■ウェルフェアイノベーションの推進 
第２期川崎市ウェルフェアイノベーション推進計画（平成 29 年３月策定）に基づ

き、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造するウェルフェアイノベー
ションを推進します。本市がこれまで強化してきた、産業と福祉のハブ機能を活か
し、新たな製品・サービスの創出やかわさき基準認証製品を中心とした活用、さら
には活用により生まれる新たな価値を蓄積し川崎発の社会モデルの創造・発信に向
けた取組を進めていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・かわさき基準（ＫＩＳ）に基づく
福祉製品認証事業の実施、福祉施
設等と連携した福祉製品の開発や
導入支援制度の実施等

・かわさき基準（ＫＩＳ）の理念や
ＫＩＳ認証福祉製品の普及促進、
福祉施設等と連携した福祉製品の
開発や導入支援の拡大 

平成 29 年度 
（改定時） 

・第２期川崎市ウェルフェアイノベ
ーション推進計画に基づく、新た
な製品・サービスの創出・活用に
向けた取組の実施 

・プロジェクト稼働件数（H29）：
創出 13 件、活用 10 件（見込み）

・新たな製品サービスの「創出プロ
ジェクト（※１）」15 件以上、「活
用プロジェクト（※２）」10 件以
上、「新たな社会モデル創造・発信
（※３）」年 1 件以上（H31） 

（※1）将来的な福祉課題解決に対応する製品・サービスの創出に向けたプロジェクト 
（※2）販売製品・サービスの活用により、新たな価値を蓄積していくプロジェクト 
（※3）新たなライフスタイル・ワークスタイルなどを創造し発信している状態 

 
■かわさき基準（KIS）認証を中心とした新たな製品・サービスの活用 

産業界で生み出された新たな製品・サービスを、福祉現場での「活用」を促すこ
とを通じて、かわさき基準（ＫＩＳ）（※１）認証製品を中心とした活用による新た
な発見等による「価値の創出」に向けた動きを促進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害関連施設及び利用者への福祉
用具の普及啓発

・障害関連施設及び利用者への福祉
用具の普及啓発の拡大 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害のある方々や障害福祉事業者
へ、かわさき基準（ＫＩＳ）認証
製品を中心とした新たな製品・サ
ービスの活用による価値の創出に
向けた取組の推進

・かわさき基準（ＫＩＳ）認証実施
と生活支援機器・施設向け福祉介
護機器のモニター評価事業の実施
による認証製品の活用による新た
な価値等の蓄積 

（※1）かわさき基準（Kawasaki Innovation Standard(KIS))は、人間の「自立」を支援する革新的（イ
ノベーティブ）な製品を認証し、認証製品を活用することを通じ、「新たなライフスタイル・ワー
クスタイルの創造など人の生活全般を豊かにしていくことを通じて、新産業の創造へ導くこと」
を目的とする、川崎市独自の福祉製品のあり方を示した基準です。 
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■福祉用具の提供 
身体に障害のある方や難病を患う方の身体機能を補完又は代替するための補装具

について、購入や修理に要する費用を適切に支給します。また、重度の障害者等の
日常生活が円滑に行われるための用具を適切に給付・貸与します。 
合わせて、福祉用具に関する相談等に従事する職員への情報提供や研修を行い、

職員の資質の向上を図り、福祉用具の普及と利用支援に努めます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・補装具費の支給
・日常生活用具の給付 

・補装具費の支給 
・日常生活用具の給付 
・ウェルフェアイノベーションやか
わさき基準（ＫＩＳ）との連携に
よる福祉用具の開発や普及 

平成 29 年度 
（改定時） 

・補装具費の支給を実施するととも
に、日常生活用具の種類（ストー
マ装具の付属品等）を追加し、日
常生活用具の給付を実施 

・現状の取組の推進 
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⑥地域移行支援・退院促進支援 

■精神障害者の退院促進 
地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会において、市内外の

精神科病院や地域の障害者相談支援センターなど支援機関等と協議を行いながら、
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築と、退院可能な精神障害者の地
域移行・地域定着支援を積極的に促進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・精神障害者地域移行・地域定着支
援協議会 

・精神障害者地域移行・地域定着支
援体制整備事業の実施 

・精神障害者地域移行・地域定着支
援従事者研修の実施 

・市外病院に入院している方の地域
移行に向けた支援依頼の増加 

・ピアサポーターとの協働による支
援体制の推進 

・高齢在院者の実態把握と高齢施策
との連携 

・市外病院に入院している方の地域
移行の促進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・精神障害にも対応した地域包括ケ
ア構築に向けた取組の実施 

・協議会は地域自立支援協議会精神
障害者地域移行・地域定着支援部
会に再編 

・精神障害者地域移行・地域定着支
援体制整備事業実施における関係
機関の連携強化 

・精神障害者地域移行・地域定着支
援従事者研修の実施 

・井田地域生活支援センター及び精
神品保健福祉センターによる、市
外病院に入院している方の地域移
行に向けた支援の実施 

・地域自立支援協議会精神障害者地
域移行・地域定着支援部会でワー
キンググループにおいて、ピアサ
ポーターの協働・活動体制につい
て検討中 

・平成 29 年度厚生労働省精神保健
福祉資料（630 調査）において把
握された、高齢長期在院者の状況
をもとに、高齢施策との連携を図
る 

・現状の取組の推進 
・北部地区をモデル圏域として、重
層的な地域支援連携体制の構築に
向けた取組の推進 
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個別支援の実施

地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会 
【医療と福祉の連携】【人材育成】【社会資源の充実・普及啓発】 

ピアサポーター、精神科病院、障害者相談支援センター、グループホーム、 
区保健福祉センター、精神保健福祉センター、障害者センター、 

障害者支援施設、井田地域生活支援センター 等 

支援導入期 
（プレ支援） 

・事業の説明 
・退院意欲の喚起 
・退院後の生活の 
 イメージ作り 
・家族との連絡調整 
など 

バックアップ・体制整備

連携 

退院準備期 
・外出支援 
・福祉制度の利用
 支援 
・関係機関との 
 顔つなぎ 
・体験宿泊 
など 

地域移行期 
・退院後の住居探し
・外泊訓練 
・福祉制度の利用
 手続き 
など 

地域定着期 
・地域で支える 
 ネットワークの
強化 

・医療的ケアの継続
・日中の居場所確保
・見守り訪問 
など 

保健・医療・福祉の関係者による協議の場 

市
内
全
域
 

 

退院支援・地域生活支援・地域づくり

地域の支援ネットワーク 退
院
後
の
地
域
生
活
圏
域

地域活動支援
センター 

障害者相談 
支援センター

障害者
センター

ピア
サポーター

グループ
ホーム

障害福祉
サービス事業所

医療機関 

区役所 

退 

院

退院可能な精神障害者

精神保健福祉 
センター 

井田地域生活 
支援センター 

市内障害者 
相談支援センター

連携 
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■触法障害者への支援の推進 
心神喪失者等医療観察法の対象者を含む触法行為を反復する障害者への対応は、

人権への配慮と地域社会との関係も考えつつ、障害特性に合わせた丁寧な支援が必
要です。専門的な関わりと関係機関との連携の確立が不可欠であることから、保護
観察所や地域生活定着支援センター等関係機関と連携して、退院、退所後における
生活環境を調整し、触法障害者の支援を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・心神喪失者等地域移行支援事業を
実施 

・触法障害者地域移行支援事業を実
施 

・保護観察所等関係機関と連携強化
・触法障害者への支援体制の構築 

平成 29 年度 
（改定時） 

・心神喪失者等地域移行支援事業を
実施 

・保護観察所と定例の会議を実施 
・触法障害者地域移行支援事業を実
施 

・各障害者センターと保護観察所、
医療機関等関係者の連携により支
援を展開 

・保護観察所等関係機関と連携強化
・触法障害者への支援体制の構築 
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施策４ 多様な住まいの支援 

 
 

● 障害のある方にとって、生活しやすい住まいの確保は、生活の質（ＱＯＬ）を大
きく左右します。 

● 障害の状況に合わせた住宅に住むことによって、地域での生活ができるようになっ
たり、介護の負担が軽減されたりすることにもつながります。 

● 障害のある方が暮らしやすい住まいの確保や、住んでいる住宅のバリアフリー化
など、良質な住環境を整備していくとともに、こうした住まいに障害のある方が入
居しやすい環境と仕組みづくりに努めています。 

● 住まいと生活支援を一体的に提供するものとして、入所施設やグループホームな
どがありますが、これらも障害のある方の住まいとして重要な役割を担っています。
こうした居住の場の充実についても進めています。 

 
 
 

● 障害の当事者やご家族の高齢化を見据え、重度・重複障害を含め多様なニーズに
対応できるグループホームをはじめとした、住まいの場の量的・質的な充実や、高
齢期における支援のあり方が課題となっています。 

 

 
 

● 障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、多様
なニーズに対応した多様な形態の住まい方とその場の確保・充実に努めます。 

 
 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①グループホーム 

■グループホームの基盤整備 
地域での自立した住まいの場の１つとして、グループホームの設置を積極的に推

進していくとともに、サービスの質の向上に向けた支援を行っていきます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・毎年 80 人分のグループホーム定
員数の計画的な増床 1,061 人
（H26 見込） 

・安定した運営の確保や重い障害の
ある方が受入れ可能となるよう、
事業所への補助や様々な加算等に
よる支援体制の強化 

・設置促進に向け、新設時やバリア
フリー化工事のための整備補助を
実施 

・医療的ケアや重複障害をはじめと
したより多様なニーズに対応でき
るグループホームの設置に向け、
新たな設置手法を含めた検討と展
開 

・不動産事業者等へグループホーム
への理解を促し、設置の促進を図る

平成 29 年度 
（改定時） 

・医療的ケアや重複障害をはじめと
した、より多様なニーズに対応で
きるグループホームの設置に向け
た新たな設置手法や、不動産事業
者等に対するグループホームへの
理解を促すための取組について検
討 

・医療的ケアや重複障害をはじめと
した、より多様なニーズに対応で
きるグループホームの設置に向け
た新たな手法の検討 

・肢体不自由の方のためのグループ
ホームに対する整備費補助の充実
の検討 

・不動産事業者等へグループホーム
への理解を促し、設置の促進を図る

 
■グループホーム等における体験利用の提供 

円滑な地域への移行を進める上で、入所施設や精神科病院に入所・入院している
段階からグループホーム等を体験的に利用することや、ご家族の高齢化等を見据え
て体験の機会を確保しておくことは、大変重要であることから、体験の場の確保・
充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・陽光ホーム（２床） ・全市的な拡充の方策について検討
の上、推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・陽光ホーム（２床） ・自立支援給付費における体験宿泊
の状況を鑑みながら、必要な対応
について検討 
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■グループホームのサービスの質の向上 
様々な障害特性を持った方が生活するグループホームに必要な支援体制を整える

ための本市独自の加算制度に加えて、障害福祉施設事業協会や地域リハビリテーシ
ョンセンターの専門機能との連携を図りながら研修等の取組を進め、質の維持・向
上に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・世話人体制確保加算や夜間体制加
算等によるサービス提供支援 

・障害福祉施設事業協会や地域リハ
ビリテーションセンターの専門機
能との連携を図りながら研修等の
取組を進め、質の維持・向上に努
める 

平成 29 年度 
（改定時） 

・世話人体制確保加算や夜間体制加
算等によるサービス提供支援 

・障害福祉施設事業協会による世話
人研修の実施 

・現状の取組の推進 

 

②入所施設 

■施設入所支援の提供 
障害者支援施設（入所施設）において、入浴、排泄、食事等の介護を提供して、

主として夜間の障害者の生活を支援します。 
また、入所施設からの地域移行支援を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内５施設におけるサービス提供
を支援 

・南部地域における入所施設の検討

・南部地域における入所施設の効果
的な活用方法の検討及び整備着手

平成 29 年度 
（改定時） 

・市内５施設におけるサービス提供
を支援 

・福祉センター跡地活用施設（川崎
区）について、平成 32 年度末の
開所に向けた取組を推進 

・現状の取組の推進 
・福祉センター跡地活用施設（川崎
区）において、障害者支援施設 47
床、宿泊型自立訓練 20 床を開所
（H32 末予定） 
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《地域生活支援の拠点としての入所施設の整備》 
 

家族の高齢化などにより、これまで自宅で生活をしてきた障害のある方がグルー
プホームなどを生活の場として移行していくことが予想されます。 
一方、障害の状況等により、在宅生活の継続が困難な方や、グループホーム等

への移行に向けた訓練が必要な方も多くおり、中には一定の医療的なケアが必要
な方も少なくないなど、このことへの対応が大きな課題となっています。また、
地域生活を支える重要なサービスとして短期入所の拡充も求められています。 
これらの課題を踏まえて、地域生活を支援する拠点としての機能を持つ通過型

の入所施設を福祉センター跡地活用施設（川崎区）に整備します。 
 
 

■入所施設における地域移行・地域支援機能の強化 
入所施設の役割として、地域で生活していくための訓練を提供するとともに、可

能な限り地域生活に移行し、移行後のバックアップが位置付けられています。本市
では、施設、地域生活を支えるサービス事業所と連携しながら、地域移行に向けた
取組を進めていきます。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・全ての入所施設で短期入所サービ
スを提供 

・現状の取組の推進 
・地域移行や地域生活を支える機能
のより一層の確保のため、生活の
基盤が崩れかけた方を一定期間受
入れて生活を整える「短期入所事
業」について、障害者支援施設「井
田重度障害者等生活施設（桜の
風）」で実施（H30～） 

 
■重度障害者への支援の充実（再掲） 

（113 ページ参照） 
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③高齢障害者対策 

■高齢障害者及び早期退行者等の住まいのあり方の検討 
高齢障害者及び早期退行者等への支援は、ＡＤＬ（日常生活動作）の低下や認知

症へのケアも合わせて必要となる場合があります。この場合、支援体制の充実はも
とより、住環境の整備も合わせて考えていくことが求められるため、高齢障害者及
び早期退行者に対する住まいのあり方について、地域包括ケアシステム推進ビジョ
ンを踏まえた検討を進めていきます。 
 

■特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受入体制の整備 
障害者入所施設や共同生活援助（グループホーム）に入所している方々の高齢化

を踏まえ、高齢障害者のうち、特別養護老人ホームでの支援がふさわしく、かつ移
行を希望される方を受入れるため、公有地を活用した特別養護老人ホームにおいて
受入れるための体制を整備していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者支援施設に入所している高
齢障害者の円滑な受入に向けた検
討 

・今後、公有地を活用した特別養護
老人ホームにおいて受入体制の整
備 

・平成 28 年度開設予定の特養ホー
ムにて 10 床程度確保（川崎区） 

・平成 32 年度開設予定の特養ホー
ムにて一定程度確保（川崎区） 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者支援施設に入所している高
齢障害者の円滑な受入 

 特養ホームにて 10 床程度確保
（川崎区境町地区）（H28.4 開設）

・障害者支援施設に入所している高
齢障害者の円滑な受入れの推進 

 特養ホームにて 10 床程度確保（高
津区久末地区）（H31.4 予定） 

 特養ホームにて 10 床程度確保（川
崎区日進町地区）（H32 末開設予
定） 

 特養ホームにて 10 床程度確保（障
害者支援施設の入所者に加え共同
生活援助の入居者にも対象を拡
大）（中原区井田地区）（H31.5 開
設予定） 
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④民間住宅での居住支援 

■民間住宅の入居相談の充実 
障害者が民間住宅に入居を望んでも、障害への偏見や安全上の問題を理由に、断

られることもあります。これを改善するために、川崎市居住支援制度やあんしん賃
貸支援事業に加え、川崎市居住支援協議会と連携した障害者の入居・居住継続支援
の体制充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・居住支援制度協力不動産店数
238 店 

（相談件数 障害者 479 件、利用
世帯 184 世帯） 

（H27.2 現在） 
・市内あんしん賃貸住宅協力店数
107 店（H27.2 現在） 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・居住支援制度協力不動産店数
251 店（相談件数 障害者 527
件、利用世帯 203 世帯） 

（H29.3 現在） 
・市内あんしん賃貸住宅協力店数
110 店（H29.3 現在） 

・川崎市居住支援協議会の設立
（H28）及び入居支援・入居後の
生活支援等の推進 

・現状の取組の推進 
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⑤公営住宅での支援 

■住みやすい住環境の整備 
新築住宅については、引き続きユニバーサルデザイン仕様とするとともに、需要

等に応じて車いす使用者向け住戸を設置します。既存住宅の共用部分については、
必要に応じて階段のスロープ化や手すりの設置を行うなど、安心で安全な住宅環境
の整備を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市営住宅のバリアフリー化
（バリアフリー住戸整備７団地、エ
レベーター設置２団地） 

・車いす使用者向け市営住宅の整備
15 戸 

・公営住宅にグループホーム（知的
障害者用）設置 ３か所 

・公営住宅使用料減免制度を実施 
・各住戸への火災警報器の設置完了

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市営住宅のバリアフリー化
（バリアフリー住戸整備８団地 14
棟、エレベーター設置２団地） 

・車いす使用者向け市営住宅の整備
12 戸 

・公営住宅のグループホーム（知的
障害者用）３か所設置 

・公営住宅使用料減免制度を実施 

・現状の取組の推進 
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⑥居住環境の向上支援 

■住環境整備の専門相談 
狭あい・段差の解消など障害者にとって使いやすい住宅を確保するため、増改築、

新築等に際し、住環境整備の専門相談を実施します。相談援助には、多様な障害者
のニーズにこたえるために、在宅リハビリテーションサービスの一環として、理学
療法士・作業療法士などのリハビリテーションスタッフを中心として、地域の相談
窓口の職員や、日常的に在宅支援を行っているホームヘルパー等の関係者、リハビ
リテーションに理解のある建築士、施工業者などとの連携の強化を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者更生相談所、れいんぼう川
崎在宅支援室、百合丘障害者セン
ターにおいて実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者更生相談所、れいんぼう川
崎在宅支援室、井田障害者センタ
ー、百合丘障害者センターにおい
て実施 

・現状の取組の推進 
・南部リハビリテーションセンター
においても実施（H32 末予定） 

 
■住宅改造の充実 

既存住宅の浴室やトイレなどを障害の状況に適するように改良するための費用や、
階段昇降機やリフトなどの自立促進用具を取り付ける際の費用の助成を行い、障害
のある方の自立の促進や介助者の負担軽減を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・やさしい住まい推進事業の実施 ・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・やさしい住まい推進事業の実施 ・現状の取組の推進 
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施策５ 雇用・就労・経済的自立の促進 

 
 

● 平成25（2013）年の障害者雇用促進法の改正により、身体障害者、知的障害者
に加えて、精神障害者が法定雇用率算定の対象となりました。この改正は平成30
（2018）年４月から施行され、それに伴い雇用率も引き上げられます。 

● 就労移行支援事業所をはじめとする福祉施設から一般就労への移行数は、毎年増
加傾向にあります。特に、精神障害者の増加が目立ちます。 

● 平成30（2018）年4月から障害者総合支援法に基づく就労定着に向けた支援を行
う新たな福祉サービス（就労定着支援）が創設されます。 

● 本市では、地域就労援助センター及び就労移行支援事業所を中心に福祉施設利用
者や在宅者の就労相談や就労に向けた支援を行っています。 

● 福祉的就労の場では、都道府県が策定する工賃向上計画による各施設の取組が進
められているほか、平成25（2013）年４月に障害者優先調達推進法が施行され、
官公庁から障害者施設等への優先的な調達を行うこととされ、施設での利用者工賃
の向上に向けた取組が求められています。 

● 福祉的就労の場では、工賃向上に向けて平成22（2010）年に共同受注窓口を設
置し受注拡大に努めているほか、自主製品の販売先拡大の取組により、平均工賃が
増加しています。 

 
 
 

● 障害者の雇用・就労を促進していくため、それぞれの関係者のニーズに応じた支
援をしていく必要があります。 

● 就労支援を継続的に推進していくほか、就職後の定着に向けての効果的な支援を
実施していく必要があります。 

● 経済的な自立に向けて、福祉的就労の場で工賃を増加していく必要があります。 

 

 
 

● 障害があっても働く意欲を実現できる、市民・企業・事業者・行政などの多様な
主体の協働を通じた自立と共生の社会を目指します。 

● 就労と年金等の経済的支援により、障害があってもその人らしくいきいきと自立
した生活が可能となる社会を目指します。 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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コーディネート

コーディネート

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

民間企業等 

就職準備支援期 就職定着支援期職場順応支援期 就職

 障害者就労援助センター 
市内３か所 

南部（川崎区）、中部（中原区）、百合丘（麻生区）

就労ニーズの掘り起こし 

（区役所・相談機関等との連携） 

就労希望者の育成と求職支援（職場実習事業等）

就労定着支援（本人と企業の自立をサポート）

本
人
の
希
望
に
よ
り
障
害
者
就
労
援
助
セ
ン
タ
ー
に
登
録

Ｋ－ＳＴＥＰや 

ﾊﾟﾀｰﾝ･ﾗﾝｹﾞｰｼﾞの活用 

一般就労 

就
労
を
希
望
す
る
障
害
児
・
者
（
学
生
）

就
労
を
希
望
す
る
障
害
者
（
在
宅
）

ハローワーク等を活用して就職活動 

生活介護事業所等 

川崎市における障害者雇用・就労支援体制の現状 

ハローワーク等を活用して就職活動 

就労定着支援 
サービス 

（平成 30 年度創設）

就労移行支援事業所 
就労に向けた訓練（原則２年） 

就労定着支援 
サービス 

（平成 30 年度創設）

就労継続支援事業所 
【雇用契約あり】就労継続支援Ａ型事業所

【雇用契約なし】就労継続支援 B 型事業所

本
人
の
希
望
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
求
人
情
報
・
助
成
金
支
給
・
雇
用
指
導
）
 
・
 
民
間
の
斡
旋
事
業
や
派
遣
事
業
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相談・評価 
就労体験 
（1-3 日） 

企業内就労実習
（1-4 週間） 

就労前実習

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者就労支援かわさきモデル 

障害者就労援助センターにおける 
就労実現に向けた支援の仕組み 

状況整理 
情報提供 

障害特性の理解 

相談・評価・就労体験のコーディネート

生活リズム 
衛生・身だしなみ 
基礎体力、健康管理 

強みと弱みの整理
職業適性の把握

確実性・機敏性・持続性
挨拶、返事・会話 
ビジネスマナー 

作業や環境への適応 
上司や同僚との関係 

企業支援と当事者支援
職場支援と生活支援

求職相談 
（働く動機づけ）

求 職 支 援

作業能力、職業適性等
働く力のアセスメント

職場とのマッチング 
職場環境の調整 

企業で障害者が働く
環境調整 

職場定着支援

働く喜びを実感 
（動機を強化） 

就労に向けた生活課題の整理 
意欲喚起と自信づくり 

Step１

Step２

Step３
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①就労意欲の喚起 

■就労体験・職場実習の実施 
就労意欲の喚起を目的として、民間企業における就労体験や実習の場を提供して

いきます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・１週間から４週間にかけて職業体
験する、庁舎清掃及び図書館での
配架業務等での庁内業務の一部を
実習場所として提供する就労体験
ステップアップ事業の実施 

・１日単位で職業体験する、就労促
進事業の実施 

・スポーツ・エンターテインメント
等のイベントスタッフとしての福
祉事業所利用者等の就労体験の実
施 

・一般就労の意欲のある求職中の障
害のある方への職場実習の場の提
供を、就労意欲の向上とその後の
就労へ向けたステップアップとし
ていくため、障害者の就労の状況
を踏まえた上で実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・１週間から４週間にかけて、庁舎
清掃及び図書館での配架業務等で
の庁内業務の一部を実習場所とし
て提供する就労体験ステップアッ
プ事業を実施 

・スポーツやエンターテインメント
等のイベントスタッフとして就労
体験を実施 

・地域就労援助センターにおいて、
障害者の就労意欲の向上や能力・
特性把握を目的とした職場実習事
業の実施 

・現状の取組の推進 
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■一般就労を見据えた働く場の提供 
一定期間勤務し、業務や研修等を行いながら就労に向けた知識や技能等を習得し、

経験を積んだ上で一般企業等への就職につなげる、知的障害者を対象とした「チャ
レンジ雇用」や、障害者の働く場を確保し、社会参加を促すための「ふれあいショ
ップ」を実施します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市障害保健福祉部において、知的
障害者を対象としたチャレンジ雇
用の実施（平成 20 年度から 17
名を採用、10 名が民間企業へ就
職（６名は平成 27 年２月現在も
就業中）） 

・市教育委員会において、知的障害
者を対象としたチャレンジ雇用の
実施（平成 26 年３月現在で２名
雇用、通信教育でホームヘルパー
２級の資格を取得） 

・知的障害者を対象としたチャレン
ジ雇用の実施と知的障害者の民間
企業への就労状況を踏まえたあり
方の検討と展開 

・精神障害や発達障害等でのチャレ
ンジ雇用の導入に向けた検討と展
開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・知的障害者を対象としたチャレン
ジ雇用を継続実施 

・精神障害者について、障害特性に
配慮した適切な勤務形態等を検討

・現状の取組の推進 
・精神障害者の雇用に向けた検討と
展開 
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②就労支援 

■福祉施設から一般就労への移行推進 
障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所や市内３か所の地域就労援助セン

ター等の就労支援機関により、福祉施設から一般就労への移行を促進していきます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・就労移行支援事業の実施
・福祉事業所利用者の就労意欲を喚
起するための障害者雇用短期チャ
レンジ事業の実施 

・スポーツ・エンターテインメント
等のイベントスタッフとしての福
祉事業所利用者等の就労体験の実
施 

・神奈川県が実施する「障害者の態
様に応じた委託訓練（トライ！）
などの訓練事業の活用に向けた周
知 

・就労移行支援事業の実施 
・障害者総合支援法の制度改正等を
踏まえながら、効果的な就労移行
施策を実施 

・福祉施設事業所利用者に対して一
般就労に向けた意欲喚起の効果的
な取組の実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・就労移行支援事業の実施
・地域就労援助センターによる福祉
施設利用者を対象とした就労支援
の実施 

・地域就労援助センターを中心とし
た障害者就労支援ネットワーク会
議において、就労支援機関の利用
者及び一般就労者の増加を目指し
た企画を検討実施 

・福祉施設利用者等を対象に就労体
験事業や職場実習事業、就労体験
ステップアップ事業を実施 

・ハローワークが主催する障害者合
同面接会の開催協力 

・現状の取組の推進 
・障害者総合支援法の制度等の改正
を踏まえながら、効果的な就労移
行施策を実施 

 

 

  



 

 

第３部 方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす

135

■就労支援コーディネートとネットワークの連携強化 
地域就労援助センターと就労支援機関等のネットワーク体制を強化することによ

り、地域就労援助センターが関係機関の中心となって、障害のある方の生活支援を
含めた総合的な就労相談を進めます。 
また、障害のある方の一般企業等への就職や就職後の職場定着に向けて、効果的

な支援を実施するため、就労支援機関職員の人材育成に取組みます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域就労援助センター３か所の運
営補助（うち１か所が障害者就
業・生活支援センターを併設） 

・地域の就労支援機関や相談支援機
関、医療機関等から構成される、
就労支援事例検討会の実施 

・地域就労援助センターを中心とし
た就労支援コーディネート機能の
充実 

・地域の就労支援機関や相談支援機
関、医療機関等から構成される、
就労支援事例検討会の実施 

・障害者総合支援法に基づく制度の
改正等に応じて、就労促進、定着
支援に係る効果的な支援体制の検
討と展開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・地域就労援助センターを中心とし
た障害者就労支援ネットワーク会
議の実施による、支援機関同士の
情報共有及び連携の促進 

・障害者就労支援ネットワーク会議
において、就労支援スキルの向上
を目的とした事例検討会等を企画

・短時間就労の推進 

・現状の取組の推進 
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■職場定着支援の実施 
障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことから、精

神障害者の雇用増加が見込まれており、これまで以上に個々の障害特性を踏まえた
職場への定着支援が重要となります。また、障害のある方が体調や生活の自己管理
に取組めるよう「セルフケア」を重視した支援を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・就労移行支援事業所や地域就労援
助センターによる個別の定着支援
の実施 

・就労移行支援事業所への職場定着
支援への補助 

・就労移行支援事業所や地域就労援
助センターによる個別の定着支援
の実施 

・セルフケアを重視した支援手法を
障害特性に応じて推進 

・障害者総合支援法に基づく制度の
改正等に応じて、定着支援に係る
効果的な支援体制を検討と展開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・就労移行支援事業所や地域就労援
助センターによる個別の定着支援
の実施 

・セルフケア意識の向上を図る川崎
就労定着プログラム（Ｋ－ＳＴＥ
Ｐ）を開発し、就労支援機関等で
実施 

・地域就労援助センターにおいて、
就労者と企業の自立を目的とした
定着支援モデルの検討及び実施 

・現状の取組の推進 
・地域就労援助センターによる定着
支援モデルの検討結果を踏まえた
個別の定着支援の実施 

・障害者総合支援法等の改正に応じ
た就労促進や職場定着に係る効果
的な支援の検討と展開 
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③雇用支援 

■障害者雇用に向けた普及啓発と採用意欲の喚起 
障害のある方の就職件数は増加しているものの、依然として法定雇用率を満たし

ている企業は５割に達していません。障害のある方を雇用することについての理解
を広げるための取組を、引き続き進めていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者雇用セミナーの開催
・ホームタウンスポーツチームのゲー
ムやエンターテインメントイベン
ト等でのスタッフで、福祉事業所
利用者等の就労体験の実施による
障害者が働くことの社会への発信

・障害のある方が働くことを、様々
な場面を通じて促進させていく
「障害者雇用・就労促進かわさき
プロジェクト」の取組内容の発信

・障害者雇用を普及・啓発し、障害
のある方が働くことへの意識のハー
ドルを低くするための効果的な取
組の実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者雇用に関する企業向けネット
ワークの推進 

・ハローワークとの協同による普
及・啓発 

・国が実施する各種助成金制度を周
知 

・現状の取組の推進 
・国が実施する各種助成金やジョブ
コーチ制度、市が実施する定着支
援等の各種支援制度を周知 
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■企業に対する雇用支援の実施 
企業等が障害のある従業員の特性を理解し、効果的なサポートや配慮の提供が行

えるよう、地域就労援助センター等の就労支援機関において、雇用企業への支援を
進めていきます。 
また、障害のある方が働く職場において、その上司や同僚が障害者雇用や職場定

着を進める上で、陥りやすい問題を理解し、実際にその問題が起こった時に社内で
解決できるよう、職場向けの研修プログラムを検討します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・地域就労援助センター３か所にお
いて、ジョブコーチ機能と同様の
機能を展開 

・就労移行支援事業所や地域就労援
助センターによる個別の定着支援
の実施 

・地域就労援助センター３か所にお
いて、ジョブコーチ機能と同様の
機能を展開 

・国のジョブコーチ機能の配置のあ
り方に関する動向を踏まえ、本市
におけるジョブコーチ機能のあり
方の検討と展開 

・就労移行支援事業所や地域就労援
助センターによる個別の定着支援
の実施 

・企業間での就労定着に向けた検討
の場の取組を実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・就労移行支援事業所や地域就労援
助センターによる個別の企業支援
を実施 

・パターン・ランゲージを活用した
障害者が働きやすい職場環境づく
りに向けた企業向けセミナー（事
例検討含む）を実施 

・地域就労援助センターにおいて、
就労者と企業の自立を目的とした
定着支援モデルの検討及び実施 

・現状の取組の推進 
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④福祉的就労の支援 

■福祉的就労における工賃の向上 
障害者優先調達推進法に基づき、本市における障害者施設等からの調達方針を毎

年度策定し、障害者就労施設等で供給可能な物品及び役務の情報を取りまとめるな
ど、庁内の各部局における調達を推進します。民間企業等からの障害者施設等への
発注を促進していくために共同受注窓口機能を設置し、規模と受注額が大きい業務
を複数事業所で受注することにより、障害のある方の工賃向上に取組んでいきます。
障害者施設で製作されている製品の商品力・販売力を向上させていくための取組を
実施していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者優先調達方針に基づく庁内
から障害者施設への発注の促進 

・共同受注窓口の設置・運営による
工賃向上に向けた取組の実施 

・川崎ものづくりセミナーの開催に
よる障害者施設製品の商品力・販
売力向上に向けた取組の実施 

・一般市場での障害者施設製品の販
売先の確保 

・障害者優先調達方針に基づく庁内
から障害者施設への発注の促進 

・共同受注窓口の設置・運営等によ
る工賃向上に向けた取組の実施 

・障害者施設製品の商品力・販売力
向上に向けた取組の実施 

・一般市場での障害者施設製品の販
売先の確保 

平成 29 年度 
（改定時） 

・優先調達件数が増加（67 件→78
件） 

・新たな製品販売会を実施 
・就労継続支援Ｂ型事業所の平均工
賃が増加（14,092 円 (H25)→
15,742 円(H28)） 

・現状の取組の推進 
・施設外就労の促進 
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⑤経済的支援 

■障害年金の支給支援 
障害者の所得を保障する障害基礎年金の支給に関わる手続きを円滑に行うととも

に、障害厚生年金等の対象者についても、的確に年金が受給できるよう、相談窓口
や障害者相談支援センターにおいて支援します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害基礎年金、障害厚生年金等の
受給支援の実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害基礎年金、障害厚生年金等の
受給支援の実施 

・現状の取組の推進 

 
■各種手当などによる経済支援 

重度の障害児・者及び障害児のいる家庭に対し、障害により必要となる費用に対
する経済的な支援や所得保障のため、特別障害者手当や特別児童扶養手当を支給し
ます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・特別障害者手当、特別児童扶養手
当、障害児福祉手当、福祉手当等
（国） 

・神奈川県在宅重度障害者等手当 
・川崎市在宅重度重複障害者等手当

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・特別障害者手当、特別児童扶養手
当、障害児福祉手当、福祉手当等
（国） 

・神奈川県在宅重度障害者等手当 
・川崎市在宅重度重複障害者等手当

・現状の取組の推進 
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■税金・公共料金等の減免や福祉サービス等の負担軽減の実施 
所得税や住民税の障害者控除など税制上の配慮や、水道などの公共料金の減免を

実施するとともに、障害者総合支援法に基づく福祉サービス、自立支援医療、補装
具等の負担軽減策も合わせて実施することにより、障害児・者の経済的な負担を軽
減します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・所得税及び住民税控除・減免、自
動車税及び自動車取得税の減免等

・水道料金及び下水道使用料の減免、
ＮＨＫ放送受信料の減免等 

・福祉サービス、自立支援医療、補
装具等の負担軽減 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・所得税及び住民税控除・減免、自
動車税及び自動車取得税の減免等

・水道料金及び下水道使用料の減免、
ＮＨＫ放送受信料の減免等 

・福祉サービス、自立支援医療、補
装具等の負担軽減 

・現状の取組の推進 
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施策６ 保健・医療との連携強化 

 
 

● 障害のある方のための医療やリハビリテーションの充実は、障害の軽減や除去と
ともに、地域生活を送る上でも不可欠なものです。しかしながら、障害に関する医
療は高度かつ専門的なものであることが少なくなく、必要に応じて適切な医療が受
けられるような配慮が必要となります。このため、障害者総合支援法に基づく自立
支援医療など各種医療を支給するとともに、費用負担の軽減を図っています。 

● 医療技術の進歩等を背景に、医療的ケア児は増加傾向にあります。 
 
 
 

● 障害の原因となる疾病の予防や早期発見が図られるよう、健康への意識の醸成や
障害に関する知識の普及・啓発、相談支援体制の充実が必要です。 

● 地域における医療的ケアとして、訪問支援、通所によるリハビリテーションサー
ビスの充実の他、精神科医療へのアクセスの確保や救急医療体制の整備などが求め
られています。 

● 医療的ケア児の増加に対応した施策の展開が必要です。 

 

 
 

● 健康づくりや各種健診、疾病に関する知識等の普及・啓発を図り、障害の原因と
なる疾病の予防や早期発見、障害の疑いのある子どもの早期療育を進めます。 

● 身近な地域で適切な医療を受けることができるように整備することで、障害のあ
る方の地域生活を支えます。 

● 障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉サー
ビスの連携を進め、市民のニーズに応じた適切なサービスを提供します。 
 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①医療ケア体制の確立 

■病院と地域連携の仕組みづくり 
病院で急性期から回復期前半にかけての医療機関におけるケアから、病状安定期

から維持期における地域でのケアへの移行を円滑に行うためには、医療・保健・福
祉・生活支援のサービスや有機的連携を確保し、提供されることが重要です。地域
リハビリテーションの充実を図り、様々な専門職が一体となって包括的・継続的に
ケアを行っていく仕組みを構築していきます。また、安定した在宅療養生活を継続
するための退院支援が提供される体制の整備を進めます。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・多職種への医療的な助言や退院調
整支援等を行う「在宅医療サポー
トセンター」の運営開始（H26）

・多職種間で情報を共有するための
「在宅療養連携ノート」の作成
（H26） 

・川崎市在宅療養推進協議会委員へ
の川崎市病院協会代表の参画
（H27） 

・「在宅医療・介護多職種連携マニュ
アル」の作成（H28） 

・在宅医療サポートセンターの運営
・在宅療養連携ノート、在宅医療・
介護多職種連携マニュアルの普
及・活用の促進 

・地域リハビリテーションの充実 
・退院支援に係る体制整備の推進 

 
■川崎市在宅療養推進協議会の開催 

開業医、病院、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員、医療ソーシャ
ルワーカー、理学療法士、地域包括支援センターなどの医療・介護関連団体の代表
者が定期的に集まり、多職種連携の強化、在宅療養者に対する一体的な支援体制の
構築に向けた協議を進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・医師会、病院協会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護支援専
門員連絡会、医療ソーシャルワー
カー協会、理学療法士会、地域包
括支援センターの９つの多職種関
係団体の代表者が定期的に集ま
り、協議を実施 

・現状の取組の推進 
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■在宅医療の啓発 
医療や介護が必要になっても、本人や家族の状況に応じて、生活の場を選択でき

るように、在宅医療・ケアについても、市民の選択肢の１つとできるような理解の
浸透を図っていく市民啓発を進めます。 
具体的な取組として、在宅医療や終末期をテーマとした市民シンポジウムの開催、

在宅療養及び在宅看取りを考えるきっかけとなるようなリーフレットの配布、及び
小地域で周囲と在宅療養について話す機会を創出する契機と なるような出前講座
の実施等を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・リーフレット「在宅医療 Q&A」
の配布 

・在宅医療情報誌「あんしん」の発行
・出前講座の実施 
・市民シンポジウムの開催 

・現状の取組の推進 
 
 

 
■精神科医療の充実 

自立支援医療（精神通院医療）や精神障害者入院医療援護金交付事業を通して、
精神科医療へのアクセスと、継続した医療の提供を確保するとともに、デイケアや
リワークデイケアを含め医療機関と連携して、精神科医療の充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・自立支援医療（精神通院医療）の
支給 

・精神障害者入院医療援護金の支給
・精神科デイケア ８か所 
・老人性認知症デイケア ２か所 
・復職支援（リワーク）デイケア 
２か所 

・現状の取組の推進 
 
 

平成 29 年度 
（改定時） 

・自立支援医療（精神通院医療）の
支給 

・精神障害者入院医療援護金の支給
・精神科デイケア ９か所 
・老人性認知症デイケア ２か所 
・復職支援（リワーク）デイケア 
２か所 

・現状の取組の推進 
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■訪問看護の提供 
医療保険制度等の訪問看護サービスだけでは、不足が生じる医療的なケアを必要

とする重度の障害者に対して、これを補完するため週 1 回の訪問看護サービスを提
供します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・重度障害者訪問看護サービス事業
の実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・重度障害者訪問看護サービス事業
の実施 

・現状の取組の推進 

 
■生活介護における医療的ケアの提供 

様々な加算制度によって、生活介護のサービスを提供する事業所における常勤体
制での看護師確保を支援し、医療的ケアを必要とする重度の障害者の日中活動の場
を確保していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・看護師を常勤体制で配置するため
の支援体制加算による支援体制の
強化 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・看護師を常勤体制で配置するため
の支援体制加算による支援体制の
強化 

・現状の取組の推進 
・医療的ケア児の利用が可能な通所
事業所を２か所開所（多摩区、中
原区）（H30） 

・小規模生活介護事業所整備費補助
金を活用した整備の推進 

 
■医療機関における短期入所の提供 

医療機関における短期入所のベッドを確保し、医療的ケア児・者が利用できる短
期入所の拡充に努めていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市立病院３か所（川崎、井田、多
摩） 

・医療型障害児入所施設・療養介護
施設（ソレイユ川崎） 

・神経難病患者等一時入院事業 

・拡充に向けた検討・調整と展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・市立病院３か所（川崎、井田、多
摩） 

・医療型障害児入所施設・療養介護
施設（ソレイユ川崎） 

・民間医療機関１か所がサービス開
始（H27.10） 

・神経難病患者等一時入院事業 

・拡充に向けた検討・調整と展開
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■医療型障害児入所施設・療養介護施設における介護・医療等の提供 
市内の医療型障害児入所施設・療養介護施設（ソレイユ川崎）において、医療的

ケアが必要な重症心身障害児・者の日中活動の場を確保するとともに、日常生活動
作、運動機能等の訓練、指導等の必要な療育を提供していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・医療型障害児入所施設・療養介護
施設（ソレイユ川崎） 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・医療型障害児入所施設・療養介護
施設（ソレイユ川崎） 

・現状の取組の推進 

 
■小児神経科・児童精神科等障害児医療の提供 

障害児の専門医療の充実を促進するため、市内の医療型障害児入所施設（ソレイ
ユ川崎）及び地域療育センターにおいて、障害児専門外来を実施し、専門的医療を
提供します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・医療型障害児入所施設（ソレイユ
川崎） 

・南部・中央・西部各地域療育セン
ター 

・北部地域療育センター（H27）

平成 29 年度 
（改定時） 

・医療型障害児入所施設（ソレイユ
川崎） 

・南部・中央・西部・北部各地域療
育センター 

・現状の取組の推進 
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②医療的ケア児への支援 

■障害児通所支援等の充実 
医療技術の進歩等を背景に、医療的ケア児（重症心身障害児含む）は増加傾向に

ありますが、障害児通所支援事業所等においては、医療的ケアができる環境整備や
看護師等の人材が配置されていないと対応が難しいため、医療的ケア児を受入れる
事業所のサービスの提供と拡充に努め、医療的ケア児の地域生活の向上を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・医療型障害児入所施設（ソレイユ
川崎） 

・医療型児童発達支援事業所 
 ４か所（地域療育センター） 
・児童発達支援（主として重心児を
通わせる場合）３か所 

・放課後等デイサービス（主として
重心児を通わせる場合）５か所 

・現状の取組の推進 
・主として重心児を通わせる児童発
達支援事業所、放課後等デイサー
ビスの拡充に向けた検討 

・小規模生活介護事業所整備費補助
金を活用した整備の推進 

 
■関係機関の協議の場の設置 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法一
部を改正する法律が平成 28 年６月に施行され、医療的ケア児の支援に関する保健、
医療、障害福祉、教育等の連携の一層の推進を図るよう努めることと示されていま
す。 
医療的ケア児とその家族を地域で支えられるようにするため、保健、医療、福祉、

教育等の医療的ケア児支援に関わる行政機関や事務所等の担当者が一堂に会し、地
域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る協議の場を設置する
必要があります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・協議の場設置に向け、関係部署と
情報共有及び対応を検討 

・協議の場の設置と協議結果に基づ
く取組の推進 

・医療的ケア児者の実態把握の実施

 
■訪問看護の提供（再掲） 

（145 ページ参照） 
 

■医療機関における短期入所の提供（再掲） 
（145 ページ参照）  
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③医療給付・助成 

■自立支援医療（育成医療・更生医療・精神通院）の実施 
身体障害を軽減又は機能を回復するため、療養の内容に応じふさわしい医療が提

供されるよう、医療機関と連携して、身体に障害のある子どもに対する育成医療及
び身体障害者に対する更生医療を給付します。 
また、精神障害者の継続した医療の提供を確保するため、通院医療費の一部を給

付します。 
 

 現 状 計 画 
平成 26 年度 
（策定当初） 

・自立支援医療（育成医療・更生医
療・精神通院）の給付 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・自立支援医療（育成医療・更生医
療・精神通院）の給付 

・現状の取組の推進 

 
■指定難病医療費助成の実施 

難病は治療方法が確立されていない病気であり、長期にわたり医療が必要となる
場合も多いため、医療費の負担を軽減するために、難病のうち、国が指定する疾病
の治療にかかる医療費の一部を助成します。 

 
■重度障害者医療費助成の実施 

重度の障害のある方が、必要な医療を安心して受けられるよう、安定的・継続的
な制度運用を図りながら、保険医療費の自己負担額等を助成します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・重度障害者医療費助成制度の実施
・精神障害者への対象拡大 
 （H25.10～） 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・重度障害者医療費助成制度の実施 ・現状の取組の推進 
・持続可能で安定した事業運営に向
けて、引き続き重度障害者の特性
に配慮を図りつつ見直しを検討 
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④ 疾病の予防対策、早期発見・早期療育 

■健康診査等の実施 
市民の生活習慣病等の疾病予防や早期発見のため、35 歳・38 歳の国民健康保険

加入者を対象とする健康診査・保健指導、40 歳以上の国民健康保険加入者を対象と
する特定健康診査・特定保健指導及び後期高齢者医療制度加入者を対象とする健康
診査を実施しています。今後も受診率の向上を図るため、ハガキや電話による受診
勧奨等効果的な取組を行います。また、健康診査の他にも、広く市民に対して生活
習慣病予防をはじめとする疾病の予防について普及啓発等の取組みを行っています。 

 
■メンタルヘルス対策の充実 

心の健康は、乳幼児期から高齢期までの生涯にわたって健やかな生活を送る上で
欠かせないものです。しかし、様々な要因により心の健康が保てず、精神疾患を患
ったり、社会適応が難しくなったりすることがあります。 
これらを踏まえ、各区保健福祉センターにおいて精神疾患を患われている方など

に対し精神保健福祉相談を行います。また、精神保健福祉センターにおいては、心
の健康や精神保健福祉に関する相談や、ひきこもり・思春期・うつ・アルコール依
存症・薬物依存症等に対する特定相談及び専門的な支援を行います。 
また、地域・学校・職場等において精神疾患や精神障害に関する正しい知識や理

解の促進を図ります。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・一般精神保健相談の実施
・こころの電話相談、ひきこもり・
思春期・うつ・アルコール依存症・
薬物依存症等の特定相談の実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・一般精神保健相談の実施
・こころの電話相談、ひきこもり・
思春期・うつ・アルコール依存症・
薬物依存症等の特定相談の実施 

・現状の取組の推進 
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■障害児・者歯科診療の実施 
障害特性により一般の歯科医院では治療が困難な障害児・者に対し、歯科治療や

口腔保健指導を実施します。また、全身麻酔などによる高度な歯科治療を大学病院
などの協力の下に実施します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内４か所（歯科医師会館、中原・
久地・百合丘歯科保健センター）
において、心身障害者（児）歯科
治療事業を実施 

・全身麻酔歯科治療を実施（市立川
崎病院） 

・民間活用の促進に向けた心身障害
者（児）歯科治療事業のあり方の
検討と展開 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市内４か所（歯科医師会館、中原・
久地・百合丘歯科保健センター）
において、障害者・高齢者等歯科
診療として実施回数を拡充し、実
施 

・全身麻酔歯科治療を実施（市立川
崎病院） 

・民間活用の促進に向けた高齢者や
障害者の診療受入れの拡大を図る
ための対応力向上研修を実施 

・現状の取組の推進 

 
■乳幼児健康診査事業及び検査事業の充実（再掲） 

（91 ページ参照） 
 
■障害の発見から療育支援までの連携促進（再掲） 

（91 ページ参照） 
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⑤精神科救急医療体制 

■精神科救急医療体制の整備 
精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化に伴う対応について、人権に配慮し、迅

速かつ適切な医療体制によって、医療と保護を進めます。精神保健福祉センターの
役割の充実、現在の基幹病院である市立川崎病院を含め、さらなる基幹病院の充実
に向けて検討するとともに、後方病院との連携の強化と、精神科救急医療相談窓口
体制のありかたを検討し、精神科救急医療体制の充実に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・４県市の協調事業として運用
・土・日の午後から夜間帯における、
切れ目のない受入れ態勢を整備
（H25～） 

・精神科救急医療保護室整備事業の
実施 

・４県市の協調事業による精神科救
急医療体制の推進 

・市内精神科救急医療体制における
精神科医療へのアクセス改善に向
けた見直し 

平成 29 年度 
（改定時） 

・４県市の協調事業として運用
・土・日の午後から夜間帯における、
切れ目のない受入れ態勢を推進 

・平日夜間帯における市内輪番病院
の受入れ態勢の推進 

・平日の午後から夜間帯における、
切れ目のない受入れ体制を推進 

・精神科救急医療保護室整備事業の
実施 

・現状の取組の推進 

 

⑥医療人材の確保と育成 

■重症心身障害児・者等への医療ケア従事者の養成 
重症心身障害児・者等の在宅生活や日中活動の場における医療ケアを担う市内施

設・訪問看護ステーション等の看護師等医療ケア従事者について、スキルアップの
機会を充実させ、ケアの質と量の向上を図るための取組を進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・４県市の共同事業として、県看護
協会に市内施設・訪問看護ステー
ション等の看護師等医療ケア従事
者向けスキルアップ講習会を実施
（H26～） 

・現状の取組の推進及び今後の取組
の検討実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・県看護協会にて、市内施設・訪問
看護ステーション等の看護師等医
療ケア従事者向けスキルアップ講
習会を実施 

・現状の取組の推進 
・医療的ケア児支援に関する協議の
場において人材確保・育成に向け
た取組の検討 
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⑦リハビリテーションサービスの提供 

■地域リハビリテーションの展開（再掲） 
（77 ページ参照） 

 
■地域リハビリテーションセンターの整備（再掲） 

（80 ページ参照） 
 
■（仮称）総合リハビリテーションセンターの整備（再掲） 

（80 ページ参照） 
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施策７ サービス提供体制の充実 

 
 

● 障害者の増加に伴い、障害福祉サービス利用者、サービス提供事業所数も増加傾
向にあります。 

● サービス提供の増加に伴い、障害福祉サービス提供を担う人材を育成するため、
本市独自の体系的な相談支援従事者研修を実施しています。 

● また、福祉サービス第三者評価等、障害福祉サービス事業所に対して外部の視点
を取り入れることでサービスの質の向上に努めています。 

● 事業者がサービスを提供する際に必要とされる意思決定支援の枠組みを示し、障
害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とした「障害福
祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」が平成29（2017）年３月
に策定され、市内事業者に対し周知を行っています。 

 
 
 

● 障害者数、サービス利用者数の増加に伴い、障害福祉サービス事業所数の増加等、
サービス提供体制の拡充が図られている一方、サービス提供の現場においては十分
な人材の確保及び定着、人材育成が課題となっています。 

● 発達障害や高次脳機能障害など多様なニーズに対応できる人材の確保と育成が必
要となっています。 

 

 
 

● 行政と事業者の連携のもと、様々な研修等による人材の養成・確保や定着に向け
た取組、適切な苦情解決の仕組みの運用、第三者評価等により、一層のサービス向
上を目指します。 

● 地域コミュニティは、多様な地域資源と個人から構成されており、今後増加が見
込まれる「支援を必要とする人」に対して効果的・効率的に支援を行っていくため、
障害当事者やボランティアを含めた「多様な主体」の適時適切な役割分担に基づく
活躍を実現していく仕組みづくりを進めます。 
 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①研修体制 

■障害者ケアマネジメントの充実 
障害のある方の自立に向けて適切な支援を提供するため、引き続き障害者ケアマ

ネジメントの充実に資する取組を進めます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者相談支援従事者初任者研修、
現任研修 

・県の相談支援従事者等養成・確保
推進事業によるスキルアップ研修
等を実施 

・体系的な研修システム及び相談支
援専門員のキャリアパスの導入 

・相談支援従事者養成研修の充実
・相談支援の質の評価の仕組みを構築
・基幹相談支援センター等による地
域の相談支援従事者へのサポート
の実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・相談支援従事者初任者研修、現任
研修、地域リーダー養成研修 

・基幹相談支援センターによる相談
支援事業者のサポートの実施 

・平成 29 年度中に障害者相談支援
センターの検証予定 

・現状の取組の推進 
・障害者相談支援センターの検証を
踏まえた取組の推進 
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■障害者支援従事者の育成 
障害者へのサービス提供の場では、意思表示が困難な障害者も多く、また障害の

諸症状・特徴もしくは体調などに応じて、専門的な知識や技術に裏付けられた対応
が必要とされます。このため、様々な障害者団体や事業者等と連携しながら、支援
のスキルアップに向けた実習や講習を実施し、併せて受講の促進を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・重度訪問介護の養成研修等による
人材育成 

・障害福祉事業に携わる団体等への
講師派遣 

・難病患者等ホームヘルパー養成研
修の実施 

・強度行動障害など障害の状況に応
じた研修の実施に向けた検討と充
実 

平成 29 年度 
（改定時） 

・重度訪問介護の養成研修等による
人材育成 

・障害福祉事業に携わる団体等への
講師派遣 

・難病患者等ホームヘルパー養成研
修の実施 

・障害者支援施設等の職員を対象と
して、強度行動障害従業者養成研
修を新たに市独自で実施（H29
～） 

・障害者施設と高齢者施設の両方の
従事者を対象とするリスクマネジ
メント研修を新たに実施（H29
～） 

・キャリアパス研修について、対象
者に障害関係の職員を追加（H29
～） 

・現状の取組の推進 
・介護職員初任者研修・実務者研修
の受講料補助の対象者について、
障害関係の職員を追加 

 
■重症心身障害児・者等への医療ケア従事者の養成（再掲） 

（151 ページ参照） 
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②福祉サービスに対する第三者の視点 

■福祉サービス第三者評価の推進 
第三者からみた評価結果を幅広く情報提供することにより、利用者のサービス選

択に役立つ情報を提供するとともに、事業者自身のサービスの質の向上の取組を促
すため、福祉サービス第三者評価を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・本市独自の評価項目・手法により
実施 

・受審事業所の拡大に向けた検討と
取組 

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市福祉サービス第三者評価事
業評価調査者研修を年１回開催
し、本市独自の評価項目を確認で
きる人材の育成 

・現状の取組の推進 
・より効果的な評価方法の検討 

 
■苦情解決体制の充実 

本市では、良質な苦情解決の仕組みを市内の事業者が共有することを目的として、
川崎市障害福祉施設事業協会が設置する苦情解決第三者委員会への支援を行ってい
ます。今後は障害福祉サービス事業所の増加に対応する相談体制の強化を図ってい
きます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・第三者協力員を拡充 ・相談体制強化に向けた検討及び実
施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・第三者協力員の増員を図るため、
募集を年 1 回実施 

・質の向上を目的に、第三者協力員
に対する研修を実施 

・現状の取組の推進 
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③専門職の確保・育成 

■専門職の確保・育成 
保健・医療・福祉分野に従事する専門職の確保と育成を図るため、これらの専門

職の資質と働きがいの向上に向けた取組を進めます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・各種研修会の開催
・聖マリアンナ医科大学が実施する
難病患者相談研修支援事業の支援

・より効果的な専門職確保と育成に
向けた取組の検討と実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・各種研修会の開催
・かわさき看護ジョブフォーラムへ
の参加（H28～） 

・聖マリアンナ医科大学が実施する
難病患者相談研修支援事業の支援

・より効果的な専門職確保と育成に
向けた取組の検討と実施 

 
■情報提供、コミュニケーション支援者の養成 

視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者にとって、点訳、音訳、手話通訳、要約筆記、
触手話、指点字などは、学習やコミュニケーションの有効な補助手段であるだけで
はなく、それらの支援なしには日常生活が困難となる、必要不可欠な支援手段です。
このため、必要なときに必要な支援が受けられるよう人材養成に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・視覚障害者情報文化センター、聴
覚障害者情報文化センター、神奈
川県聴覚障害者福祉センターにお
いて人材養成 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・視覚障害者情報文化センター、聴
覚障害者情報文化センター、神奈
川県聴覚障害者福祉センターにお
いて人材養成 

・現状の取組の推進 
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④当事者支援の推進 

■ピアサポートの充実 
ピアサポートの普及啓発、ピアサポーターの養成や活動支援の充実を図ることで、

障害者が安心して生活できるよう支援を拡充するとともに、障害者自身が支援者と
して、また普及啓発の活動等に取組むことで社会参加の促進を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・ピアサポートセンター １か所
・ピアサポーター養成・支援事業の
実施 

・ピアサポーターの育成と活動の支
援 

・ピアサポート活動体制の検討 

平成 29 年度 
（改定時） 

・ピアサポートセンター １か所
・ピアサポーター養成・支援事業の
推進（ピアサポーター養成者数 11
名（H28）） 

・地域自立支援協議会精神障害者地
域移行・地域定着支援部会でワー
キンググループにおいて、ピアサ
ポーターの協働・活動体制につい
て検討 

・現状の取組の推進 

 
■当事者団体の活動支援 

障害者等の団体、親の会及び家族会の自主的な活動を支援することにより、当事
者同士の交流や、お互いに支え合う互助の仕組みの強化を図り、各団体の育成と自
立に向けた取組を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎市身体障害者協会及びその構
成団体、川崎市育成会手をむすぶ
親の会、川崎市自閉症協会、川崎
市肢体不自由児者父母の会連合
会、あやめ会（川崎市精神保健福
祉家族会連合会）、神奈川県難病団
体連絡協議会等への支援 

・知的障害者本人部会の活動支援 

・各団体の活動に対する支援の推進

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市身体障害者協会及びその構
成団体、川崎市育成会手をむすぶ
親の会、川崎市自閉症協会、川崎
市肢体不自由児者父母の会連合
会、あやめ会（川崎市精神保健福
祉家族会連合会）、神奈川県難病団
体連絡協議会等への支援 

・知的障害者本人部会の活動支援 

・現状の取組の推進 
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■当事者による相談の提供 
障害者本人や家族が、家庭生活や養育、福祉制度の利用、就学・就労などに関す

る悩みや困りごとを安心して相談できる身近な相談先として、身体障害者相談員、
知的障害者相談員、身体障害児相談員を設置し、当事者ならではの相談機能の充実
を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・身体障害者相談員、知的障害者相
談員、身体障害児相談員の設置 

・効果的な相談体制の検討と構築及
び研修の充実 

平成 29 年度 
（改定時） 

・身体障害者相談員、知的障害者相
談員、身体障害児相談員の設置 

・相談員への研修を実施 

・現状の取組の推進 

 
■当事者団体の企画・運営による障害者社会参加推進センター事業の展開 

各当事者団体等が参画する障害者社会参加推進協議会において、障害者社会参加
推進センター事業の企画・立案を行い、かつ各団体が自ら事業を実施することによ
り、団体相互の連携と協働の下で障害者の自立と社会参加の促進、普及啓発等に向
けた取組を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・社会参加推進協議会の開催及び社
会参加推進センター事業の実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・社会参加推進協議会の開催及び社
会参加推進センター事業の実施 

・現状の取組の推進 
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方針Ⅱ 地域でふれあい、支え合い 

～障害のある人もない人も支え合える 

「心のバリアフリー都市川崎」を目指します～ 
 
◆ 現在、障害は多様化するとともに、高齢社会の進展等に伴い疾病や事故などによる
中途障害の増加などにより、人口の約６％の方は何らかの障害があると推計されてお
り、障害は市民にとって身近な存在となっています。 

◆ 一方、国においては近年、障害者基本法の改正や障害者差別解消法の施行、障害者
権利条約の批准など、障害者を取り巻く自立と共生の社会づくりに向けた法整備が進
められてきました。 
 その上で、障害のある方の社会生活上の困難さは、障害の程度や、障害福祉サービ
スなどの支援の質や量、物質的なバリアフリーの状況などによってのみ決まるもので
はなく、共に暮らす市民としての受入れ、支える社会のあり方も非常に大きな要因と
なります。 

◆ 障害のある方に対する支援は、身の回りの介助サービスだけでなく、地域社会の一
員としての支援も欠かすことができません。障害のある方だからこそできるピアサポ
ートや、当事者団体などの活動を通して地域とのつながりを持ったり、文化・芸術活
動やスポーツなどを通して社会参加したりすることで、地域との交流が深まっていき
ます。 

◆ 障害のある方も暮らしやすい地域社会をつくっていく取組も必要であり、まずは障
害に対する正しい知識、特に精神障害や発達障害に対する理解を広めていくことが必
要とされています。また、こうした理解の上に、ボランティアやＮＰＯなどによるき
め細かな支援が地域から提供されることが期待されます。 

◆ 本市は、このような取組が積極的になされることによって、障害のある方も含めた
社会的に排除されやすい人を受け止められる成熟した地域になっていくことが、そこ
に暮らす全ての人にとって住みやすい地域となると考え、上位概念である「川崎市地
域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づいて、障害や高齢により支援が必要な方が
地域とのつながりが深められるようにするとともに、地域も支援が必要な人のことを
理解し、共に歩んでいけるような社会づくりに取組んでいきます。 
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施策８ 権利を守る取組の推進 

 
 

● 障害があっても様々なサービスや支援を受けながら、一人の人間として尊重され、
地域で自分らしい生活を営むことは当然の権利です。障害のために身体能力や判断
能力が不十分になっても、権利主体としての尊厳は損なわれるものではなく、不平
等や差別、虐待等をなくしていくことは社会としての責任です。 

● その上で、障害のある方の権利を守る仕組みとして、苦情解決窓口の設置や、障
害者虐待防止法に基づく虐待防止体制の整備、成年後見制度に加えて、平成28年４
月には障害者差別解消法が施行されました。この法律により行政機関等や民間事業
者に障害を理由とする差別的取扱いが禁止されるとともに、障害のある方が必要と
する社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮が求められています。 

 
 
 

● 苦情解決や成年後見制度など障害者の権利擁護に関する仕組みが充実してきてい
る一方、「障害のある方の生活ニーズ調査」の結果からも、障害当事者やそのご家族、
関係事業者にその制度や目的が十分に浸透しているとはいえない状況にあります。
今後、より一層の制度の広報周知や利用促進が図られる取組が必要となっています。 

● 権利擁護に関する取組について、各制度の周知を図るとともに、関係機関等との
連携による適切な支援を継続的に行っていく必要があります。 

 

 
 

● 障害者差別解消法や障害者虐待防止法等、障害者の権利擁護に関する制度につい
て、啓発活動を通して広く市民へ制度の内容を周知し、権利擁護の意識を広めます。 

● 川崎市社会福祉協議会をはじめとする関係機関等との連携による適切な支援によ
って、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う、自立と共生
の地域社会の実現を目指します。 
 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①障害を理由とする差別解消の推進 

■障害を理由とする差別解消の推進 
本市では、平成９（1997）年に「かわさきノーマライゼーションプラン」を策定

して以降、継続して、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合
う、自立と共生の地域社会を目指して障害者施策の推進に取組んでいます。平成 28
（2016）年度４月に施行された障害者差別解消法に定める、障害を理由とする差別
を解消するための取組の充実を図りながら、差別のない「自立と共生の地域社会づ
くり」を着実に進めていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者差別解消法の施行に向けた
検討 

・障害者差別解消支援地域協議会の
設置に向けた検討と対応 

・障害を理由とする差別に関する相
談や紛争の防止・解決等を推進す
るためのネットワークを構築 

平成 29 年度 
（改定時） 

・平成 28 年 4 月の施行に合わせ、
対応要領の策定や相談体制・相談
内容の共有の仕組み等を構築 

・障害者差別解消支援地域協議会を
設置（H29.3） 

・障害者差別解消法に定める、差別
を解消する取組の実施 

・障害者差別解消支援地域協議会の
開催と協議結果に基づく取組の推
進 
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②障害者虐待防止に向けた取組の推進 

■虐待防止体制の充実 
障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会

参加を阻害することにもなります。 
今後も虐待のない地域社会を目指して、虐待の防止及び早期発見に向けて関係機

関、関係団体のみならず、広く市民と連携した取組を進めます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市及び各区に障害者虐待防止セン
ター機能を設置 

・相談支援センターとの連携による
虐待防止体制を整備 

・24 時間対応可能な専用の電話窓口
を設置 

・川崎市障害者虐待防止マニュアル
の作成 

・関係機関の職員研修の実施 
・リーフレット作成等による啓発活動
の実施 

・相談支援センター等関係機関との
連携による虐待の防止、支援の実
施 

・法改正等、必要に応じた川崎市障
害者虐待防止マニュアルの改訂等
の実施 

・虐待防止に関する研修、啓発活動
の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者虐待防止センターにて対応
の実施 

・24 時間対応の専用電話窓口にて
対応の実施 

・川崎市障害者虐待防止マニュアル
の改訂 

・職員向け研修を年２回実施 
・啓発としてリーフレットを配布 

・障害者虐待防止センター機能の円
滑な実施 

・相談支援センター等関係機関との
連携による虐待の防止、支援の実
施 

・虐待防止に関する研修、啓発活動
の推進 
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③成年後見制度、日常生活自立支援の推進 

■成年後見制度の推進 
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の意思決定を支援し、権利や利益を守る

ために有効な制度であることから、今後も弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、
行政書士会、税理士会などの関係機関と連携しながら、制度の普及啓発や親族後見
人への支援、成年後見制度の円滑な利用に向けた取組を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・成年後見制度利用支援事業の実施
・成年後見制度連絡会との連携と取組
・成年後見制度の普及啓発のための
シンポジウムを実施 

・親族後見人研修を実施 
・市民後見人養成研修の実施 

・成年後見制度の普及啓発の効果的
な手法の検討及び実施 

・法人後見実施のための研修を実施

平成 29 年度 
（改定時） 

・成年後見制度利用支援事業の実施
・関係機関との連携として成年後見
制度連絡会を年 3 回開催 

・制度の普及啓発として成年後見シ
ンポジウムを年 1 回実施 

・親族後見人研修を年１回実施 
・市民後見人養成研修を１回実施 

・現状の取組の推進 

 
■日常生活自立支援事業の実施 

川崎市社会福祉協議会が運営する「あんしんセンター」において、福祉サービス
利用援助サービス、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスなど、社会福
祉法に定める日常生活自立支援事業を実施します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎市あんしんセンター及び各区
あんしんセンターにおいて実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市あんしんセンター及び各区
あんしんセンターにおいて実施 

・現状の取組の推進 

 

④苦情解決支援 

■苦情解決体制の充実（再掲） 
（156 ページ参照）  
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⑤消費者被害の防止 

■障害者の消費者トラブルの防止 
全国の消費生活センターには、マルチ商法やキャッチセールスなど、障害者を狙

った消費者トラブルの相談が寄せられています。消費者トラブルの拡大や未然防止
のために、センターで相談を実施するとともに、障害者本人への情報提供だけでは
なく、家族や周囲の関係者等にも啓発を行うことで見守り活動の推進に取組みます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・消費生活センターで対応
・生活相談の一環として障害者相談
支援センターでの相談受付 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・消費者行政センターで対応
・生活相談の一環として障害者相談
支援センターでの相談受付 

・「障害者の消費生活見守りガイドブ
ック」を製作（H28）し、障害者
本人の他、その身近にいる関係者
への消費者トラブル未然防止等に
向けた啓発の実施 

・現状の取組の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

権利擁護の推進体制

本人 

地域で安心して
自分らしく暮らす

保健福祉センター 
相談支援センター 

○本人の自己決定に基づく 
サービス利用支援 

○虐待の防止・早期発見 

 あんしんセンター 

○福祉サービスの利用援助 
○日常的な金銭管理サービス
○書類等の預かりサービス 
○法人後見 

 成年後見人 

○法律行為の代理 
（財産管理、身上監護等） 

 苦情解決第三者委員会 

○訪問による苦情相談 
○行政と連携した苦情解決支援 
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施策９ 心のバリアフリー 

 
 

● 障害のある方の社会生活上の困難さは、障害の程度、障害福祉サービスなどの支
援の質や量、ハード的なバリアの状況などによってのみ決まるものではなく、共に
暮らす市民としての受入れ、支える社会のあり方も非常に大きな要因となります。 

● 近年、障害のある方を含めた真の自立と共生の社会づくりに向けて、障害者基本
法の改正や障害者差別解消法の施行、障害者雇用促進法の改正、障害者権利条約の
批准など、各方面での法整備が進んでいます。 

● 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、本市においても
「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」を目指した「かわさ
きパラムーブメント」の取組が進められています。 

 
 
 

● 障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら、共に支え合う自立と共生の地
域社会をより一層成熟させていくためには、障害のある方を特別な存在として捉え
るなどの障害者観の克服や、支援が必要な人と支援が必要ない人が必要以上に分離
した形で生活するのではない、ダイバーシティ（多様性）とソーシャルインクルー
ジョン（社会的包摂）の地域社会の実現に向けた全市民的な意識の醸成（心のバリ
アフリー）が必要です。 

 

 
 

● 障害のある人もない人も、共に育ち、共に学び、共に暮らし、共に働くことが当
たり前と感じられる地域社会を目指します。 
 

 
 ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）とは 

今日的な「つながり」の再構築を図り、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦
から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包
み支え合うこと（「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する
検討会」報告書 平成 12 年厚生省） 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①心のバリアフリーに向けた取組 

障害などのあるなしに関わらず、ダイバーシティ（多様性）とソーシャル・
インクルージョン（社会的包摂）の実現を目指して、市民・企業・関係団体・
行政などの多様な主体が連携して、このような多様な主体や本市の様々なイベ
ント、場面などを地域資源として捉え、それを活用した共生社会づくりの取組
を進めます。 

 
■心のバリアフリーの意識の普及啓発 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、障害者をはじ
めとする、いわゆる社会的マイノリティとされている人たちが、いきいきと暮らす
上での障壁となっている、私たちの意識のバリアを取り除くことなどで、誰もが社
会参加できる環境の創出を目指します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・既存の研修等を活用した市職員の
意識改革に向けた研修の実施 

・広く市民等に向けた啓発の検討と
取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・小学校でのパラスポーツやってみ
るキャラバンや、かわさき PARA
フェス 2017夏での障害者スポー
ツの体験などを通じて、障害者等
についての理解浸透を図る 

・広報戦略に基づき、ロゴを作成し、
そのロゴを活用した動画の放映や
グッズ製作などにより、かわさき
パラムーブメントの理念浸透を図
る 

・第２期推進ビジョンに向けて障害
者団体などへパラムーブメントの
説明を実施 

・ヘルプマークについては近隣自治
体と協調しながら、推進に向けた
検討を実施 

・第２期推進ビジョンに基づく取組
の推進 
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■障害者などが社会に混ざり合う取組の実践 
様々なイベントなどを活用して、障害者の社会参加の取組を実践します。また、

障害のある方が身近な地域でスポーツに親しめる環境づくりを進めていくため、各
区スポーツセンターにおいて障害者スポーツ普及に向けた取組を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・スポーツ・エンターテインメント
等の機会を活用した、福祉事業所
利用者等の就労体験の実施 

・障害者スポーツの体験企画の取組

・検討と展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・スポーツ・エンターテインメント
等の機会を活用した、福祉事業所
利 用 者 等 の 就 労 体 験 の 実 施
（H28：48 回） 

・あらゆる人が個性を大切にしなが
ら楽しめるハロウィンイベントと
して車椅子ユーザーの参加（H28
～） 

・効果的な事業展開に向けたスポー
ツセンターにおける障害者スポー
ツデーの試行を通じた調査・検討
（H29） 

・現状の取組の推進 
・スポーツセンターにおける障害者
スポーツデーの実施 

 
■障害者施設製品の品質向上と販路拡大 

障害者施設製品の品質向上や販路拡大に向け取組を進めます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎モノづくりセミナーの開催な
どを通じた障害者施設製品の商品
力・販売力向上に向けた取組の実
施 

・デザイン振興施策にピープルデザ
インの考え方を取り入れた事業の
展開 

・検討と展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・優先調達件数が増加（67 件→78
件） 

・新たな製品販売会を実施 
・就労継続支援Ｂ型事業所の平均工
賃が増加（14,092 円（H25）→
15,742 円（H28）） 

・障害者施設製品の商品力・販売力
向上に向けた取組の推進 
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■就労機会の開拓 
障害者などの就労機会の創出や福祉事業所での賃金アップにつながる取組を進め

ます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・福祉事業所に通所する障害者の就
労体験の実施 

・しごとセンターと連携した福祉事
業所における工賃アップに向けた
取組の実施 

・福祉事業所に通所する障害者の就
労体験の推進 

・福祉事業所の新しい仕事の創出や
工賃アップを目指した施策の展開

平成 29 年度 
（改定時） 

・福祉施設利用者や在宅者を対象に
就労意欲の向上を図るスポーツや
エンターテインメント等のイベン
トを活用した就労体験事業や職場
実習事業、就労体験ステップアッ
プ事業を実施 

・短時間就労の推進 

・現状の取組の推進 
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②障害の理解促進と普及啓発 

■啓発・広報活動の実施 
「障害者週間」などを中心に、市民の理解を呼びかける取組を推進します。また

新しく施行された法令、制度などを、広報誌やホームページ等の多様な手段により
広報します。 
併せて、国の動向をみながら、障害に係る用語の見直しについても検討をしてい

きます。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市ホームページに掲載
・障害福祉の案内「ふれあい」、利用
案内等の広報誌・パンフレット等
の作成・配布 

・世界自閉症啓発デー及び発達障害
者週間における普及啓発事業の実
施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市ホームページに掲載
・障害福祉の案内「ふれあい」、利用
案内等の広報誌・パンフレット等
の作成・配布 

・世界自閉症啓発デー及び発達障害
者週間における普及啓発事業の実
施 

・現状の取組の推進 
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■精神障害への理解促進 
精神障害を抱える方が地域で安心して生活を送るためには、精神障害に対する誤っ

た認識や偏見を解消することが必要です。 
精神疾患は誰でもかかりうる可能性のある病気であることを、広報・啓発し、心

の健康教育等の推進を図るとともに、精神障害を抱える方と市民との交流等を支援
し、精神障害に対する正しい知識の普及と理解促進に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市民向け講演会の開催
・精神保健福祉講座の開催 

・心の健康教育や精神保健福祉講座
等を通じた精神疾患や精神障害に
関する正しい知識の普及と理解の
促進 

・より広く市民に行き届くような普
及・啓発の手法についての検討、
実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市民向け講演会の開催
・精神保健福祉講座の開催 
・より地域の実情に応じた事業展開
のため、区役所や地域リハビリテ
ーションセンター等と連携した手
法を検討 

・現状の取組の推進 

 
■交流及び共同学習の推進 

全ての小・中学校（川崎高等学校付属中学校を除く）に特別支援学級が設置され
ている利点を生かし、通常の学級の児童生徒と特別支援学級の児童生徒が同じ場で
活動する機会を創出します。また特別支援学校に在籍する児童生徒が居住する地域
の小・中学校児童生徒と交流する居住地校交流や特別支援学校とその近隣にある
小・中学校が行う学校間交流を進めます。加えて、平成 30(2018)年度開室予定の
さくら小学校内田島支援学校小学部分教室在籍児童に交流籍（副次的学籍）を設け、
日常的にかかわりあう機会を作ります。このような交流及び共同学習を通じて、障
害のある児童生徒と障害のない児童生徒の相互理解を深め、多様性を尊重する心を
はぐくむ教育を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・大戸小及び稲田小に交流籍を設置 ・交流の手法についての検討

平成 29 年度 
（改定時） 

・各小・中学校において、通常の学
級の児童生徒と特別支援学級の児
童生徒が交流 

・特別支援学校と在籍児童生徒の居
住地校との交流を実施 

・特別支援学校と近隣の小・中学校
の学校間交流を実施 

・中央支援学校大戸分教室、稲田分教
室の児童に対して、日常的な交流及
び共同学習が実施できるよう交流
籍（副次的学籍）を設置（H26～）

・通常の学級と特別支援学級の交流
のあり方について検討 

・居住地校交流のあり方の検討 
・田島支援学校とさくら小学校の学
校間交流の推進 

・田島支援学校小学部分教室の児童
に対して、日常的な交流及び共同
学習が実施できるよう交流籍（副
次的学籍）を設置（H30 年度） 
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③福祉教育 

■学校における福祉教育 
義務教育段階から、全ての児童生徒が、高齢者や障害者など相手の立場に立ち、

相手の気持ちに寄り添うことが大切であるという本質的な理解が得られるよう、総
合的な学習の時間等における福祉やボランティアに関わる体験学習などを小学校・
中学校の９年間で系統的・計画的に推進し、福祉教育のさらなる充実を図ります。
併せて、教員の意識向上についても引き続き進めていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・総合的な学習の時間における福祉
教育の実施 

・教員向けの教育課題研究、冊子の
配付 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・各学校における総合的な学習の時
間等の全体計画に基づいて、福祉
教育を実施 

・現状の取組の推進 
・共生・協働の精神を育む小学校・
中学校 9 年間の系統的・計画的な
教育の推進 

 
■福祉教育研修の実施 

市立小・中学校職員向けに福祉学習の理解、川崎市社会福祉協議会等の福祉関係
機関と学校との関係づくりを目的とした福祉教育研修を行い、効果的な福祉学習の
実施に努めます。 

 
■市立高校福祉科との連携の検討 

高校福祉科の教員や生徒が、市内の障害者福祉の実情についての理解を深める機
会をつくることを検討するとともに、各種事業への参画やボランティア活動への参
加を働きかけていきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎高等学校福祉科において、特
別支援学校での介助ボランティア
等を定期的に実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎高等学校福祉科において、障
害者福祉施設や心身障害者デイサー
ビス等でボランティア活動をして
いる 

・現状の取組の推進 
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④障害者体験企画の展開 

■障害者体験を通した障害への理解促進 
障害者スポーツの体験講座やイベントを開催することにより、障害者スポーツへ

の関心や障害に対する理解を深め、心の障壁をつくらない「心のバリアフリー」を
進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・子どもを対象としたブラインドサ
ッカー体験を実施 

・障害者体験の企画・実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・小・中学校等における障害者スポー
ツ体験講座を実施（H28：20 回）

・市民祭り等における障害者スポー
ツ普及イベントを実施（H28：３回）

・現状の取組の推進 
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施策 10 社会参加の促進 

 
 

● 障害の有無にかかわらず、全ての人がスポーツや文化・芸術などに触れる機会を
持ち、うるおいのある暮らしを送れるようにしていくことが求められています。 

● 生涯学習や生活に関する知識などを身につける機会などについても同じであり、
生活を豊かにする取組が必要とされています。 

● 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組の中で障害者
スポーツの振興についても議論が交わされています。 

 
 
 

● スポーツや文化・芸術をはじめとする様々な余暇活動を楽しむ場や機会の少なさ
や、それらの情報が入手しづらいといった課題があります。 

● 障害者スポーツを普及・発展させていくための環境整備や推進体制の構築が課題
となっています。 

 

 
 

● 文化・芸術活動を行う場所や発表の機会などの充実を進めつつ、活動団体の取組
の情報を発信することなどにより、参加しやすい環境を整備することで、文化・芸
術活動を通した社会参加を促進していきます。 

● 障害者スポーツの普及を通じ、障害の有無に関わらず誰もがスポーツに参加し、
スポーツの楽しさを味わうことができる環境の実現を目指します。 

 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①障害者スポーツ 

■スポーツ活動の推進 
障害があっても、地域でスポーツを楽しみ、スポーツを通して豊かな生活を営む

ことができるよう、川崎市障害者スポーツ大会の開催、全国障害者スポーツ大会へ
の選手派遣、障害者スポーツ教室の開催等の障害者スポーツ振興事業を実施すると
ともに、大規模（全国規模）障害者スポーツ大会の開催を支援します。また、川崎
市障害者スポーツ協会や障害者スポーツ関連団体と連携し、障害者スポーツの普及
促進を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎市障害者スポーツ大会の開催
・全国障害者スポーツ大会への選手
派遣 

・障害者スポーツ教室の開催 
・各種競技大会の開催 
・国際大会の参加選手の市長表敬訪
問を実施 

・(仮)川崎市障害者スポーツ協会設立
に向けた取組 

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市障害者スポーツ大会の開催
・全国障害者スポーツ大会への選手
派遣 

・障害者スポーツ教室の開催 
・各種競技大会の開催 
・国際大会の参加選手の市長表敬訪
問を実施 

・川崎市障害者スポーツ協会の設立
（H27） 

・現状の取組の推進 
・大規模（全国規模）の障害者スポー
ツ大会の開催支援 
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■スポーツ施設の利用促進 
各区スポーツセンター等で障害者が日常的にスポーツを楽しめるようスポーツ施

設の利用料金の減免を行うとともに、バリアフリー化の促進やスポーツセンター職
員が初級障害者スポーツ指導員養成講習会を受講する取組など、障害者が利用しや
すい施設になるようハード面、ソフト面の充実を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・スポーツ施設の利用料金の減免
（個人利用は障害者手帳の提示によ
り減免、団体利用は承認団体に減
免適用） 

・リハビリテーション福祉センター
スポーツ施設の運営 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・スポーツ施設の利用料金の減免
（個人利用は障害者手帳の提示によ
り減免、団体利用は承認団体に減
免適用） 

・リハビリテーション福祉センター
スポーツ施設の運営 

・現状の取組の推進 
・リハビリテーション福祉センター
スポーツ施設のあり方の検討と検
討結果を踏まえた取組の推進 

・初級障害者スポーツ指導員養成講
習会に各区スポーツセンター職員
１名が受講 

 

■スポーツ指導者の養成 
障害者が身近な地域でスポーツを親しむためには、各個人の障害の状況に応じた

スポーツの指導体制を確立する必要があります。東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催に向けて、障害者スポーツ振興の機運が高まる中、その一
翼を担う障害者スポーツ指導員の養成は、障害者スポーツの普及において重要な要
素になるといえます。川崎市障害者スポーツ指導者協議会等と連携し、障害のある
方々のスポーツ活動を支える指導員の資質向上を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・初級障害者スポーツ指導員養成講
習会を年１回開催 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・初級障害者スポーツ指導員養成講
習会を年１回開催（H27:29 人、
H28：30 人養成） 

・現状の取組の推進 
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②障害者の文化・芸術活動 

■文化芸術に取組める環境の整備 
文化芸術による多様性と社会的包摂が進んだまちづくりを推進するため、障害者

による文化芸術の普及促進などを通じて、障害の有無にかかわらず誰もが文化芸術
に取組める環境づくりを進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害の有無にかかわらず美術鑑賞
できるプログラムの実施 

・映画上映におけるイヤホンガイド、
字幕付き上映等バリアフリー上映
の実施 

・音楽公演における体感音響システ
ム、字幕タブレット等鑑賞サポー
ト環境の試験的導入 

・障害の有無にかかわらず文化芸術
に親しめる環境づくりのモデル事
業実施 

・現状の取組の推進 
・障害者による文化芸術の発表機会
の創出 

 
■障害者作品展の開催 

障害者の創作活動を支援し、絵画や書、手工芸品などの発表の場を確保すること
により、障害のある方に自己表現を通じた自信と希望を見出す機会を創出します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者社会参加推進センターによ
る作品展の開催 

・川崎市自閉症協会による作品展の
開催 

・障害者社会参加推進センター文
化・芸術活動検討委員会の設置 

・障害者社会参加推進センター文
化・芸術活動検討委員会における
検討を踏まえた取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者社会参加推進センターによ
る作品展の開催 

・川崎市自閉症協会による作品展の
開催 

・障害者社会参加推進センター文
化・芸術活動検討委員会の開催 

・現状の取組の推進 
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■身近な場での文化活動の推進 
身体障害者福祉会館などにおいて各種講座や交流事業を実施し、文化活動の場と

して運営の充実に努めます。手をつなぐフェスティバルについては、スポーツ・文
化・音楽などの活動を通じた交流の場として、社会参加の促進に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・身体障害者福祉会館における各種
講座及び交流文化祭（身体障害者
会館フェスティバル）等の開催 

・新たな社会参加促進事業として
（仮）手をつなぐフェスティバル
の検討と開催 

平成 29 年度 
（改定時） 

・身体障害者福祉会館における各種
講座等及び手をつなぐフェスティ
バルの開催 

・現状の取組の推進 
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施策 11 多様な支え合いの構築 

 
 

● 少子高齢社会の進展により、障害のある方を含めて支援が必要な方が増え続け、
持続可能な社会保障のあり方の再構築が議論されている中、「誰もが安心して暮らし
続けることができる」ようにするためには、地域の実状に応じた適切な「地域包括
ケアシステム」の構築を推進していくことが求められています。 

●また、厚生労働省は平成28（2016）年７月に「我が事・丸ごと」地域共生社会実
現本部を設置し、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として
主体的に取組む仕組みを作っていくことを目指しています。 

 
 
 

● 行政だけではなく、事業者や地縁組織、地域・ボランティア団体、住民など地域
内の多様な主体によるそれぞれの役割に応じた取組が重要となっています。 

 

 
 

● 地域コミュニティは、多様な地域資源と個人から構成されており、今後増加が見
込まれる「支援を必要とする人」に対して効果的・効率的に支援を行っていくため、
障害当事者やボランティアを含めた「多様な主体」の適時適切な役割分担に基づく
活躍を実現していく仕組みづくりを進めます。 
 

  

性向 方 の 後 今 

状 現 

題 課 
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①地域の多様な支え合いの構築 

■ボランティア活動やＮＰＯによる地域支援の充実 
社会福祉協議会・かわさき市民活動センター等を中心として地域でのボランティ

ア情報の提供、コーディネーターの養成により、ボランティアの人材養成と活動促
進を支援します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・障害者関係を含む市民活動団体に
対しての情報提供や交流事業等の
実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・障害者関係を含む市民活動団体に
対しての情報提供や交流事業等の
実施 

・現状の取組の推進 

 
■多様な団体等との交流による地域に根ざした活動の推進 

地域の障害者施設や団体の事業について、ボランティア団体やＮＰＯ法人をはじ
め、町内会・自治会等の地縁組織、学校、商店街、企業、大学など地域を支える多
様な主体の参加を呼びかけることで地域に根ざした活動を推進します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・社会福祉協議会や全市的・全領域
的な中間支援組織であるかわさき
市民活動センターを通じて、地域
の障害者施設や団体を含んだボラ
ンティア団体やＮＰＯ法人等を中
心とした情報提供等の実施 

・企業・大学と連携した取組の検討

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・社会福祉協議会や全市的・全領域
的な中間支援組織であるかわさき
市民活動センターを通じて、地域
の障害者施設や団体を含んだボラ
ンティア団体やＮＰＯ法人等を中
心とした情報提供等の実施 

・企業や大学への働きかけを実施 

・現状の取組の推進 
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■障害者と地域をつなぐ取組の展開 
地域生活拠点において、障害者が地域で生活するための相談やボランティアの育

成等、障害者の地域生活支援の担い手の充実を図ることで、地域と障害者が共に生
きる地域づくりを進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・地域生活支援拠点施設（川崎区・
宮前区）において、障害者生活支
援・地域交流事業の実施（H28～）

・現状の取組の推進 
・中原区において実施予定（H32）

 

②障害の自己理解とピアサポート 

■ピアサポートの充実（再掲） 
（158 ページ参照） 
 

■障害者団体等の育成と協力関係の構築 
障害者団体等の当事者等による活動の活性化は、今後ますます重要性を増してい

きます。このため、行政と障害者団体等との協力、協働の関係を強め、リーダー養
成、研修、講座などへの協力・参画を促進します。また、障害者団体による自立支
援のためのサービスの提供、ピアカウンセリングなどの相談支援などが、より拡充
できるような環境づくりを進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎市身体障害者協会及びその構
成団体、川崎市育成会手をむすぶ
親の会、川崎市自閉症協会、川崎
市肢体不自由児者父母の会連合
会、あやめ会（川崎市精神保健福
祉家族会連合会）、神奈川県難病団
体連絡協議会等への支援 

・知的障害者本人部会の活動支援 

・各団体への支援と協力体制の推進

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市身体障害者協会及びその構
成団体、川崎市育成会手をむすぶ
親の会、川崎市自閉症協会、川崎
市肢体不自由児者父母の会連合
会、あやめ会（川崎市精神保健福
祉家族会連合会）、神奈川県難病団
体連絡協議会等への支援 

・知的障害者本人部会の活動支援 

・現状の取組の推進 
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施策 12 自殺総合対策の推進 

 
 

● 我が国の年間自殺者数は、平成10（1998）年に急増して３万人を超え、平成24
（2012）年に５年ぶりに３万人を下回ったものの、依然として多くの人が自殺によ
り亡くなっている現状があります。このため、国においては、平成18（2006）年
に「自殺対策基本法」を制定するとともに、翌平成19（2007）年には「自殺総合
対策大綱」を策定し全国的に施策を推進してきました。 

● 本市においても「自殺対策基本法」や「自殺総合対策大綱」等の策定に従い、神
奈川県及び県内の政令指定都市や、首都圏９都県市と連携して様々な取組を行う中
で、近年は減少傾向に転じたものの、平成28（2016）年には178人の方が亡くな
っている（人口動態統計概数より）状況となっています。 

● これらの自殺者の動向や社会情勢の変化を受け、本市においては、平成25年12
月に「川崎市自殺対策の推進に関する条例」が制定され、市の状況に応じた自殺対
策を総合的に推進するための自殺対策総合推進計画を定め、平成27（2015）年度
から平成29（2017）年度の３年間を計画期間として、必要な施策を推進してきま
した。 

● 平成28（2016）年に「自殺対策基本法」の改正、平成29（2017）年には「自
殺総合対策大綱」の見直しが行われ、地域レベルの実践的な取組の支援の強化や適
切な精神保健医療福祉サービスを提供するための体制の整備、相談の多様な手段の
確保やアウトリーチの強化、居場所づくりの推進といった様々な分野からのサポー
トの提供による社会全体の自殺リスクの低下、子ども・若者・勤務問題に対する自
殺対策の更なる推進が求められています。 

 
 
 

● 自殺対策は個々の人の自殺発生への危機対応だけではなく、誰もが健康で生きが
いを持って暮らすことのできる社会の構築を目指すものとすること、また自殺を個
人的な問題としてのみではなく社会全体で取組む問題として市民一人ひとりが自ら
の事として意識し、自殺対策に関心と理解を深めていくことが必要です。 

● 自殺の原因や動機には、健康問題、生活苦・借金問題、過労・リストラや、人間
関係など、様々な社会的要因が複雑に関係しているため、あらゆる関係機関の連携
による事業の推進と予防対策が重要です。 

● 地域における未遂者支援の体制の構築や自殺や精神保健に関する啓発及び周知を
多層的に実施、地域連携構築による精神医療体制の確保、多様性を認め、社会の中
に個々人の居場所があるという感覚を持つことができる社会環境作りなど新たな課
題が生じています。 

 

状 現 

題 課 
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● あらゆる分野の関係機関と情報共有、連携強化を図りながら、改定後の川崎市自
殺対策総合推進計画（平成30～32年度）に基づく、事業の継続及び拡充実施を推進
していきます。 

● また、計画に基づいて必要な施策を実施することにより、市民が安心して生活で
き、結果として、自殺者数及び自殺死亡率が減少することを目指します。 
 

  

性向 方 の 後 今 
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①自殺総合対策の推進 

■自殺総合対策の推進 
自殺対策は、平成 19（2007）年に策定された自殺総合対策大綱に基づいて取組

を推進してきました。、平成 28（2016）年に自殺対策基本法が改正され、平成 29
（2017）年に改正自殺総合対策大綱が示され、全国的に対策の強化が図られていま
す。 
本市では、平成 26（2014）年度に制定した「川崎市自殺対策の推進に関する条

例」に基づき、平成 29（2017）年度改定の「川崎市自殺対策総合推進計画」によ
って、対策の一層の推進を図ってまいります。 
自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、精神保

健福祉センターを中心とした関係機関との情報共有等の連携強化、相談活動の充実
に向けた研修の実施、共生社会の実現を基盤とする自殺予防の普及啓発等を進めま
す。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・自殺予防情報センターの運営
・一般精神保健相談の実施 
・こころの電話相談、うつ病家族セミ
ナー、自死遺族の集い、自死遺族
電話相談（ほっとライン）の実施

・こころの健康セミナーの開催 
・相談機関従事者研修の開催 
・医療機関従事者研修の開催 
・かながわ自殺対策会議及び部会の
共催 

・かかりつけ医うつ病対応力向上研
修の実施 

・川崎市自殺対策総合推進会議の開
催 

・川崎市自殺対策総合推進計画の策
定 

・川崎市自殺対策総合推進計画に基
づく、事業の継続及び拡充実施 

・自殺の防止等に関する調査研究の
推進並びに情報の収集、整理、分
析及び提供 

・自殺の防止等に関する市民の理解
の増進 

・自殺の防止等に関する人材の確保、
養成及び資質の向上 

・職域、学校、地域等における市民
の心の健康の保持に係る体制の整
備 

・自殺の防止に向けた早期かつ適切
な医療を提供するための体制の整
備 

・自殺の発生を回避するための相談
その他の適切な対処を行う体制の
整備及び充実 

・自殺未遂者に対する支援 
・自殺者及び自殺未遂者の親族等に
対する支援 

・民間団体の行う自殺の防止等に関
する活動に対する支援 

平成 29 年度 
（改定時） 

・改正自殺対策基本法に基づく自殺
対策推進センター（旧自殺予防情
報センター）の運営 

・改定川崎市自殺対策総合推進計画
の策定 

・川崎市自殺対策総合推進計画に基
づく事業の実施 

・未遂者支援の検討とモデル地区に
おける支援の実施 

・改定川崎市自殺対策総合推進計画
に基づいた取組の実施 

・自殺行動に関する実態データの分
析 

・介入段階ごとの取組を実施 
・地域包括ケアシステムに対応した
精神保健、医療及び自殺対策構築
のための研究との連携 
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方針Ⅲ やさしいまちづくり 

～誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりを目指します～ 
 
◆ 地域で暮らしていくには、日常の買い物をはじめ、銀行や通院などで外出する機会
は多く、公共交通機関の利用など、その時々で必要な移動手段を選択することになり
ます。また、目的地に着いても、スーパーや病院など大きな建物では、売り場や窓口
など屋内の移動も必要です。一見何でもないところでも、障害のある方や高齢者にと
っては移動の制約を受けやすい場面も少なくありません。そうした場所に、様々な工
夫と配慮があれば、行くことができる範囲が大きく広がります。 

◆ 同様に、まちの中にはたくさんの情報があふれていますが、なんらかの工夫や配慮
が無ければ情報を受け取ることが困難な方も少なくありません。例えば信号機は視
覚・聴覚の複数の情報を発信するような配慮が必要です。 

◆ このほかにも、市から発信している暮らしの情報・防災情報など、必要とする情報
を速やかに提供できるよう、様々な媒体や表現方法を工夫した情報提供が求められま
す。 

◆ 大きな災害があったり事件や事故に遭遇したりすると、避難したり通報したりする
ことが難しい障害のある方もいます。地域で安心して暮らすためには、いざというと
きにも助けが得られることが大切です。 

◆ このため本市は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサル
デザインの考えに基づいて、地域の生活環境を移動しやすいものにしていくとともに、
いざというときも安全が確保されるようなまちづくりを進めていきます。 
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施策 13 生活環境のバリアフリー化の推進 

 
 

● 本市では、これまで「福祉のまちづくり条例」や、「どこでも、だれでも、自由に、
使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、日常生活において障
害のある方や高齢者などが多く利用する公共交通機関や建築物、道路、公園などの
バリアフリー化、さらに情報のバリアフリーに取組んできています。 

● 平成28（2016）年に施行された障害者差別解消法では、「社会への参加を実質的
なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら、安心し
て生活できるようにするため、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約してい
る、事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進め、ソフトハードの両面に
わたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図る。」とされて
います。 

 
 
 

● 障害者差別解消法やユニバーサルデザイン2020行動計画の範囲はまちづくりは
もとより、公共交通機関のバリアフリー化の推進、意思疎通支援を含めた情報アク
セシビリティの向上等、多岐にわたります。 

● 本市においても、各方面において行政のみならず民間企業等と連携した取組を一
層推進することが必要となります。 

 

 
 

● ソフト・ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を進め、誰もが安心・安全
で生活しやすいまちづくりを目指します。 

 
 アクセシビリティとは 

情報やサービス、ソフトウェアなどが、高齢者や障害者などハンディを持つ人
にとって、どの程度利用しやすいかという意味で使われる語。 
 

  

状 現 

題 課 

性向 方 の 後 今 
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①福祉のまちづくりの推進 

■福祉のまちづくりの推進 
本市では平成 10（1998）年に「川崎市福祉のまちづくり条例」を施行しました。

この条例は、全ての市民が住み慣れた地域社会において安心して快適な生活を営み、
積極的に社会参加を行い、心豊かな生活を送ることができるよう策定したものです。
この条例では、官公庁の施設、社会福祉施設、医療施設、共同住宅、事務所その他
の不特定かつ多数の者の利用に供する施設の新築等をする際に、障害者等の利用に
配慮した整備をするよう基準を定めています。また、平成 18（2006）年 12 月に
施行された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー
法）に対応し、一定の建築物にバリアフリー化を義務付けています。引き続き、こ
の条例を遵守した施設の整備が図られるよう、さらなる普及に努めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎市福祉のまちづくり条例
・事前協議を 301 件実施し、うち
147 件（48.83％）が条例遵守 

（H25 届出分） 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・事前協議を 279 件実施し、うち
145 件（51.97％）が条例遵守 

（H28 届出分） 

・「福祉のまちづくり条例」に基づく
事前協議における指導・助言等の
実施（年：220 件以上） 

 
■まちづくりへの市民参画 

急速な高齢化が進む中、高齢者や障害者、妊婦やけが人などを含む全ての人が自
立した生活を送るための環境整備が求められています。このため、平成 16（2004）
年度から平成 29（2017）年度まで、川崎駅をはじめとする拠点地区等においては、
バリアフリー法に基づくバリアフリー基本構想を策定し、その他の地区においては、
バリアフリー化の推進に向けた基本的な考え方を取りまとめたバリアフリー推進構
想を策定しました。その後、策定後の進捗管理及び、高齢者・障害者等を含む不特
定多数の人の利用ニーズが高い目的施設（公共施設、福祉施設、医療施設、商業施
設等）を対象とした、施設内のバリアフリー情報を掲載しているバリアフリーマッ
プの更新等について検討していきます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・川崎市バリアフリーのまちづくり
推進協議会 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市バリアフリーのまちづくり
連絡調整会議 

 H27：2 回開催 
 H28：1 回開催 
 H29：1 回開催（予定） 

・現状の取組の推進 
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②公共交通機関のバリアフリー化 

■駅舎のエレベーター等の整備推進 
鉄道駅舎等垂直移動が必要なか所には、車いすで安全に移動できるためのエレベーター
などの設置が求められています。鉄道事業者が市内の駅舎にエレベーター等を設置す
る費用の一部を助成し、高齢者や障害者をはじめとする全ての人が利用しやすい駅舎
の整備を支援します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内 32 駅に 76 基設置（H27.3
現在） 

・１日当たりの利用者数 3,000 人以
上の駅について、鉄道事業者の整
備計画に合わせ、エレベーター等
の設置費用の一部を助成し、整備
を支援（H27：１駅１基設置予定）

平成 29 年度 
（改定時） 

・平成 27 年度に１駅１基（ＪＲ八
丁畷駅）設置を予定していたエレ
ベーターについては、平成 29 年
度中に供用予定 

・１日当たりの利用者数 3,000 人以
上の駅について、鉄道事業者の整
備計画に合わせ、エレベーター等
の設置費用の一部を助成し、整備
を支援 

 
■ノンステップバス導入の促進 

身近な公共交通機関である路線バスのバリアフリー化を推進し、ノンステップバ
スなどの導入を進めます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内営業所に、民営 330 両配備
（H26.3 現在） 
・市営バスは、全 335 両がバリアフ
リー対応車両（H27.2 現在） 

 内訳：ノンステップバス 316 両、
ワンステップバス(スロープ板
付)19 両 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市内営業所に、民営 355 両配備
（H29.3 現在） 
・市営バスは、全 338 両がバリアフ
リー対応車両（H29.3 現在） 

 内訳：ノンステップバス 319 両、
ワンステップバス(スロープ板
付)19 両 

・現状の取組の推進 
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③道路のバリアフリー化 

■歩行空間の改善 
高齢者、障害者、車いす利用者などの通行が容易となるよう段差解消、歩道の勾

配の改善、視覚障害者誘導ブロックなど、全ての人が利用しやすい歩道整備を促進
します。また、電線類の地中化は、「安全で快適な歩行空間の確保」にも資すること
から、主要駅周辺や幹線道路を中心に計画的な整備を進める方針としています。 

 
■歩道上放置物の改善 

歩道上での違法駐車や歩道上に放置された自転車、商品、看板、自動販売機、ゴ
ミ等は歩道通行時のバリアとなります。これら歩道の“使われ方”の問題は、“マナー”
や“心がけ”によるものです。今後、広報に努め、歩道上に障害物を置かないような市
民意識の啓発に努めるとともに、商業者やボランティア等の協力を得ながら、通行
に障害となる自転車・商品等のバリアの除去、予防のための対策を実施します。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

 

平成 29 年度 
（改定時） 

・歩道上における置看板や商品販売
について、春・秋の交通安全運動
の機会などを通じて、所轄警察署
と各区役所道路公園センターが連
携しながら、除却の指導を実施 

・現状の取組の推進 

 

④公共施設のバリアフリー化 

■公園のバリアフリー化 
都市公園における園路及び広場、駐車場、トイレ等をはじめとした公園施設のバ

リアフリー化を推進します。 
 
■休憩施設・公衆トイレの整備 

長時間の連続的な行動が困難な障害者や高齢者にとって、まちの中で気軽に腰を
下ろし休憩できる空間が、一定の距離間隔で設置されていることが望まれます。ま
た、休憩施設とともに、誰もが使いやすく清潔な公衆トイレは、まちの必要な機能
であり、重要な設備です。しかし、これら空間や設備を専用でまちの中に設けるこ
とは容易でありません。そこで、積極的に、公共施設の一部を休憩施設として活用
するとともに、民間の施設を含む公共的施設の新築や増築等の機会を捉えて、福祉
のまちづくり条例に基づき多機能トイレ（オストメイト対応）の整備を誘導します。 
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⑤まちの情報提供の充実 

■案内標識、掲示板の改善 
買い物や通勤・通学などの日常生活で利用する公共施設などについては、障害者

などの移動を支援するバリアフリーへの対応が求められています。このため、「川崎
市福祉のまちづくり条例」に基づき、建築物に案内板や案内標識を設ける際、高齢
者や障害者などに配慮された掲示への誘導を行います。 

 
■まちの整備状況等に関する情報提供 

まちの整備状況について、積極的に情報提供を行っていきます。情報の提供にあ
たっては、インターネット等により情報発信していくとともに、神奈川県や横浜市
と協働で普及啓発に取組みます。 

 

  



 

 

第３部 方針Ⅲ やさしいまちづくり

191

⑥情報バリアフリーの推進 

■情報提供の充実 
本市の暮らしの情報・防災情報など、必要とする情報を速やかに提供できるよう、

市政だより、放送サービス、インターネット、携帯電話などを活用して、情報を提
供していきます。また、対象者に応じた平易な表現や点字、イラストなどを活用し
た提供物の発行、ホームページのアクセシビリティの向上を進めます。 
さらに、点字や手話などの使用困難な障害者への支援も含めて、障害関係制度情

報などについては、障害の特性に応じた提供を進めるとともに、多様な国籍の市民
に対応した外国語での情報提供に取組みます。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市政だより（紙媒体・ｗｅｂ版・
点字版・録音版）による市政情報
の提供 

・テレビ・ラジオなどによる市政情
報の提供 

・ホームページによる市政情報の提
供 

・携帯電話などへのメール配信シス
テムによる市政情報の提供 

・障害特性に応じた録音図書の提供
など 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・市政だよりによる市政情報の提供
において、新たに電子ブック版を
開始するなど、新たな配信手段の
採用 

・テレビ・ラジオなどによる市政情
報の提供 

・ホームページによる市政情報の提
供 

・携帯電話などへのメール配信シス
テムによる市政情報の提供 

・障害特性に応じた録音図書の提供
など 

・現状の取組の推進 

 
■公文書作成におけるカラーユニバーサルデザインへの取組 

多様な色覚を持つ様々な利用者に配慮し、なるべく全ての人に情報がきちんと伝
わるよう、公文書を作成する際の「色の使い方」や「グラフ作りのポイント」など
について、分かりやすく、具体的な手引書として策定した「公文書作成におけるカ
ラーユニバーサルデザインガイドライン」を活用しながら、職員への研修を実施し、
公文書におけるカラーユニバーサルデザインの取組を推進します。 

 



 

 

第３部 方針Ⅲ やさしいまちづくり 

192 

■ウェブアクセシビリティの向上 
本市ホームページでは、ウェブアクセシビリティの標準規格である JIS X 

8341-3:2016（高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェ
ア及びサービス-第３部：ウェブコンテンツ）に基づき情報提供を行っています。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・ホームページの定期診断及び検証
・利用状況の把握 
・情報分類の更新及びシステムの安
定稼動に向けた保守作業の実施 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・平成26年度に JIS X 8341-3:2010
の達成等級 AA に準拠し、以降毎
年実施している試験でも AA 準拠
を維持 

・定期診断・利用状況の把握・保守
作業についても継続実施 

・現状の取組の推進 

 
 ウェブアクセシビリティとは 

高齢者や障害者といった、ホームページ等の利用に何らかの制約があったり利
用に不慣れな人々を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支
障なく利用できること。 
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施策 14 災害・緊急時対策の強化 

 
 

● 本市ではこれまで、障害者などの防災の取組を進めてきましたが近年の東日本大
震災等の大規模災害の発生を踏まえて、障害のある方を含めた災害時要援護者への
支援を一層強化することが必要です。 

● 行政と自主防災組織等の地域住民の役割分担と連携体制の構築に向けたさらなる
検討と検討に基づく実践に取組んでいくことが必要です。 

 
 
 

● 災害・緊急時対策を充実させることで、障害があっても誰もが安心・安全で生活
しやすいまちづくりを目指します。 

 

①災害に備えた環境整備 

■避難所機能の強化 
本市では、市立小・中学校、高等学校などを避難所として指定しており、災害時

要援護者用に災害用仮設トイレ、紙おむつ、おかゆ等の備蓄を行っているほか、各
地区に医薬品を備蓄しています。また、精神障害者などに必要な向精神薬等につい
ては、川崎市薬剤師会等と災害時に医薬品等の供給に関する協定を結んでいます。 
ストマ用装具の保管については、引続きあり方を検討するとともに、バリアフリ

ー化などを進め、避難所機能の強化を図ります。 
 

 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・市内 175 か所の全ての避難所に備
蓄倉庫を整備し、災害用仮設トイ
レ、紙おむつ、おかゆ等を備蓄 

・各地区に医薬品を備蓄 

・各地区での医薬品の備蓄について
のあり方を検討 

平成 29 年度 
（改定時） 

・川崎市備蓄計画を改定し、計画に
基づき備蓄物資の配備を推進して
おり、高齢者及び乳児用等向けの
おかゆや紙おむつ等配備するとと
もに、身障者対応の仮設トイレな
どの配備を推進 

・区役所での医療救護所の考え方等
により、必要に応じて管理場所を
変更するなどの対応を実施。引き
続き、医薬品の備蓄のあり方を検
討 

・現状の取組の推進 

  

性向 方 の 後 今 

と 題 課 状 現 
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■ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の整備 
大震災等の自然災害、航空機・列車事故、犯罪事件などの大規模災害等による心

理的ストレスを受けた被災者等への『心のケア』は大変重要です。 
このような大規模災害時に発生直後から、被災地において、精神保健医療活動の

支援を行う専門チームの編成を４県市協調体制により行います。現地にチームを派
遣するために必要な体制の整備を進めるとともに、研修や訓練等による隊員の育成
を図ります。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー
ム）の整備に向けた検討 

・チーム派遣に必要な物資の確保
・災害時の精神保健に関する研修・
訓練の実施 

平成 29 年度 
（改定時） 

・ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー
ム）を整備し、熊本地震発生時に、
かながわＤＰＡＴとして派遣 

・４県市協働による隊員養成研修の
実施 

・４県市協働で運営会議を開催し、
災害時派遣体制の整備と本市被災
時の受援体制及び被災者支援の検
討 

・ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー
ム）の体制拡充 

・災害時の精神保健に関する研修・
訓練の実施 
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②情報支援 

■防災情報の提供 
基本的な防災知識・対策を網羅した啓発広報誌「備える。かわさき」や、避難所・

応急給水拠点等の災害時に必要な情報を掲載した「防災マップ」や各種ハザードマ
ップを作成・配布するほか、市ホームページ「防災情報ポータルサイト」でも各種
情報を提供しています。そのほか、ぼうさい出前講座や防災イベント等を通じて、
防災啓発や冊子の配布を行います。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・様々な伝達手段による防災情報の
提供 

・「備える。かわさき」の作成・配布
・各区防災マップの作成・配布 
・各種ハザードマップの作成・配布

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・様々な伝達手段による防災情報の
提供 

・「備える。かわさき」の作成・配布
・各区防災マップの作成・配布 
・各種ハザードマップの作成・配布

・現状の取組の推進 

 
■災害時情報伝達手段の確保 

防災気象情報、地震や津波に関する情報、避難に関する情報などを、メールニュー
スかわさき「防災気象情報」、市ホームページ「防災情報ポータルサイト」、テレビ
神奈川やケーブルテレビのデータ放送、かわさきＦＭ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、同報系防
災行政無線、かわさき防災アプリなど、市民の身近にある様々な情報伝達手段によ
り提供します。併せて、市民等の携帯電話やスマートフォンに、通信規制や輻輳に
よる影響を受けずに、本市から一斉に情報を配信することが可能な、緊急速報メー
ルを活用し、緊急度の高い災害情報を配信します。 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・様々な伝達手段による情報提供
・緊急速報メールの活用 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・かわさき防災アプリの開始等、新
たな伝達手段の採用 

・様々な伝達手段による情報提供の
継続 

・新たな伝達手段の採用の検討 
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③地域での見守り活動 

■災害時支援体制の構築 
災害時対策として、日頃から町内会活動や防災訓練等に参加するなど、積極的に

地域の方々と交流する機会を増やし、地域内の助け合いの体制を構築しておくこと
が重要です。このため、災害時要援護者避難支援制度を推進することによって、町
内会・自治会や自主防災組織などの支援組織と、地域に暮らす障害者とのコミュニ
ケーションを図り、災害時の支援体制が強化されるよう努めます。 
また、重度障害者など、一般的な避難所では生活に支障をきたす人に対しては、

福祉施設等の運営主体と連携しながら、施設を利用した二次避難所を整備し、発災
時に備えた連携に努めます。 
さらに、市健康福祉局と区役所と、二次避難所（障害者支援施設ほか）や障害者

相談支援センターに設置した無線機を日頃の訓練を通じて、災害時に備え速やかに
活用できるよう取組むとともに、市健康福祉局や区役所と二次避難所などの関係機
関との連携が図れるように作成した、災害関係のマニュアルやガイドラインなどの
活用を通じて、関係機関との連携を推進し、防災体制を推進強化します。 
 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・災害時要援護者避難支援制度、自
主防災組織に対する助成制度の実
施 

・各区防災マップの配布 
・二次避難所の整備 
・支援組織向け「支援ガイド」の冊
子及びＤＶＤによる啓発 

・自主防災組織のリーダーを対象と
した研修の実施 

・災害時用無線機器などの設置 
（入所施設５か所、基幹相談支援セ
ンター７か所に設置済み） 

・災害時要援護者避難支援制度の円
滑な推進 

・災害時用無線機器などの設置促進

平成 29 年度 
（改定時） 

・災害時要援護者避難支援制度、自
主防災組織に対する助成制度の実
施 

・各区防災マップの配布 
・二次避難所の整備（H29.３協定締
結 201 件） 

・支援組織向け「支援ガイド」の冊
子及びＤＶＤによる啓発 

・自主防災組織のリーダーを対象と
した研修の実施 

・災害時用無線機器などの設置 
（入所施設５か所、基幹相談支援セ
ンター７か所に設置済み） 

・現状の取組の推進 
・二次避難所のより一層の円滑な運
営に向けた検討と実施 
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■非常時における通報手段の確保 

緊急通報システムの設置による緊急時の連絡体制を確保するとともに、「ＦＡＸ１
１９」「ＷＥＢ１１９」による緊急時の通報手段を確保します。 
＊警察では「ＦＡＸ１１０番」、「メール１１０番」を運用 

 
 現 状 計 画 

平成 26 年度 
（策定当初） 

・緊急通報システム設置運営事業の
実施 

・「ＦＡＸ１１９」、「ＷＥＢ１１９」、
「ＦＡＸ１１０番」、「メール１１０
番」の運用 

・現状の取組の推進 

平成 29 年度 
（改定時） 

・緊急通報システム設置運営事業の
実施 

・「ＦＡＸ１１９」、「ＷＥＢ１１９」、
「ＦＡＸ１１０番」、「メール１１０
番」の運用 

・現状の取組の推進 

  
 
 

災害時要援護者避難支援制度

川崎市 

申込書 

高齢者や
障害のある方 

区役所 

（町内会・自治会、 
自主防災組織、 
民生委員児童委員） 

① 名簿登録の申込み 

② 名簿の提供

③ 自宅訪問・支援方法の確認

風水害時 
 安否確認・避難支援等の実施 
災害時 
 安否確認等の実施 

名 簿

支援組織 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

第５部 計画の策定及び推進 

第１部 第４次かわさきノーマライゼー
ションプランの改定にあたって 

資料編 

第２部 川崎市における障害児・者の状況 

第３部 障害者施策の推進（障害者計画） 

第４部 障害福祉サービスの提供見込量
（第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画） 
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１ 第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画に
ついて 

 

（１）障害福祉計画・障害児福祉計画とは 

障害福祉計画は、障害者総合支援法に規定されるサービスを計画的に整備する
ことを目的として、市町村及び都道府県がそれぞれの実情に基づき策定します。
第５期は、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの３年間の計画
として策定します。 
障害児福祉計画とは、児童福祉法に規定されるサービスを計画的に整備するこ

とを目的に、平成 30（2018）年度から市町村及び都道府県に策定が義務付けら
れました。第１期は、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの３
年間の計画として策定します。 
なお、本市では、すでに障害児の施策及び障害福祉サービスごとに必要な見込

量を「障害福祉計画」で見込んでいるため、障害児を対象とした部分については、
「障害児福祉計画」へと位置付け直します。 
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第４部 １ 第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画について 

（２）第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の内容 

第５期障害児福祉計画・第１期障害児福祉計画では、障害者の高齢化・重度化・
多様化や障害者を支える家族の高齢化、障害児支援のニーズの多様化、さらに共
生社会の実現に向けた取組を推進する視点に立ち、次の事項を成果指標として定
めます。 
 
■平成32（2020）年度までに重点的に取組む目標 

①福祉施設から地域生活への移行に関する数値目標 
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する数値目標 
③地域生活支援拠点の整備に関する数値目標 
④福祉施設から一般就労への移行に関する数値目標 
⑤障害児支援の提供体制の整備等に関する数値目標 

 
■障害者総合支援法に基づくサービスの必要な見込量と確保策 

平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの各年度における指
定障害福祉サービス及び指定相談支援等の種類ごとの見込量とその見込量を
確保するための方策を定めます。 

 
■児童福祉法に基づくサービスの必要な見込量と確保策 

平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの各年度における指
定通所支援又は指定障害児相談支援等の種類ごとの見込量とその見込量を確
保するための方策を定めます。 

 
■地域生活支援事業等の実施に関する事項 

平成30（2018）年度から平成32（2020）年度までの各年度における地
域生活支援事業等の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を
定めます。 
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２ 平成32（2020）年度までに重点的に取組む目標
 
 

数値目標１ 福祉施設から地域生活への移行 

福祉施設に入所している障害者について、グループホームやひとり暮らしなど、
地域生活への移行を推進します。 

 

 第４期の進捗状況  

第４期障害福祉計画では、①平成 29 年度末までに平成 25 年度末時点の施設入所者
数（539 人）の 12％（65 人）が地域生活に移行すること、②平成 25 年度末時点の
施設入所者からの削減数については、本市の入所施設の定員数が少ないことを鑑み、
現状の水準を維持することを目標としました。 

 
①入所施設からの地域移行 

平成29年度末 
までの目標 

平成28年度末
までの実績

平成28年度末 
までの進捗率 

65人 26人 40％ 

 
②施設入所者の削減 

施設入所者の削減は見込まない（０人） 
 

地域移行者数については、これまでの数（平成 25 年度０人、平成 26 年度２人）と
比べて、平成 27 年度 12 人、平成 28 年度 14 人と増加してきていますが、目標達成
は厳しい見込みです。これは、入所者の重度化・重複化が進んでおり、地域移行が難
しい層が多いことが理由と考えられます。また、これまで地域生活をしていた障害者
も、本人やご家族の高齢化が進んだことにより、施設入所を希望する方が多くなって
います。 
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第４部 ２ 平成 32（2020）年度までに重点的に取組む目標 

 
 
※第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の両方を合わせて「第５期」と標記します。（以下同じ） 

【目標】 
第５期障害福祉計画では、①平成 32 年度末までに、平成 28 年度末時点の施設入所

者数（497 人）の９％（45 人）を地域生活に移行することを目標とします。②平成
28 年度末時点の施設入所者からの削減数については、本市の入所施設の定員が少ない
ことを鑑み、現状の水準を維持します。 

 
項目 数値 備考 

平成28年度末時点の入所者数
（Ａ） 497人  

【目標値①】（Ｂ） 
入所施設からの地域移行 45人 （Ａ）のうち、平成32年度末までに

地域生活へ移行する方の目標数 

新たな入所施設利用者数（Ｃ） 45人 平成32年度までに新たに入所施設利
用が必要な方の見込数 

平成32年度末の入所者数（Ｄ） 497人 平成29年度末の利用者見込数 
（Ａ－Ｂ＋Ｃ）

【目標値②】（Ｅ） 
施設入所者の削減数 0人 差引削減見込数

（Ａ－Ｄ）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考え方】 

○目標値①の地域移行者数については、第４期の目標達成は厳しいものの、グ
ループホームにおいて重度・重複障害のある方や行動障害のある方の受入れ
が進むよう、平成25年度に市独自の報酬加算を創設したこと、また、同じく
平成25年度に「通過型」をコンセプトとした入所施設「井田重度障害者等生
活施設（桜の風）」を整備したことにより、平成27・28年度においては、以
前よりも地域移行が進んでいます。今後についても積極的に入所施設から地
域生活への移行の取組を推進し、国の指針のうち第４期の未達成分を除く「45
人」と見込みます。 

○目標値②の施設入所者数については、引き続き地域移行に向けた取組を積極
的に進めていくものの、本市の人口当たりの入所施設の定員数が他都市と比
べて低い状況にあることや、施設への入所による支援がふさわしい障害者も
多くいること、また、新たに施設整備を行うことも踏まえ、平成28年度末時
点の施設入所者数からの削減は見込まないこととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第５期の目標と考え方 

国の指針 
目標値① 平成28年度末時点の施設入所者数の９％以上を地域移行（平成29年

度までの未達成分については平成32年度の目標値に上乗せ） 
目標値② 平成28年度末時点の施設入所者数の２％以上を削減（平成29年度ま

での未達成分については平成32年度の目標値に上乗せ） 

（参考） 
市内の入所施設：５施設・定員 300 名（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

〔新設〕１施設・定員 47 名（川崎区・平成 32 年度末予定）
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 目標達成のための方策  

○障害者相談支援センターのあり方検討、短期入所の拡充、ヘルパーの拡充、地域
生活支援拠点の整備などを行い、地域生活を支える体制を強化します。 

○地域における生活の場（グループホームなど）と日中活動の場（通所施設など）
の整備を進めます。 

○入所者の高齢化や重度・重複障害の受入れに対応できるグループホームの整備や、
肢体不自由の方のためのグループホームに対する整備費補助の充実の検討などを
進め、市外施設に入所している方も含め、地域で暮らしていける体制づくりを進
めます。 

○グループホームやひとり暮らしを希望する障害者の住まいの場を確保するため、
不動産事業者等の理解を促す取組を進めます。 

○地域移行や地域生活を支える機能のより一層の確保のため、生活の基盤が崩れか
けた方を一定期間受入れて生活を整える「短期入所事業」について、平成30年度
から障害者支援施設「井田重度障害者等生活施設（桜の風）」で新たに実施します。 

○グループホームの支援体制を強化するための市独自の報酬加算を継続し、サービ
スの質の確保を図ります。 

○地域リハビリテーションセンターの専門機能との連携を図り、グループホームの
従事者やサービスの質の向上を図ります。 

○グループホームを利用する際の経済的負担を軽減するため、国と市にて家賃の助
成を行います。 
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数値目標２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができ
るよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 

 第４期の進捗状況  

第４期障害福祉計画においては、それぞれ国の指針と同じ目標値としました。 
 

平成29年度における目標 目標値 平成27年度の実績 平成28年度の実績（※）
①平成29年度における入院
後３か月時点の退院率 64％ 65.6％ 56.0％ 

(62.8％) 
②平成29年度における入院
後１年時点の退院率 91％ 95.5％ 86.4％ 

(91.2％) 
③平成29年度６月時点の長
期在院者数（在院期間１
年以上） 

561人 611人 707人 
(636人) 

※（）内は、認知症専門300床を除いた場合の数値 
 

各数値目標については、おおむね順調に推移していましたが、精神科病院（認知症
専門・300 床）が、平成 26 年に新たに開院されたことに伴い、長期（1 年以上）在
院者数（精神障害）が増加しています。また、市内の一般精神病床における入院患者
の年齢構成においても、65 歳以上の割合が半数を超えており、長期在院者数の増加に
影響していると考えられます。 
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【目標】 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す新たな政策理念に基づ
いた国の指針を踏まえ、次のとおり目標と定めることとしました。 

 
項目 数値 備考 

【目標値①】 
入院後３か月時点の退院率 69％以上

平成32年度における市内一般精
神病床における入院後３ヶ月時
点の退院率

【目標値②】 
入院後６か月時点の退院率（新規） 84％以上

平成32年度における市内一般精
神病床における入院後６か月時
点の退院率

【目標値③】 
入院後１年時点の退院率 90％以上

平成32年度における市内一般精
神病床における入院後１年時点
の退院率 

【目標値④】 
平成32年度末の精神病床におけ
る１年以上の長期入院患者（65
歳以上、65歳未満） 

調整中 
※国が示す調査結果を踏まえ、地
域の実情等に基づき患者数を
算定 

【目標値⑤】 
川崎市地域自立支援協議会精神
障害者地域移行・地域定着支援部
会の実施回数（新規） 

６回／年

保健、医療、福祉関係者による協
議の場である、川崎市地域自立支
援協議会精神障害者地域移行・地
域定着支援部会の実施回数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考え方】 

○目標値①～③の退院率については、過去の実績を踏まえ、国の指針と同様の
水準とします。一方で、長期入院の精神障害者の地域移行をより一層推進し
ていく必要があることから、一般精神病床を対象とした目標値とし、また全
国的な傾向として65歳以上の入院患者の約４割を占める認知症患者について
は、介護保険事業と連携した取組を推進していきます。 

○目標値⑤については、平成28年度に、これまでの協議会を、地域自立支援協
議会の専門部会に再編していることから、国の指針で示されている、保健、
医療、福祉関係者による協議の場として位置付け、２か月に１回開催するこ
ととします。 

 

  

第５期の目標と考え方 

国の指針 
目標値① 平成32年度における入院後３ヶ月時点の退院率を69％以上 
目標値② 平成32年度における入院後６ヶ月時点の退院率を84％以上 
目標値③ 平成32年度における入院後１年時点の退院率を90％以上 
目標値④ 平成32年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者（65歳以

上、65歳未満） 
目標値⑤ 平成32年度末までに全ての精神保健福祉圏域/市町村ごとに、協議会

やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置
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 目標達成のための方策  

○精神障害にも対応した地域包括ケアの構築に向けた取組を実施します。 
①精神保健福祉センター及び井田地域生活支援センターにおける、地域移行コー
ディネーターによる、地域移行の推進 

②地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会において、関係者
による協議 
・市内障害者相談支援センターによる地域移行支援実施の拡大 
・モデル圏域における共同事業等の実施による、病院と地域の連携強化 
・精神障害者地域移行・地域定着支援従事者研修の実施 
・ピアサポーターの協働及び活用 

③市外病院に入院している方の地域移行に向けた支援の実施 
④平成29年度厚生労働省精神保健福祉資料（厚生労働省が実施する調査）におい
て把握された、高齢長期在院者の状況をもとに、高齢者施策との連携 
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数値目標３ 地域生活支援拠点の整備 

障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対
応、専門性、地域の体制づくり等）の集約等を行う拠点を整備します。 
 

 第４期の進捗状況  
 

平成29年度 
までの目標 平成27年度の実績 平成28年度の実績 

２か所（延べ） １か所(延べ) ２か所(延べ) 
 

国で掲げる地域生活を支援する機能の集約を行う拠点について、「多機能拠点整備型」
の施設（短期入所や地域で暮らす障害のある方を支える支援ネットワークのコーディ
ネート機能などを付加）を平成 29（2017）年度までに２か所設置することを目標と
し、宮前区（平成 27 年度）、川崎区（平成 28 年度）に整備してきました。 
 
（当該施設が提供するサービス） 

生活介護、短期入所、相談支援、地域生活支援事業である日中一時支援、市の単独事
業である障害者生活支援・地域交流事業（地域交流、ボランティアの育成等） 
 

 
 
【目標】 
 

地域生活支援拠点
の整備 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

２（既存） ２（既存) ３ 
（既存２、新設１）

 
 
 
 
 
 
 
 
【考え方】 

○平成32年度に「多機能拠点整備型」の施設が中原区に整備される予定です。 
○未整備区への整備についても、高齢者・障害者施設の再編整備の状況等を踏
まえ、検討を行います。 

 

  

第５期の目標と考え方 

国の指針 
地域生活拠点を平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備す
ること 
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数値目標４ 福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設の利用者について、就労移行支援事業等を通じて一般就労への移行を
推進します。 

 

 第４期の進捗状況  

第４期障害福祉計画では、平成 29 年度の年間一般就労者数については、平成 24 年
度の実績（107 人）の２倍である 214 人を、平成 29 年度末の就労移行支援事業の利
用者数については、平成 25 年度末の利用者数（209 人）の６割増である 335 人を、
また、平成 29 年度の就労移行支援事業所ごとの就労移行率については国の指針等を
踏まえて 50％を目標としました。 

 
 目標値 平成27年度の実績 平成28年度の実績

①平成29年度の年間一般就
労者数 214人 194人 181人 

②平成29年度末の就労移行
支援事業の利用者数 335人 422人 453人 

③平成29年度の就労移行支
援事業所ごとの就労移行
率 

50％ 25.9% 30.8% 

 
目標値①については、これまで毎年増加していた就労移行支援事業所の事業所数が

減少（平成 27 年度 27 事業所、平成 28 年度 26 事業所）したことに加えて、精神障
害者を中心に安定した体調管理に課題がある方や中等度以上の知的障害者が増えてい
ることから、就労までに時間がかかる方の割合が増加しており、達成が困難な状況で
す。 
目標値②については、第４期福祉計画の目標値を、平成27・28年度ともに大きく上

回っています。 
目標値③については、就労移行支援事業所の就労移行率の割合については、平成28

年度の実績は前年度実績よりも増加していますが、就労移行支援事業所の利用期間が
２年間（最長で３年間）であり、前述したように就労までに時間がかかる方の割合が
増加していることや年間の就労移行支援事業所の利用者数が１名以下の就労移行支援
事業所が全体の約２割を占めていることから、達成が困難な状況です。 
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【目標】 

過去の実績及び国の指標を踏まえ、次のとおり目標を設定することとします。 
 

項目 数値 備考 
【目標値①】 
福祉施設から一般就労への移行者
数 

260人 平成32年度に福祉施設を退所し、
一般就労した方の数 

【目標値②】 
就労移行支援事業の利用者数 797人 平成32年度末の就労移行支援事

業の利用者数 

【目標値③】 
就労移行支援事業所ごとの就労移
行率 

３割
平成32年度の就労移行支援事業
の利用者のうち就労移行率が3割
以上の事業所の率 

【目標値④】 
就労定着支援事業による支援を開
始した時点から1年後の職場定着
率（新規） 

８割
就労定着支援事業による支援を
開始した時点から１年後の職場
定着率 

 
 
 
 
 
 
 

【考え方】 
○目標値①については、過去の実績を踏まえ、平成28年度の一般就労への移行
実績の1.2倍とします。また、これまで就労者数については、市民を対象とし
てきましたが、今後は市民以外も含めた市内事業所を利用する障害者全てを
対象とすることとして、平成28年度の実績値である217人の1.2倍の260人を
目標値として設定します。 

○目標値②については、国の指針と過去の実績を踏まえ、平成28年度末におけ
る利用者数の２割増とし、市民以外も含めた市内就労移行支援事業所の利用
者数の実績値である664人の２割増である797人を目標値として設定します。 

○目標値③については、精神障害者を中心とした体調管理に課題がある方や中
等度以上の知的障害者が増えていることから就労までに時間がかかる方の割
合が増加しており、今後もこの傾向が続くことが見込まれるため、現状の水
準を維持します。 

○目標値①～③については、対象者をこれまで市独自の基準で定めていました
が、本市が進めている雇用・就労支援の取組は主に事業所への支援を通じた
取組であることも踏まえ、対象者を訂正することとします。 

○目標値④については、国の指針に準じて、就労定着支援事業による支援を開始
した時点から1年後の職場定着率を８割とすることを目標値として設定します。 

第５期の目標と考え方 

国の指針 
目標値① 平成28年度の一般就労への移行実績の1.5倍とする。 
目標値② 平成28年度末の利用者から２割以上増加させる。 
目標値③ 就労移行支援事業の利用者のうち就労移行率が３割以上の事業所を

全体の５割以上にする。 
目標値④ 就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着

率を８割以上とする。
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 目標達成のための方策  

○民間企業等における就労体験や職場実習を通じて、就労意欲の喚起や就労に向け
た支援を促進します。 

○就労移行支援事業所や地域就労援助センター等の就労支援機関により、福祉施設
から一般就労への移行を促進します。 

○障害者総合支援法の制度等の改正を踏まえながら、効果的な就労移行施策を実施
します。 

○ハローワークが主催する障害者合同面接会の開催協力を行います。 
○地域就労援助センターや就労支援機関等のネットワーク体制を強化することによ
り、地域就労援助センターを中心とした総合的な就労相談を進めます。 

○障害のある方の一般企業への就労や就労後の職場定着に向けた効果的な支援を実
施するために、就労支援機関職員の人材育成に取組みます。 

○精神障害者を中心とした週20時間以上働くことが難しい方を対象とした短時間就
労に向けた支援を推進します。 

○地域就労援助センター等の就労支援機関による個別の定着支援を実施します。ま
た、働いている方が体調の管理や生活の自己管理に取組めるよう「セルフケア」
を重視した支援を推進します。 

○企業等が障害のある従業員の特性を理解し、効果的なサポートや配慮の提供が行
えるよう、地域就労援助センター等の就労支援機関において、企業等への支援を
進めます。 
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数値目標５ 障害児支援の提供体制の整備等（新規項目） 

 
 
 
【目標】 
 

項目 数値 備考 
【目標値①】 
児童発達支援センターの設置及
び保育所等訪問支援を利用でき
る体制の構築 

４か所
保育所等訪問支援を含めた
支援を実施する児童発達支
援センターの箇所数 

【目標値②】 
重症心身障害児を支援する児童
発達支援事業所及び放課後等デ
イサービス事業所の確保 

児童発達支援事業所
６か所

放課後等デイサー
ビス事業所  

８か所

平成32年度末までに、重症
心身障害児を支援する児童
発達支援事業所及び放課後
等デイサービス事業所の箇
所数 

【目標値③】 
医療的ケア児支援のための関係
機関の協議の場の設置 

１か所 平成30年度末までに設置
する協議の場の設置数 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
【考え方】 

○目標値①については、市内４カ所に既に設置している児童発達支援センター
である地域療育センターにおいて、保育所等訪問支援を含め、支援体制を強
化します。 

○目標値②については、現在設置している重症心身障害児を支援する事業所の
着実な運営とともに、新規事業所の拡充に向けた検討を進め、毎年度１か所
ずつ増加することを見込みます。（平成29年７月現在で、重症心身障害児を支
援する児童発達支援事業所は３か所、重症心身障害児を支援する放課後等デ
イサービス事業所は５か所） 

○目標値③については、医療的ケア児支援のため、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関の場を設置します。 

  

第５期の目標と考え方 

国の指針 
目標値① 平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくと

も1か所以上設置し、児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実
施するなど、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

目標値② 平成32年度末までに、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業
所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所
以上確保する。 

目標値③ 平成30年度末までに、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の
場を設置する。
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 目標達成のための方策  

○児童発達支援センターである地域療育センターを地域における中核的な支援機関
として、配慮を必要とする子どもに対し、本人及びその家族への支援を提供する
とともに、保育所・幼稚園・特別支援学校等の関係機関と連携を図り、専門的知
識に基づき保育所等訪問支援等の後方支援を行いながら、地域支援体制の強化を
推進します。 

○医療的ケア児を含む重症心身障害児の実情や課題を踏まえ、重症心身障害児を支
援する事業所の新規参入を促す手法等を検討します。 

○医療的ケア児支援のための協議の場の設置に向け、医療的ケア児の実情の把握を
行うとともに、医療を担う関係団体及び医療的ケア児を支援する事業所等と本市
関係部署のネットワークを構築し、地域の支援体制に関する課題や情報交換を行
い、地域の実情に応じた体制整備について協議していきます。 
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３ 障害者総合支援法に基づくサービスの必要な
見込量と確保策 

 

（１）日中活動系サービス 

 サービスの概要  

日中に施設などにおいて介護や訓練などの場を提供するサービスです。 
 

サービス名 サービスの概要 

生活介護 
常に介護を必要とする障害者に対し、主に日中に入浴、
排せつ、食事等の介護や創作的活動、生産活動の支援を
行います。

自立訓練（機能訓練） 地域生活を営む上で、身体機能の維持、回復等の必要が
ある障害者に、身体的リハビリテーションを行います。

自立訓練（生活訓練） 
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要が
ある障害者に、日常生活能力を向上するための支援等を
行います。

就労移行支援 

一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる障害者
であって、就労を希望する方に対し、生産活動等を通じ
就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等を行
います。

就労継続支援Ａ型 

一般企業等での就労が困難な障害者のうち、雇用契約に
基づく就労が可能と見込まれる方に対し、働く場を提供
するとともに、知識及び能力の向上のための訓練を行い
ます。

就労継続支援Ｂ型 

一般企業等での就労が困難な障害者のうち、年齢や体力
の面で雇用されることが困難になった方や、就労移行支
援事業や就労継続支援Ａ型の利用が困難な方に、働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向上のための訓練
を行います。

就労定着支援（新規） 
障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとと
もに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題
解決に向けて必要な支援を実施します 

地域活動支援センター 
居場所機能、創作的活動、生産活動等の機会を提供する
とともに、相談支援や地域との交流促進等の支援を行い
ます。

短期入所 
（ショートステイ） 

居宅において介護を行う方の疾病などの理由により短
期間の入所を必要とする障害者に対し、障害者支援施設
等に短期間入所し、必要な介護等を行います。 

療養介護 

医療を要する障害者で、常に介護を必要とする人に対
し、病院などの施設において行われる機能訓練、必要な
医療、療養上の管理、看護、医学的な管理下における介
護などの支援を行います。
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 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

生活介護 
人／月 2,425 2,397 2,471 2,431 2,497 2,514 
人日／月 46,552 47,429 47,429 48,563 47,930 50,244 

自立訓練 
（機能訓練） 

人／月 19 19 19 10 19 9 
人日／月 381 197 381 66 381 61 

自立訓練 
（生活訓練） 

人／月 78 77 78 81 78 87 
人日／月 849 1,043 849 986 849 1,149 

就労移行支援 
人／月 318 323 368 398 418 398 
人日／月 5,277 5,340 6,104 6,860 6,931 6,930 

就労継続支援Ａ型 
人／月 164 231 195 252 225 250 
人日／月 3,207 4,470 3,806 4,837 4,406 4,710 

就労継続支援Ｂ型 
人／月 806 875 841 902 876 879 
人日／月 13,934 14,706 14,540 15,485 15,145 15,207 

地域活動支援 
センター 

人／月 732 664 742 666 752 661 
人日／月 12,583 13,546 12,783 13,455 12,983 13,500 

合計 
人／月 4,542 4,586 4,714 4,740 4,865 4,798 
人日／月 82,783 86,731 85,892 90,252 88,625 91,801 

 

短期入所 
人／月 462 446 466 473 466 482 
人日／月 2,310 2,584 2,330 2,738 2,330 2,531 

療養介護 人／月 107 109 107 108 107 109 
※平成27・28年度は3月実績、29年度は6月実績 
※短期入所、療養介護は第４期では、その他のサービスに含まれていたが、国の指針に合わせ、日中活動系
サービスに移行。 

 
○自立訓練（機能訓練）を除き、各サービスとも見込量どおりあるいは見込量
を上回った実績となっています。 
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 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活介護 
人／月 2,828 2,884 3,057 
人日／月 57,127 58,269 61,764 

自立訓練（機能訓練） 
人／月 9 9 9 
人日／月 65 65 65 

自立訓練（生活訓練） 
人／月 87 87 87 
人日／月 1,035 1,035 1,035 

就労移行支援 
人／月 437 468 501 
人日／月 7,600 8,147 8,716 

就労継続支援Ａ型 
人／月 267 285 304 
人日／月 4,819 5,137 5,476 

就労継続支援Ｂ型 
人／月 916 918 919 
人日／月 16,493 16,526 16,559 

就労定着支援(新規） 
人／月 415 479 542 
人日／月 3,737 4,311 4,880 

地域活動支援センター 
人／月 700 700 700 
人日／月 13,500 13,500 13,500 

合計 
人／月 4,959 5,130 5,419 
人日／月 90,876 93,490 98,495 

 

短期入所 
人／月 573 630 693 
人日／月 2,865 3,151 3,467 

療養介護 人／月 111 111 111 
〇サービス毎に第４期実績の伸び率を踏まえて、第５期見込量を算定しました。 
〇新規サービスである就労定着支援については、市内の就労実績及び離職率等から算定し
ました。 

〇短期入所については、平成 31 年度の特別養護老人ホーム（中原区）、平成 32 年度の地
域生活支援拠点（中原区）及び福祉センター跡地活用施設（川崎区）の開設に伴い、44
床増加することを踏まえて見込量を算定しました。 

 

  

第５期の見込量と考え方
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 見込量を確保するための方策  

○「第２期障害者通所事業所整備計画」に基づき、生活介護事業所や短期入所事業
所の施設整備を推進していきます。 

○既存の建物の改修等による、小規模生活介護事業所の整備を進めます。 
○地域活動支援センターについては、必要数を確保するとともに、安定的な運営に
向けた取組を推進していきます。 

○短期入所については、平成31年度の特別養護老人ホーム（中原区）、平成32年度
の拠点型施設（中原区）及び福祉センター跡地活用施設（川崎区）に計44床の定
員を確保します。また、福祉センター跡地活用施設においては、５床程度の緊急
枠を確保します。  
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（２）居住系サービス 

 サービスの概要  

主として夜間にグループホームや施設などにおいて入浴、排せつ、食事などの介護
や日常生活の支援を提供するサービスです。 

 

サービス名 サービスの概要 

共同生活援助 
（グループホーム） 

介護を要する障害者に対し、共同生活の場において、入
浴、排せつ、食事など日常生活の世話、介護等の支援を
行います。

施設入所支援 
障害者支援施設等において、主に夜間に、入浴、排せつ、
食事等の介護を行います。

自立訓練（宿泊型） 
生活能力の維持・向上等の必要がある障害者に、自立訓
練（生活訓練）の宿泊型の事業として、日常生活能力を
向上するための支援等を行います。

自立生活援助（新規） 

障害者支援施設等からひとり暮らしへの移行を希望す
る障害者に、ひとり暮らしに必要な理解力や生活力を補
うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支
援を行います。

 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

グループホーム 人／月 1,141 1,071 1,231 1,114 1,331 1,099

施設入所支援 人／月 541 528 541 511 541 511
自立訓練（宿泊
型） 人／月 23 19 23 24 23 24

合計 人／月 1,705 1,618 1,795 1,649 1,895 1,634
※平成27年度・平成28年度は３月実績、平成29年度は６月実績 
 
○グループホームの利用者数については、平成27年度80名、平成28年度90名、
平成30年度100名の定員増を見込んでおり、平成27年度はおおむね達成をし
ていますが、平成28・29年度については新規に選定した事業者の辞退や既存
事業所の定員減等により、実績が下回っています。 
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 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

グループホーム 人／月 1,189 1,279 1,369 

施設入所支援 人／月 518 518 518 

自立訓練（宿泊型） 人／月 25 25 25 

自立生活援助（新規） 人／月 49 55 61 

合計 人／月 1,781 1,877 1,973 

○グループホームについては、第４期の実績等を踏まえ、毎年度90名ずつ増員
することを見込みます。 

○施設入所支援、自立訓練（宿泊型）については、これまでの実績を踏まえて
第５期見込量を算定しました。 

○新規サービスである自立生活援助については、利用が見込まれる対象者数を
もとに算定しました。 

 

 見込量を確保するための方策  

○グループホームについては、引き続き、整備や運営に対する支援を行うとともに、
不動産事業者等への理解の促進を図り、計画的な整備を進めていきます。 

○障害福祉施設事業協会や地域リハビリテーションセンターの専門機能との連携を
図りながら、研修等の取組を進め、グループホームの質の維持・向上に努めます。 

○施設入所支援については、地域移行支援や、障害特性に応じた専門的な支援が必
要な方を主な利用者像として位置付けて整備を進めます。 

第５期の見込量と考え方
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（３）訪問系サービス 

 サービスの概要  

ヘルパーが居宅を訪問して介護や家事援助などの支援を行ったり、外出する際の介
護や移動に必要な情報の提供などの支援を行ったりするサービスです。  

サービス名 サービスの概要 
居宅介護 
（ホームヘルプサービス） 

居宅において入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

重度訪問介護 
常に介護を必要とする重度の肢体不自由者、著しい行動
障害を有する知的障害者・精神障害者に対し、入浴、排
せつ、食事の介護、外出の介護などを総合的に行います。

行動援護 
行動障害のある知的障害児・者、精神障害者で、常に介
護を必要とする人に対し、外出の介護、危険回避のため
の援護などの支援を行います。

同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対し、
移動に必要な情報の提供、移動の援護などの支援を行い
ます。

重度障害者等包括支援 

最重度の障害のある方のためのサービスとして、居宅介
護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短
期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援を、利用者の必要に応じて組み合わせ、計画に
基づいて包括的に提供します。（現在のところ本市では
利用者がいないサービスであり、今後も利用が見込まれ
ないため、利用者０人の見込みとします。） 

 

 第４期の進捗状況  

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績

居宅介護 
人／月 1,188 1,217 1,243 1,206 1,301 1,168 
時間／月 23,069 23,473 23,854 24,146 24,666 22,358 

重度訪問介護 
人／月 100 107 105 112 110 92 
時間／月 11,494 11,722 11,885 12,416 12,290 8,663 

行動援護 
人／月 226 256 237 286 248 233 
時間／月 5,090 5,055 5,264 5,067 5,443 3,720 

同行援護 
人／月 222 243 233 253 244 251 
時間／月 6,618 7,252 6,844 7,236 7,044 7,327 

合計 
人／月 1,736 1,823 1,818 1,857 1,903 1,744 
時間／月 46,271 47,502 47,847 48,865 49,443 42,067 

※平成27・28年度は3月実績、29年度は6月実績 

○各サービスについてはおおむね見込量どおりの実績となっていますが、同行援護
はやや見込量を上回っています。  
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 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅介護 
人／月 1,242 1,289 1,338 

時間／月 25,289 26,452 27,669 

重度訪問介護 
人／月 121 130 140 

時間／月 13,789 14,544 15,327 

行動援護 
人／月 292 303 315 

時間／月 5,469 5,721 5,984 

同行援護 
人／月 260 270 280 

時間／月 7,725 8,081 8,452 

合計 
人／月 1,915 1,992 2,073 

時間／月 52,272 54,798 57,432 

○各サービスにおいて、第４期実績の伸び率を踏まえて第５期見込量を算定し
ました。 

 

 見込量を確保するための方策  

○居宅介護、行動援護等についてはヘルパーの不足が課題となっているため、人材
の確保に向けた取組を推進します。 

 
  

第５期の見込量と考え方
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（４）相談支援サービス 

 サービスの概要  

サービス名 サービスの概要 

計画相談支援 
障害福祉サービスを利用しようとする障害児・者に対
し、サービス等利用計画案の作成やサービス事業者等と
の連絡調整などの支援を行います。

地域移行支援 
障害者支援施設等や精神科病院に入所・入院している障
害者に対し、住居の確保や地域生活に移行するための支
援を行います。

地域定着支援 

居宅において単身の障害者や施設・病院から退所・退院
した障害者のうち、地域生活が不安定な方に対し、常時
の連絡体制を確保し、緊急時に相談や訪問などの支援を
行います。

 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績

計画相談支援 人／月 3,000 6,038 5,000 6,193 7,000 6,254

地域移行支援 人／年 70 21 70 11 70 5

地域定着支援 人／年 60 1 60 2 60 5
※平成27・28年度は3月実績、29年度は6月実績 
 
〇計画相談支援は、平成29年度を除き、実績が見込量を上回っています。 
〇地域移行支援、地域定着支援については、申請手続きが煩雑なことや、地域定着
支援については、法定の24時間の連絡体制を確保することが困難なこと等から、
指定を受ける事業者が少なく、見込を下回っています。 

 
 

 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

計画相談支援 人／月 6,400 6,600 6,800 

地域移行支援 人／年 23 23 23 

地域定着支援 人／年 9 9 9 
 

○各サービスについて、第４期の実績を踏まえて見込量を算定しました。 
 

 見込量を確保するための方策  

○事務手続きが複雑な地域移行支援及び地域定着支援については、コンサルテーショ
ンや研修を実施する等、新規事業所の参入を促していきます。  

第５期の見込量と考え方
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４ 児童福祉法に基づくサービスの必要な見込量と確保策
 

（１）日中活動系サービス 

 サービスの概要  

 

サービス名 サービスの概要 

障害児相談支援 
障害児通所支援を利用しようとする障害児やその家族に
対し、障害児支援利用計画案の作成やサービス事業者等と
の連絡調整などの支援を行います。

児童発達支援 
身近な地域で障害児やその家族への療育支援等を提供し
ます。 
※児童デイサービスから移行

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導や集団生活に適応
するための訓練などの支援と治療を行います。 

放課後等デイサービス 

学齢障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中にお
いて、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するこ
とにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進すると
ともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 

保育所等訪問支援 
障害児施設の専門機能を活用して、その職員等が保育所等
を訪問し、障害児が集団生活に適応できるよう専門的な助
言・支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援
（新規） 

重度の障害等で、障害児通所支援を利用するために外出す
ることが困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して、
発達支援を行います。

児童発達支援センター 

地域の中核的な療育支援施設として、施設の有する専門機
能を活用して、身近な地域で障害児やその家族への療育支
援等を提供するとともに、保育所等の障害児を預かる施設
への専門的な助言・援助などを合わせて行います。 
※本市では「地域療育センター」として実施 
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 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

障害児相談支援 人／月 1,300 1,620 1,300 1,804 1,300 1,825 

児童発達支援 人日／月 9,000 7,021 9,000 9,409 9,400 8,632 

医療型児童発達支
援 人日／月 890 282 890 382 890 398 

放課後等デイサー
ビス 人日／月 7,700 10,777 8,400 17,043 9,100 18,801 

保育所等訪問支援 
巡回相談支援 人日／月 100 165 100 194 100 272 

※平成27・28年度は3月実績、29年度は6月実績 
 

○放課後等デイサービスは、見込量を大きく上回っています。 
○医療型児童発達支援については、過去の支給決定日数の実績から見込量を算
定していますが、支給決定日数に比べ、実際の利用が少ないため、実績が下
回っています。 

○保育所等訪問支援・巡回相談支援については、保育所等訪問支援の指定を受
けている事業者はまだ少ないのですが、地域療育センターで実施している巡
回相談が多く、見込量を上回っています。 
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 単位 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
見込量 見込量 見込量 

障害児相談支援 人／月 3,558 4,217 5,015

児童発達支援 人日／月 9,546 10,942 11,709 

医療型児童発達支援 人日／月 448 448 448 

放課後等デイサービス 人日／月 24,546 30,517 37,927 

保育所等訪問支援 人日／月 25 35 45 

巡回相談支援 人日／月 267 267 267

居宅訪問型児童発達支援 
（新規） 人日／月 215 235 260 

医療的ケア児に対する関連
分野の支援を調整するコー
ディネーターの配置人数（新
規） 

平成 30 年度に設置を予定している医療的ケア児支援のための関
係機関の協議の場において検討 

〇各サービスについては、第４期の実績及び今後の利用者の増加見込みをもとに、見込量
を算定しています。 

〇障害児相談支援については、障害者の計画相談支援の対象者に合わせ、セルフプラン対
象者を含めて見込量を算定しています。 

〇保育所等訪問支援・巡回相談支援については、第４期までは、保育所等訪問支援の実施
が少ないことを見込み、地域療育センターが独自に実施している巡回相談支援も含んだ
見込量としていましたが、第５期からは、法定サービスである保育所等訪問支援の推進
を図ることから、別々に見込量を設定します。 

〇保育所等訪問支援については、平成 29 年度の実績見込みに加え、市内４カ所の地域療
育センターが指定事業所として保育所等訪問支援を実施する予定であることを踏まえ
て平成 30 年度の見込量を算定し、保育所等訪問支援の推進を図っていくことから一定
の増加を見込んでいます。なお、巡回相談支援については、引き続き、子ども、保護者、
支援者が集う場である家庭、保育所、幼稚園、学校等に訪問し、配慮を必要とするお子
さんの早期発見・早期対応に資するための支援を行います。 

〇新規サービスである居宅訪問型児童発達支援については、利用が見込まれる障害児数か
ら算定しています。 
 

 見込量を確保するための方策  

○地域療育センターを地域の中核機関として、関係機関等との連携を図りながら、
地域の障害児及びその家族、障害児通所支援事業所への支援を含めた地域支援体
制の強化を進めます。  

第５期の見込量と考え方
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（２）居住系サービス 

 サービスの概要  

児童福祉法に基づく障害児入所支援を提供します。 
 

サービス名 サービスの概要 

福祉型障害児入所施設 
入所した児童に対し、保護、日常生活の指導、独立自活に
必要な知識・技能を付与することを目的としています。

医療型障害児入所施設 
入所した児童に対し、保護、日常生活の指導及び知識・技
能の付与並びに重症心身障害児に対し治療を行うことを
目的としています。

 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

福祉型障害児 
入所施設 

か所 1 1 1 1 1 1 

人／月 50 45 50 42 50 38 

医療型障害児 
入所施設 

か所 1 1 1 1 1 1 

人／月 33 12 33 14 33 13 
※平成27年度・平成28年度は３月実績、平成29年度は６月実績 
 
○福祉型障害児入所施設については、おおむね見込量どおりの利用実績となっ
ていますが、医療型障害児入所施設については、やや見込量を下回っていま
す。 

 
 

 単位 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
見込量 見込量 見込量 

福祉型障害児入所施設 人 53 53 53

医療型障害児入所施設 人 25 25 25

○第４期では、川崎市内で実施している障害児入所施設（福祉型：中央療育セ
ンター、医療型：ソレイユ川崎）における利用者数を指標としていましたが、
実態を正しく把握するため、市内外の障害児入所施設を利用されている障害
児の数を見込量としました。よって、平成29年度の市内外の障害児入所施設
を利用している実績見込み（53人、25人）を踏まえて、第５期見込量を算定
しました。 

第５期の見込量と考え方 
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（３）障害児の子ども・子育て支援等 

保育所等訪問支援、巡回相談支援、障害児保育研修等を実施することにより、保育
所、幼稚園や認定こども園、放課後児童健全育成事業などの利用を希望する障害児の
受入れ体制の支援を推進し、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できる
地域社会づくりを目指します。 
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５ 地域生活支援事業の実施に関する事項 
 

（１）相談支援事業 

 サービスの概要  

サービス名 サービスの概要 

相談支援事業 
障害児・者やその家族等の相談に応じ、必要な情報の提
供・助言や、サービス提供事業者等との連携・調整、虐
待の防止及びその早期発見のための取組等を行います。

地域自立支援協議会 

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療
関係者、教育・雇用関係機関、当事者、学識経験者等が
定期的な協議を行い、障害児・者が自立した生活を営む
ことができる地域づくりを行います。 

障害児等療育支援事業 
身体や知的に障害のある在宅の児童に対し、療育指導や
相談等の支援を行います。

居住支援事業 
賃貸住宅への入居を希望する障害者に対し、入居に必要
な支援や入居後の支援などを行います。 

成年後見制度利用支援事
業 

親族がいない方に対して成年後見申し立て手続きを支
援するとともに、費用負担できない方に対しては費用の
助成を行います。

 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

相談支援事業 か所 28 28 28 28 28 28 

地域自立支援協議会 か所 8 8 8 8 8 8 

障害児等療育支援事業 か所 5 5 5 5 5 5 

居住支援事業 世帯 5 4 5 2 5 3 
成年後見制度利用支援
事業 人／年 95 72 115 71 135 90 
※平成29年度の実績は見込み 
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 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

相談支援事業 か所 28 28 28 

地域自立支援協議会 か所 8 8 8 

障害児等療育支援事業 か所 5 5 5 

居住支援事業 世帯 3 3 3 

成年後見制度利用支援 
事業 人／年 92 97 102 

○相談支援事業（障害者相談支援センターの箇所数）については、今後、障害
者相談支援センターのあり方を踏まえた相談支援体制の検討を行うため、見
込量は現状値を据え置いています。 

○居住支援事業と成年後見制度利用支援事業は第４期の実績の伸び率から、第
５期の見込量を算定しています。 

 

  

第５期の見込量と考え方 
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（２）コミュニケーション支援事業 

 サービスの概要  

聴覚、言語、音声、視覚機能等の障害のため、意思の伝達に支援が必要な方に、手
話通訳等を行う者の派遣などを行います。 
 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

コミュニケーション 
支援事業 

回／年 2,730 3,295 2,808 3,232 2,888 3,248 

人／年 3,713 3,632 3,766 4,036 3,820 4,052 
コミュニケーション 
支援員養成事業 人／年 114 112 114 133 114 124 
※平成29年度の実績は見込み 

 

 

 
 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

コミュニケーション 
支援事業 

回／年 3,372 3,444 3,518 

人／年 4,211 4,301 4,393 
コミュニケーション 
支援員養成事業 人／年 123 123 123 

○第４期の実績を踏まえて、第５期の見込量を算定しました。 
 
 
 
 
 
 
 

第５期の見込量と考え方 
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（３）日常生活用具給付等事業 

 サービスの概要  

在宅の障害児・者の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具などの日常生活
用具の給付や貸与を行います。 
 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

介護・訓練支援用具 件／年 232 105 232 102 232 99 

自立生活支援用具 件／年 628 269 628 287 628 265 

在宅療養等支援用具 件／年 199 213 199 223 199 239 

情報・意思疎通支援用具 件／年 296 240 296 288 296 310 

排泄管理支援用具 件／年 30,726 27,433 30,726 30,623 30,726 32,405 
住宅改修 
(居宅生活動作補助用具) 件／年 83 31 83 33 83 32 
※平成29年度の実績は見込み 

 
 

 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

介護・訓練支援用具 件／年 102 102 102 

自立生活支援用具 件／年 273 273 273 

在宅療養等支援用具 件／年 255 273 292 

情報・意思疎通支援用具 件／年 333 358 386 

排泄管理支援用具 件／年 34,291 36,287 38,399 

住宅改修 
(居宅生活動作補助用具) 件／年 32 32 32 

○第４期の実績を踏まえて、第５期の見込量を算定しました。 
 

  

第５期の見込量と考え方 
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（４）移動支援事業 

 サービスの概要  

サービス名 サービスの概要 

移動支援 
屋外での移動が困難な障害児・者について、円滑に外出
することができるよう移動を支援します。 

通所・通学支援 
学校への通学や通所施設への通所が困難な方に対し、送
迎の支援を行います。

 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

移動支援 
か所 133 133 137 153 141 147 

人／月 826 770 909 774 1,000 747 

時間／月 9,638 8,864 10,602 8,774 11,662 8,228 

通所・通学支援 
人／月 121 116 133 104 146 100 

回／月 1,881 2,178 2,069 1,866 2,276 1,864 
※平成27年度・平成28年度は3月実績、平成29年度は6月実績 
 

 
 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

移動支援 

か所 157 163 172 

人／月 782 787 792 

時間／月 8,860 8,993 9,127 

通所・通学支援 
人／月 107 107 107

回／月 1,970 1,970 1,970
○第４期の実績を踏まえて、第５期の見込量を算定しました。 

  

第５期の見込量と考え方 
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（５）発達障害者支援事業 

 サービスの概要  

発達障害者支援センター（本市では、「発達相談支援センター」）は、発達障害及び
その疑いのある方やその家族等からの相談を受けて、必要に応じた医学的・専門的な
評価、発達支援・就労支援等の必要な支援の見立て、必要な情報提供、関係機関を交
えた支援コーディネート等を行います。 
 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

発達相談支援セン
ター 

か所 1 1 1 1 1 1 
人／年 500 1,041 500 1,323 500 1,420 

※平成29年度の実績は見込み 
 

 
 

 

 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度

発達相談支援センター 
か所 1 1 1 

人／年 1,520 1,620 1,720 
発達障害者支援地域協議会の開
催（新規） 回／年 2 2 2 

発達相談支援センター及び発達
障害者地域生活支援マネジャー
の関係機関への助言（新規） 

件／年 30 40 50 

発達相談支援センター及び発達
障害者地域生活支援マネジャー
の外部機関や地域住民への研
修、啓発（新規） 

件／年 18 18 18 

○発達相談支援センターの利用者数については、第４期の実績を踏まえ、第５
期の見込量を算定しました。 

○第５期からは、地域における発達障害者等が可能な限り身近な場所において
支援を受けられる体制を計画的に整備することを目的に、地域の支援体制の
課題及び対応についての検討を行う発達障害者支援地域協議会の開催、現状
の助言数等のうち発達相談支援センター及び発達障害者地域生活支援マネジ
ャーの関係機関の助言を必要とする数、個々の発達障害の特性に関する理解
が図られるために必要な研修、啓発の件数を新たに加えました。 

  

第５期の見込量と考え方 
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（６）日中一時支援事業 

 サービスの概要  

障害児・者が日中、ニーズに応じて柔軟に利用できる場を提供するとともに、その
家族の一時的な休息の確保などを目的とした支援を行います。 
 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

日中短期入所 
か所 12 5 12 4 12 4 

回／月 302 197 317 202 333 138 

障害児・者 
一時預かり 

か所 17 14 17 18 17 20 

回／月 2,278 1,983 2,437 2,440 2,608 2,830 
※平成27年度・平成28年度は3月実績、平成29年度は６月実績 

 
 
 

 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

日中短期入所 
か所 4 4 4 

回／月 175 175 175

障害児・者 
一時預かり 

か所 22 23 25 

回／月 3,244 3,391 3,686

○第５期については、第４期の実績を踏まえ、日中短期入所については現状維
持を基本とし、障害児・者一時預かりについては増加を見込んでいます。 

 
 

  

第５期の見込量と考え方 
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（７）福祉ホーム 

 サービスの概要  

就労し、住居が必要な知的障害者に居室その他の設備などを供与し、地域生活を支
援します。 
 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

福祉ホーム か所 1 1 1 1 1 1
人／月 10 ６ 10 ６ 10 ６

※平成27年度・平成28年度は3月実績、平成29年度は６月実績 
 

 
 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

事業所数 か所 1 1 1

利用者数 人／月 10 10 10
○第４期の利用者数の実績は見込量を下回りました。第５期においても、事業
所数が増える見込みはないため、事業所数・利用者数ともに第４期と同じ見
込量とします。 

 

（８）訪問入浴サービス事業 

 サービスの概要  

家庭で入浴することが困難な重度の身体障害者及び知的障害者の入浴の機会をつく
るため、訪問入浴車による自宅での入浴サービスを提供します。 
 

 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

見込量 実績 進捗率 見込量 実績 進捗率 見込量 実績 進捗率
訪問入浴
サービス 件/年 7,260 7,202 99.2％ 7,986 7,746 97.0％ 8,785 7,940 90.4％
※平成29年度の実績は見込み 
 

 
 

 単位 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
見込量 見込量 見込量 

訪問入浴サービス 件／年 8,647 9,417 10,255

第５期の見込量と考え方 

第５期の見込量と考え方 



 

 

第４部 ５ 地域生活支援事業の実施に関する事項

237

 

（９）社会参加支援事業 

 サービスの概要  

障害者の社会参加促進のため、スポーツ、レクリエーション、文化・芸術活動など
を行います。 

 
 第４期の進捗状況  

 単位 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

見込量 実績 進捗率 見込量 実績 進捗率 見込量 実績 進捗率 

各種訓練・教室等 種類/
年 

10 10 100.0% 10 11 110.0% 10 11 110.0% 

スポーツ大会等 回/年 23 34 147.8% 23 51 221.7% 23 58 252.2% 
普及・啓発イベン
ト、相談会等 回/年 7 4 57.1% 7 4 57.1% 7 4 57.1% 
※平成29年度の実績は見込み 

 
 

○スポーツイベントについては、市障害者スポーツ大会等に加え、障害者スポ
ーツ体験講座（平成28年度から実施）、障害者スポーツデー（平成29年度か
ら試行的実施）の実施回数を見込んでいます。 

 

  

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
各種訓練・教室等 種類／年 11 11 11
スポーツイベント 回／年 58 58 58
普及・啓発イベント、
相談会等 回／年 4 4 4

第５期の見込量と考え方 
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第４部 ５ 地域生活支援事業の実施に関する事項 

 

（10）精神障害者地域生活支援広域調整等事業（新規） 

 サービスの概要  

精神障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むために、地域生活支援を
支える保健、医療、福祉関係者による協議会や、ピアサポート活動を行います。また、
事故・災害等発生時に必要な緊急対応の体制整備に向け、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医
療チーム体制）の整備を促進します。 

 
 

 
 

○ピアサポート活動の従事者は、過去の実績から見込量を算定しています。  
ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）運営委員会は、現行どおり年２回実施
することとします。 

 
 
 

 単位 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
見込量 見込量 見込量 

川崎市地域自立支援協議会精神障害者地域移行・地域定着支援部会⇒数値目標２を参照 
ピアサポート活動 人/年 26 31 36
災害派遣精神医療チーム体制
整備のための運営委員会 回/年 ２ ２ ２

第５期の見込量と考え方 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

資料編 

第１部 第４次かわさきノーマライゼー
ションプランの改定にあたって 

第２部 川崎市における障害児・者の状況 

第３部 障害者施策の推進（障害者計画） 

第４部 障害福祉サービスの提供見込量
（第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画） 

第５部 計画の策定及び推進 
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第５部 計画の策定及び推進

（１）計画の策定体制 

本市では、第４次かわさきノーマライゼーションプランの改定にあたり、障害
者施策審議会（障害者基本法に基づき設置する審議会）の専門部会として計画策
定委員会を設置し、原案の作成を行いました。障害者施策審議会は、障害当事者
や障害者団体代表、学識経験者など20名の委員で構成されており、これらの方々
の意見を取り入れながら計画案の策定を行いました。 
また、地域自立支援協議会から意見を求めるとともに、生活ニーズ調査、団体

ヒアリング、市民説明会及びパブリックコメント等を行い、障害当事者や市民の
意見をできる限り計画に反映させています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

生活ニーズ 
調査 

団体 
ヒアリング 

パブリック 
コメント 市民説明会

障害者施策審議会 

地域自立
支援協議会 

市 民

計画策定委員会 

第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定



 

 

第５部 計画の策定及び推進 

242 

（２）計画の推進体制 

１）計画の推進体制 

障害保健福祉部局をはじめ、医療、教育、まちづくりなどの関係部局相互の連携を
図りながら、様々な分野を対象とした本計画の施策・事業を総合的に推進します。 

 

２）計画の普及・啓発 

市ホームページ等を通じて、本市の障害者施策の考え方や内容について、広く市民
に周知していきます。 
また、点字版や平易版等を作成することで、情報を得ることが難しい方へのきめ細

かい広報・啓発に努めます。 
 

３）計画の実施状況の点検 

市では、年度ごとに各施策や事業の進捗状況及び数値目標の達成状況について整
理・検討するとともに、その結果を障害者施策審議会において点検・評価します。 
また、障害福祉計画については、地域自立支援協議会においても進捗状況を点検・

評価します。 
 
４）点検結果の反映 

市では、計画の進捗状況に応じて、数値目標を達成するための方策等を検討すると
ともに、障害者施策審議会より、検討した方策の実行に向けた提案等を受けることで
計画を効率的かつ継続的に推進していきます。 
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第５部 計画の策定及び推進

 

ＰＤＣＡサイクルのプロセスイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

実行 Do 

評価 Check

改善 Act 

成果目標及び活動指標については、少なくと
も１年に１回その実績を把握し、障害者施策や
関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画
の中間評価として分析・評価を行う。 
中間評価の際には、協議会等の意見を聞くと

ともに、その結果について公表することが望ま
しい。 
活動指標については、より高い頻度で実績を

把握し、達成状況の分析・評価を行う。 

中間評価等の結果を踏まえ、必要が
あると認めるときは、障害福祉計画の
変更や事業の見直し等を実施する。 

計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

厚生労働省の「基本方針」に即して成果
目標（重点的に取組む目標）及び活動指
標（障害福祉サービスの見込量）、見込量
の確保策等を定める。

計画 Plan





第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版の策定に向けた今後のスケジュール 

 

高齢・障害・地域福祉計画（案）各区説明会～地域包括ケアシステム構築に向けて～ 
 

区名 日程 開始時間 場所 
川崎区 平成 30 年 1 月 19 日（金） １４：００ 川崎区役所 ７階会議室 
幸区 平成 30 年 1 月 26 日（金） １４：００ 幸区役所  4 階会議室 
中原区 平成 30 年 1 月 19 日（金） １８：３０ 中原区役所 ５階 501 会議室 
高津区 平成 30 年 1 月 30 日（火） １４：００ 高津区役所 ５階第１会議室 
宮前区 平成 30 年 1 月 17 日（水） １４：００ 宮前区役所 4 階大会議室 
多摩区 平成 30 年 1 月 23 日（火） １４：００ 多摩区役所 11階会議室 
麻生区 平成 30 年 1 月 20 日（土） １４：００ 麻生区役所 4 階第１会議室 

 
説明会の時間はおおむね２時間半程度を予定しており、①地域包括ケアシステム

構築に向けた取組状況、②第７期かわさきいきいき長寿プラン、③第４次かわさき
ノーマライゼーションプラン改定版、④川崎市地域福祉計画、⑤区地域福祉計画の
順に説明を行います。 
 

パブリックコメントの実施 
 

●募集期間： 平成 29 年 12 月１日（金）～平成 30 年２月５日（月） 
●閲覧場所： 市役所第３庁舎２階（情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、 

大師支所、田島支所、各区役所保健福祉センター、市ホームページ 
●意見の提出先： 
 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課（ソリッドスクエア西館 10 階） 
 各区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション 
●意見の提出方法： 持参、郵送、FAX、市ホームページ 
 ※ 持参の場合は、平成 30 年 2 月 5 日（月）17 時まで。その他は当日必着。 
●結果の公表場所： 市役所第 3 庁舎 2 階（情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、 

大師支所、田島支所、各区役所保健福祉センター、市ホームページ 
 

 
第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版（案） 

 
 
 
 
 

発   行 平成29年12月
企画・編集 川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 
住   所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 
電   話 （044）200-2654（直通） 
Ｆ Ａ Ｘ （044）200-3932 





第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版(案)について意見を募集

します 

川崎市では、第４次かわさきノーマライゼーションプランを改定し、第５期障害福祉計画

及び第１期障害児福祉計画を策定するとともに、障害者計画についても一部見直しを行うこ

とといたしましたので、第４次かわさきノーマライゼーションプランの改定版（案）につい

て、市民の皆様からのご意見を募集いたします。 

１ 意見の募集期間 

 平成２９年１２月１日（金） から 平成３０年２月５日（月）まで 

 ※ 郵送の場合は、当日消印有効です。 

 ※ 持参の場合は、２月５日（月）の１７時００分までとします。 

２ 資料の閲覧場所 

 川崎市役所第３庁舎２階（情報プラザ） 

 各区役所（市政資料コーナー）、大師支所、田島支所 

 ※ 川崎市ホームページ「意見募集」でも内容を閲覧できます。 

３ 意見の提出方法 

 次のいずれかの方法により提出してください（電話による受付はお受けできませんので御

了承ください。）。 

（１）郵 送

  〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地 

  川崎市健康福祉局障害計画課 ※郵送先住所と持参先住所は異なります。 

（２）ＦＡＸ

  ＦＡＸ番号：０４４－２００－３９３２ 

（３）電子メール（専用フォーム） 

  川崎市ホームページ「意見募集」から、専用フォームを御利用ください。 

  送信先：40syokei@city.kawasaki.jp 

（４）持 参 

  川崎市健康福祉局障害計画課 

  〒２１２－００１３ 川崎市幸区堀川町５８０番地 ソリッドスクエア西館１０階 

  （各区役所の高齢・障害課及び地区健康福祉ステーションでも受付いたします。） 

  ※ 口頭での御意見はお受けできませんので、御了承ください。 

 お寄せいただいた御意見は、個人情報を除き、類似の内容を整理又は要約した上で、御意

見とそれに対する市の考え方を取りまとめて、市のホームページ等で公表いたします。（御

意見に対して個別回答は行いませんので御了承ください。） 
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高齢・障害・地域福祉計画区民説明会  

～地域包括ケアシステム構築に向けて～ 開催 

川崎市では、高齢者、障害者、子ども、子育て中の親、現時点でケアの必要がない方な

ど、すべての地域住民を対象として、誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮

らし続けることができる地域の実現に向けて、「地域包括ケアシステム」の構築をめざして

います。 

 そこで、これまで地域包括ケアシステム構築に向けた取組状況を御紹介するとともに、

平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とし、具体的に推進していくため

の以下に記載の福祉に関する個別の計画を策定していくため、その計画（案）についてご

説明し、御意見を伺います。区地域福祉計画の内容はそれぞれの区ごとに異なりますので、

お住まいの区の説明会にご参加下さい（市計画の内容はすべて同じです）。 

【今回説明する福祉に関する計画】 

●第7期かわさきいきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

●第4次かわさきノーマライゼーションプラン改定版（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画） 

●第5期川崎市地域福祉計画・区地域福祉計画 

区名 日程 開始時間 場所 

川崎区 平成30年1月19日（金） １４：００ 川崎区役所 ７階会議室 

幸区 平成30年1月26日（金） １４：００ 幸区役所  4階会議室 

中原区 平成30年1月19日（金） １８：３０ 中原区役所 5階501会議室 

高津区 平成30年1月30日（火） １４：００ 高津区役所 ５階第１会議室 

宮前区 平成30年1月17日（水） １４：００ 宮前区役所 4階大会議室 

多摩区 平成30年1月23日（火） １４：００ 多摩区役所 11階会議室 

麻生区 平成30年1月20日（土） １４：００ 麻生区役所 4階第１会議室 

○地域包括ケアシステム構築に向けた取組状況、かわさきいきいき長寿プラン、かわさきノーマ    

ライゼーションプラン、川崎市地域福祉計画・区地域福祉計画の内容を御説明し、市民の皆様 

の御意見を伺います。 

 ○各会場とも定員は約100名です。当日先着順となります。 

 ○開始30分前に開場します。 

 ○手話通訳、要約筆記希望の人は、1月5日（金）17時までにお名前（ふりがな）、連絡先を 

添えて、健康福祉局地域包括ケア推進室（電話044-200-0479、FAX044-200-3926）

あてに御申し込みください。 
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【プログラム】 

 開会（14:00）※中原区は、18:30 

１ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組状況 

２ 各分野別計画案の御案内 

  （１）第7期かわさきいきいき長寿プラン 

  （２）第4次かわさきノーマライゼーションプラン改定版 

  （３）第5期川崎市地域福祉計画 

  （４）第5期区地域福祉計画 

 ３ 質疑応答 

 閉会（16:30）※中原区は、20:45 

パブリックコメントも実施しています 

 ●募集期間： 平成29年12月1日（金）～平成30年2月5日（月） 

 ●閲覧場所： 市役所第3庁舎2階（情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、 

各区役所保健福祉センター、市ホームページ 

  ※区役所について、計画①、②は、高齢・障害課、計画③は、地域みまもり支援センター。 

 ●意見の提出先：（〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地） 

  ①第7期かわさきいきいき長寿プラン 

    健康福祉局 高齢者事業推進課（tel 200-2666 fax 200-3926） 

  ②第4次かわさきノーマライゼーションプラン改訂版 

    健康福祉局 障害計画課（tel 200-2654 fax 200-3932） 

  ③第5期川崎市地域福祉計画・区地域福祉計画 

    健康福祉局 地域福祉課（tel 200-2626 fax 200-3637） 

 ●意見の提出方法： 持参、郵送、FAX、市ホームページ 

  ※持参の場合は、平成30年2月5日（月）17時まで。その他は当日必着。 

 ●結果の公表場所： 市役所第3庁舎2階（情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、 

           市ホームページ 

【説明会に関する問い合わせ先】 

  川崎区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当 ℡ 201-3210 

  幸区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当  ℡ 556-6730 

  中原区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当 ℡ 744-3239 

  高津区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当 ℡ 861-3313 

  宮前区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当 ℡ 856-3300 

  多摩区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当 ℡ 935-3241 

  麻生区地域みまもり支援センター地域ケア推進担当 ℡ 965-5303 

  健康福祉局地域包括ケア推進室  ℡ 200-0479 
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